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環境厚生委員会資料 

健康福祉部健康推進課 

【第３８号議案】 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく 

個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

  Ｂ型ウイルス性肝炎、Ｃ型ウイルス性肝炎等の肝疾患の患者に対する医療費の助成（※

１）に関する事務において、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に対応し、県民の

利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、マイナンバーの利用範囲について所要の

改正を行う必要がある。 

(1)当該事務では、患者からの助成申請にあたり、保険情報の確認を実施している。 

(2)現在は健康保険証の写しにより保険情報を確認しているが、マイナンバーカードと

健康保険証の一体化（令和６年12月予定）により困難となる。 

(3)そのため、マイナンバーを用いた情報連携（※2）による保険情報の確認を可能とす

る必要がある。 

（※１） 肝炎治療医療費助成事業、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業を指す。 

（※２） 情報提供ネットワークシステムを介した他機関との特定個人情報のやり取り 

 

２ 条例改正の概要 

次に掲げる県の執行機関が行う次に掲げる事務を、マイナンバーを利用することがで

きる事務に追加する。 

執行機関 事 務 

知事 Ｂ型ウイルス性肝炎、Ｃ型ウイルス性肝炎等の肝疾患の患者に対

する医療費の助成に関する事務 

 

３ 施行期日 

規則で定める日とする 
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【第３９号議案】 

知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する 

条例について 

 

１ 条例改正の理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法律第58号）の施行による建築基準

法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）の改正に伴い、所要の改正を行う

必要がある。 

 

２ 条例改正の概要 

 ⑴ 法改正により、小規模な建築物に特化した審査資格（建築副主事）が創設され

たことから、６市（浜田市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市）に権限

委譲している島根県ひとにやさしいまちづくり条例（以下「条例」という。）に

基づく事務に係る規定に「建築副主事」を追加する。 

（改正前） 建築物に係る事務（建築基準法第97条の２第１項の規定により置く建

築主事がつかさどることとなる事務に係るものに限る。） 

（改正後） 建築物に係る事務（建築基準法第97条の２第１項の規定により置く建

築主事又は同条第２項の規定により置く建築副主事がつかさどること

となる事務に係るものに限る。） 

(2) その他規定の整理 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 

 

４ 参考 

権限委譲している条例に基づく事務 
・ 公共的施設が高齢者、障がい者等が安全かつ円滑に利用できるようにするた
めに必要な整備基準に適合していることを証する適合証の交付 

・ 特定公共的施設（公共的施設のうち規模が大きいものなど）の新築等をしよ
うとする者からの届出の受理、必要な指導・助言など 
 

建築副主事 
資格者検定に合格した二級建築士等で一定の実務経験を習得した者 

令和６年３月７日・８日 

環境厚生委員会資料 

健康福祉部障がい福祉課 
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【第４５号議案】 

 

 

島根県病院及び診療所の人員、施設等に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

病院の職種別の法定人員については、医療法第21条において、都道府県の

条例で定めることとされており、また、条例を定めるに当たっては、医療法

施行規則第19条で定める基準に従うこととされている。 

  現在、入院患者は高齢者の割合が高く、低栄養が問題となっていることか

ら管理栄養士の活用により、低栄養状態を回避し早期退院等を図るため、同

施行規則が改正されたことに伴い、県の条例を改正する。 

 

２ 条例改正の概要 

医療法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第85号。以

下「改正省令」という。）の施行に伴い、病院の人員の基準について所要の

改正を行う。 

 

改正省令の施行に伴う規定の整理（条例第５条第４号関係） 

改正後 改正前 

栄養士又は管理栄養士   

病床数100以上の病院にあっては、1 

栄養士 

病床数100以上の病院にあっては、1 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日（改正省令の施行日と同日） 

 

令和６年３月７日・８日 
環境厚生委員会資料 
健康福祉部医療政策課 
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【第４６号議案】 

 

島根県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

後期高齢者医療財政安定化基金は、後期高齢者医療広域連合において、予定した保険料      

収納率を下回って生じた保険料不足や予想以上の給付費の増大等に起因する財政不足を

補うために県に設置（高齢者の医療の確保に関する法律第 116 条）され、広域連合に財政不足等

が生じた場合、交付・貸付を行うための基金である。 

  ２年ごとに厚生労働大臣が標準として定める財政安定化基金拠出率（前期高齢者交付金及

び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第 19 条第２項）を踏まえ、県が条例で定める

拠出割合により広域連合の拠出金を算出し、国・県も同額を負担する。 

  過去の交付・貸付実績を踏まえ、当面の広域連合の財政不足等のリスクを補うに堪える

基金残高が確保されていると判断できるため、令和６年度から拠出は行わないこととし、

所要の改正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例改正の概要 

  後期高齢者医療広域連合から徴収する拠出金の額を算出するための割合の改正 

改 正 前 改 正 後 

10万分の38 零 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

４ 参考 

   基金の状況                           （単位：千円） 

 
第６期 第７期 第８期 第９期 

Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 
Ｒ６ 

(予定) 
Ｒ７ 

(予定) 

拠出割合 0 0 0.00038 0 

積立金 

(運用利息) 
0 

（209） 
0 

（212） 
0 

（211） 
0 

（34） 
132,753 
（33） 

132,718 
（35） 

0 
(37) 

0 
(37) 

取崩 0 0 
500,000 
(特例交付) 

0 0 0 0 0 

基金残 2,110,124 2,110,335 1,610,546 1,610,579 1,743,364 1,876,118 1,876,155 1,876,192 

 

広域連合が拠出 

国、県も同額を負担 

財政安定化基金 

国 1/3 

県 1/3 

広域連合 1/3 
一財政運営期間（２年間）の療養給付費

等の見込額に拠出割合を乗じた額 

一財政運営期間

の運用収益 1/3 － 

令和６年３月７日・８日 

環境厚生委員会資料 

健康福祉部健康推進課 
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【第４７号議案】 

 

 

 

島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する 

基準を定める条例を廃止する条例について 

 

 

１ 条例廃止の理由 

健康保険法等の一部を改正する法律に規定する経過措置期間の満了により介護療

養型医療施設が廃止されることに伴い、島根県指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例を廃止する必要がある。 

 

２ 施行期日 

令和６年４月１日 

令和６年３月７日・８日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部高齢者福祉課 
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【第４８号議案】 

 

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例について 

 

１ 条例改正の理由 

令和４年度改正児童福祉法において、里親支援センターが新たに児童福祉施設として位置づ

けられたこと等に関して、こども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令の施行に伴

い、所要の改正を行う必要がある。 

あわせて、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、規定の整理を行う 

必要がある。 

 

２ 条例改正の概要 

⑴ 里親支援センター※に係る設備・職員配置基準等の新設 

 ※里親支援事業を行うほか、里親や里親に養育される児童・里親になろうとする者について相談援助を行う施設 

項目 規定 

設備の基準 里親等が訪問できる設備その他事業を実施するために必要な設備を設けな

ければならない。 

職員の資格要件 里親制度等普及促進担当者、里親等支援員及び里親研修等担当者を置かな

ければならないこととし、各職員の資格要件を定める。 

里親支援センターにお

ける支援 

里親制度その他の児童の養育に必要な制度の普及促進等、里親に養育され

る児童が心身ともに健やかに育成されるよう、その最善の利益を実現する

ことを目的として行わなければならない。 

業務の質の評価 自ら業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受け

て、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。 

関係機関との連携 里親支援センターの長は、都道府県、市町村、児童相談所及び里親に養育

される児童の学校並びに必要に応じ児童福祉施設、児童委員等関係機関と

密接に連携して、里親等への支援に当たらなければならない。 

 

⑵ 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に係

る所要の改正 

 ・里親支援センターとの連携を規定 

 ・自立支援計画の策定時における入所者の意見聴取の規定を追加  

 

⑶ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う規定の整理 

・「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に、「婦人相談員」を「女性相談支援員」に 

改める。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日から施行する。 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 青 少 年 家 庭 課 
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【第４９号議案】 

 

島根県女性相談センター条例の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

これまで婦人保護事業の根拠法であった売春防止法第４章の要保護女子の保護更生措

置の規定が廃止され、新たに制定された困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（以下、「困難女性支援法」という。）の施行（令和６年４月１日）に伴い、所要の改正を

行う必要がある。 

 

２ 条例改正の概要 

⑴ 困難女性支援法の目的を踏まえ、女性相談センターの設置目的等を次のように改正

する。 

［改正内容］ 

改 正 前 改 正 後 

第２条第１項 

緊急の保護又は自立のための援助を必

要とする女性に対し、生活各般の相談、

指導及び援護を行うため、センターを松

江市に設置する。 

第２条第１項 

緊急の保護又は自立のための支援を

必要とする女性に対し生活各般の相談

及び援助を行い、又は当該女性を保護

するため、センターを松江市に設置す

る。 

 

⑵ 島根県女性相談センターを、困難女性支援法に基づく女性相談支援センターと位置

付け、「婦人相談所」を「女性相談支援センター」に改める。 

［改正内容］ 

改 正 前 改 正 後 

第２条第３項 

センターは、売春防止法（昭和 31 年法

律第 118 号）第 34 条第１項の規定に基

づく婦人相談所とする。 

第２条第３項 

センターは、困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律（令和４年法律第

52 号）第９条第１項の規定に基づく女性

相談支援センターとする。 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日から施行する。 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 青 少 年 家 庭 課 
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【第５０号議案】 

 

島根県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について 

 

 

１ 条例改正の理由 

  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行（令和６年４月１日）に伴い、

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準（平成14年厚生労働省令第49号）が廃止され、

女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準（令和５年厚生労働省令第36号。以下

「新省令」という。）が制定されたことに伴い、所要の改正を行う必要がある。 

県内では、平成11年に県の婦人保護施設を廃止して以降、当該施設はないが、社会福

祉法第65条第１項に基づき、設備及び運営に関する基準を条例により定めることとされ

ているため、新省令の制定に伴い所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 条例改正の概要 

⑴ 条例の題名の改正 

改正前 改正後 

島根県婦人保護施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

島根県女性自立支援施設の設備及び運

営に関する基準を定める条例 

⑵ 次に掲げる基準の改正 

 ア 配置する職員及びその員数 

 イ 居室の床面積 

 ウ 入所者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するもの 

 エ 居室の入所定員 

 オ その他設備及び運営に関する基準 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日から施行する。 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 青 少 年 家 庭 課 
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【第５１号議案】 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 38 条の２第３項の規定に 

基づく報告に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 条例改正の理由 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を

改正する法律（令和４年法律第 104 号）の施行による精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。）の改正

に伴い、所要の改正を行う必要がある。 
  

２ 条例改正の概要 

  ・題名の改正 

（改正前）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 38 条の２第３項

の規定に基づく報告に関する条例 

（改正後）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 38 条の２第２項 

の規定に基づく報告に関する条例 

・引用する条項の整理（条例第１条及び第２条中） 

（改正前）法第 38 条の２第３項 

（改正後）法第 38 条の２第２項 

  
３ 施行期日  

 令和６年４月１日 

 
４ 参考  

  法の改正概要 
精神科病院の管理者に対する医療保護入院者に係る都道府県知事への定期

報告を義務付ける条項（法第 38 条の２第２項）の削除 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健 康 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 
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【第８３号議案】 

 

島根県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の一部を改正する条例について 

 

 

１ 条例改正の理由 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省

令の一部を改正する省令（以下「改正省令」という。）の施行により無料低額宿

泊所の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を

行う必要がある。 

国においてアナログ規制の見直しを推進しているところ、今般、厚生労働

省において「シー・ディー・ロム」等の特定の記録媒体の使用を定める省令

の規定の見直しが行われた。改正省令は、令和５年12月26日公布され、同日

施行された。 

 

 

２ 条例改正の概要 

無料低額宿泊所の入居申込者に対する重要事項の提供を電磁的記録媒体により

行う場合、シー・ディー・ロム等の特定の媒体に限らず、電子メール等を介して

添付されたデータにより提供するなど、電磁的記録媒体全般によることができる

ことを明確化する。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 

 

４ 参考：現行条例の概要 

社会福祉法に基づき、無料低額宿泊所の設備及び運営基準を定めるもの 
 

無料低額宿泊所 

・社会福祉法第２条第３項に規定されている第２種社会福祉事業 

・「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、

又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設。 

・県内に該当施設なし。 

 

令和６年３月７日・８日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部地域福祉課 
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【第８４号議案】 

 

 

 

島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例等の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正す

る省令の施行等に伴い、関係条例について所要の改正を行う必要がある。 

 

２ 改正を行う条例 

⑴ 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例 

⑵ 島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例 

⑶ 島根県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑷ 島根県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑸ 島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

⑹ 島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例 

⑺ 島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例 

⑻ 島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

 

３ 条例改正の概要 

⑴ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

・協力医療機関との連携体制の構築 

・新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携 

・身体的拘束等の適正化の推進 

⑵ 自立支援・重度化防止に向けた対応 

・特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化 

⑶ 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり 

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会の設置の義務付け 

・小規模介護老人福祉施設の配置基準の見直し 

 ⑷ その他規定の整備 

 ※具体的な内容は別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

令和６年４月１日 

※一部の規定について、公布の日、令和６年６月１日及び令和７年４月１日 

（具体的な内容は別紙のとおり） 

令和６年３月７日・８日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部高齢者福祉課 
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別紙 改正の具体的な内容及び施行期日 

 

１ 改正の具体的な内容 

※主な改正事項のうち、省令に従うべき基準を◎、省令を参酌すべき基準を○で示す 

条例の名称 サービス種別 主な改正事項 
施行
期日 

島根県指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基

準等を定める条例（第

１条、第２条） 

島根県指定介護予防サ

ービス等の事業の人

員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の

方法に関する基準等を

定める条例（第３条、

第４条） 

共通 ○利用者への重要事項説明書の交付を電磁

的方法により行う場合、シー・ディー・ロ

ム等の特定の媒体の使用を定めていたもの

について、電磁的記録媒体全般によること

ができるものとすること。 

イ 

○重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならないこと。 

エ 

共通（(介護予

防)訪問リハビ

リテーション、

(介護予防)居宅

療養管理指導及

び(介護予防)通

所リハビリテー

シ ョ ン を 除

く。） 

◎管理者が兼務できる事業所の範囲につい

て、同一敷地内の事業所等に限らないこと

を明確化すること。 

ウ 

訪問系、通所

系、福祉用具系 

◎緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないこととするととも

に、行う場合にはその態様等を記録しなけ

ればならないこと。 

ウ 

短期入所系 ◎身体的拘束等の適正化のための措置（委

員会の設置、指針の整備、研修の実施）を

講じなければならないこと（令和７年３月

31日までは努力義務）。 

ア 

短期入所系、

(介護予防)特定

施設入居者生活

介護 

○利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会を設置すること（令和

９年３月31日までは努力義務）。 

ア 

短期入所系 ○ユニット型施設の管理者は、当該施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなけ

ればならないこと。 

ア 

(介護予防)特定

施設入居者生活

介護 

◎生産性向上に先進的に取り組む特定施設

に係る看護職員及び介護職員の配置基準を

緩和すること。 

ア 

○口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者

の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に

行わなければならないこと（令和９年３月

31日までは努力義務）。 

ア 
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○協力医療機関との連携体制の構築に係る

協力医療機関の要件等の改正。 

ア 

○第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応を取り決めるよう

に努めなければならないこと。 

ア 

福祉用具系 ○貸与及び販売のいずれにも該当する福祉

用具（以下「対象福祉用具」という。）の

提供にあたって利用者等へ説明等及び提案

を行うこと。 

ア 

(介護予防)福祉

用具貸与 

○貸与後におけるモニタリングの実施時期

等を明確化すること。 

ア 

○対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の

必要性を検討すること。 

ア 

福祉用具貸与 ○モニタリング結果を記録し、介護支援専

門員へ交付すること。 

ア 

特定(介護予防)

福祉用具販売 

○対象福祉用具に係る計画の達成状況を確

認すること。 

ア 

○対象福祉用具に係る販売後のメンテナン

スを行うこと。 

ア 

(介護予防)訪問

リハビリテーシ

ョン、(介護予

防)通所リハビ

リテーション 

◎みなし指定を受けた事業所の医師の配置

基準を緩和すること。 

ウ 

○医療機関から退院した利用者に係るリハ

ビリテーション計画の作成に当たっては、

当該医療機関におけるリハビリテーション

の情報を把握しなければならないこと。 

ウ 

島根県軽費老人ホーム

の設備及び運営に関す

る基準を定める条例

（第５条） 

島根県養護老人ホーム

の設備及び運営に関す

る基準を定める条例

（第６条） 

島根県特別養護老人ホ

ームの設備及び運営に

関する基準を定める条

例（第７条） 

島根県指定介護老人福

祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準等

を定める条例（第８

条） 

島根県介護老人保健施

共通 ○利用者への重要事項説明書の交付を電磁

的方法により行う場合、シー・ディー・ロ

ム等の特定の媒体の使用を定めていたもの

について、電磁的記録媒体全般によること

ができるものとすること。 

イ 

○協力医療機関との連携体制の構築に係る

協力医療機関の要件等の改正（一部の内容

について、令和９年３月31日までは努力義

務）。 

ア 

○第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応を取り決めるよう

に努めなければならないこと。 

ア 

共通（特別養護

老人ホームを除

く。） 

◎管理者が兼務できる事業所の範囲につい

て、同一敷地内の事業所等に限らないこと

を明確化すること。 

ア 

共通（養護老人

ホーム、特別養

護老人ホームを

○重要事項をウェブサイトに掲載しなけれ

ばならないこと。 

エ 
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設の人員、施設及び設

備並びに運営に関する

基準を定める条例（第

９条） 

島根県介護医療院の人

員、施設及び設備並び

に運営に関する基準を

定める条例（第10条） 

除く。） 

共通（軽費老人

ホーム、養護老

人ホームを除

く。） 

○ユニット型施設の管理者は、当該施設の

管理等に係る研修を受講するよう努めなけ

ればならないこと。 

ア 

○利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討するための委員会を設置すること（令和

９年３月31日までは努力義務）。 

ア 

特別養護老人ホ

ーム、介護老人

福祉施設 

◎離島振興対策実施地域又は過疎地域に所

在する小規模な介護老人福祉施設（特別養

護老人ホーム）又はその併設事業所に係る

医師等の配置基準を緩和すること。 

ア 

○緊急時等における対応方法について、配

置医師及び協力医療機関の協力を得て定め

るとともに、定期的な見直しを行わなけれ

ばならないこと。 

ア 

島根県指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基

準等を定める条例等の

一部を改正する条例

（第11条） 

居宅療養管理指

導 

◎虐待の防止及び業務継続計画の策定等に

係る経過措置期間を３年間延長し、令和９

年３月31日までとすること。 

ア 

 

２ 施行期日 

記号※ 備  考 施行期日 

ア  令和６年４月１日 

イ  公布の日 

ウ (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、

(介護予防)居宅療養管理指導及び(介護予防)通所リハビリテー

ション 

令和６年６月１日 

上記以外のサービス 令和６年４月１日 

エ  令和７年４月１日 

 ※記号（ア～エ）は、１の表（改正の具体的な内容）の施行期日欄に対応 

 

【参考】居宅サービスの類型 

訪問系 訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リ

ハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導 

通所系 通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション 

短期入所系 (介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護 

福祉用具系 (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売 
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【第８５号議案】 

 

 

 

島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める 

条例等の一部を改正する条例について 

 

 

１．条例改正の理由 

  障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により、指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令等が施行されたことに伴い、関係する以下の

条例について、所要の改正を行う必要がある。 

 

２．改正を行う条例 

（１）島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福

祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（２）島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者

支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

（３）島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サ

ービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（４）島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援

施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（５）島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例 

（６）島根県児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例 

（７）島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

３．条例改正の概要 

（１）支援の質の確保・地域移行支援の推進に係る基準の整備 

（２）医療との連携強化・機能訓練の充実に資する基準の整備 

（３）新たに創設される「就労選択支援」に関する規定の整備 

   ※改正内容は、別紙のとおり 

 

４．施行期日 

令和６年４月１日 

（「就労選択支援」に関する規定については、令和７年10月１日） 

 

令和６年３月７日・８日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部障がい福祉課 
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別紙１ 

（１） 支援の質の確保・地域移行支援の推進に係る基準の整備（令和６年４月１日施行） 

※１ 地域連携推進会議の開催については、令和７年３月31日までの間は努力義務（令和７年度から義務化）。 

※２ 指針の作成や担当者の選任については、令和８年３月31日までの間は努力義務（令和８年度から義務化）。 

 

（２） 医療との連携強化・機能訓練の充実に資する基準の整備（令和６年４月１日施行） 

改正項目 サービス種別 

◆高次脳機能障害の後遺症により言語障害を有する者の支援の

ため、人員配置基準に言語聴覚士を加えること。 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

◆病院・診療所や介護保険の指定通所リハビリテーション事業

者が共生型自立訓練等のサービスを提供する場合の基準を定め

ること。 

自立訓練（機能訓練） 

 

◆新興感染症の感染者への診療等を迅速に行う体制を構築する

ため、感染症法上の「第二種協定指定医療機関」との間で新興

感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めること。 

共同生活援助 

障害者支援施設 

障害児入所施設（福祉型） 

 

（３） 新たに創設される「就労選択支援」に関する規定の整備（令和７年10月１日施行） 

「就労選択支援」とは、障害者本人が就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、就

労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や

能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法を活用して、本人の希望、就労能

力や適性等に合った選択を支援するサービス。 

改正項目 サービス種別 

◆人員基準 

 管理者 １ 

就労選択支援員の数 15:１以上 

◇設備基準 

 訓練・作業室、相談室、多目的室等の設置 

◇実施主体 

 就労移行支援又は就労継続支援の事業者（過去３年以内に３

人以上の利用者が通常の事業者に雇用されたもの）等 

就労選択支援 

◆従うべき基準 ◇参酌基準 

 

改正項目 サービス種別 

◆利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村の担当者等

により構成される「地域連携推進会議」を開催し、おおむね

１年に１回以上、運営状況を報告するとともに、必要な要

望、助言を聴く機会を設けること※１。 

共同生活援助 

障害者支援施設 

◆利用者の地域生活への移行に関する意向確認を適切に行う

ため、「地域移行等意向確認等に関する指針」を作成するとと

もに、地域移行等意向確認担当者を選任すること※２。 

障害者支援施設 

 

◇15歳に達した入所児童について、地域生活に向けた支援の充

実を図るため、個別に「移行支援計画」（自立した日常生活へ

の移行について支援する上で必要な事項を定めた支援計画）を

作成し、同計画に基づき支援を進めること。 

障害児入所施設（福祉型・医療型） 
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別紙２ 

〔条例ごとの主な改正内容〕 

（１）指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

① 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る管理者

について、事業所の管理上支障がない場合には、同一敷地内等に限らず、他の事業所等

の職務に従事することができるものとすること。〔従うべき基準〕 

② 事業者は、サービスの提供に当たって、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう利用者の意思決定の支援に配慮しなければならないこと。〔参酌基準〕 

③ サービス提供責任者又はサービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自

己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合

には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならないこと。 

〔参酌基準〕 

④ 高次脳機能障害の後遺症により言語障害を有する者の支援のため、生活介護及び自立訓

練（機能訓練）の人員配置基準に、看護職員・理学療法士・作業療法士の他に、言語聴

覚士を加えること。〔従うべき基準〕 

⑤ 障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する支援ニーズに対応するため、病院

及び診療所並びに介護保険の通所リハビリテーション事業者が共生型自立訓練（機能訓

練）又は基準該当自立訓練（機能訓練）の事業を提供することを可能とし、当該事業者

が当該事業に関して満たすべき基準を定めること。〔従うべき基準〕 

⑥ 新たに創設される就労選択支援のサービスに係る基準の整備 

⑦ サービス管理責任者を常勤・専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準

を利用者60人につき１人以上とすること。〔従うべき基準〕 

⑧ 自立生活援助について、併設する事業所において地域相談支援（地域移行支援・地域定

着支援）の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活援助事業所のサ

ービス管理責任者とみなすことができること。〔従うべき基準〕 

⑨ 指定共同生活援助事業者は、利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助に

ついて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される「地域連携推進会議」

を開催し、おおむね１年に１回以上、会議において、事業の運営状況を報告するととも

に、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこと。〔従うべき基準〕 

⑩ 指定共同生活援助事業者は、新興感染症の発生時等に事業所内の感染者への診療等を迅

速に対応できる体制を平時から構築するため、感染症法上の「第二種協定指定医療機関」

との間で新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならないこと。 

〔従うべき基準〕 

 

（２）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

① 指定障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向等の定期的な確認を適

切に行うため、「地域移行等意向確認等に関する指針」を作成するとともに、地域移行

等意向確認担当者を選任しなければならないこと。〔従うべき基準〕 

② （１）の②③④⑨⑩と同じ改正を行う。 
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（３）障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

① 就労移行支援事業所の定員規模を、20人以上から10人以上に見直すこと。〔標準基準〕 

② （１）の②③④⑥と同じ改正を行う。 

 

（４）障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

① （２）と同じ改正を行う。 

 

（５）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

① 医療型児童発達支援を児童発達支援に一元化※１するとともに、既存の児童発達支援にお

ける人員・設備基準の３類型（障害児、難聴児、重症心身障害児）の区分も、障害児の

類型に合わせる形で一元化※２することに伴う規定の整備〔従うべき基準〕 

② 指定障害児通所支援事業所の管理者について（１）の①と同じ改正を行う。 

③ 指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことがで

きるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければ

ならないこと。〔参酌基準〕 

④ 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重する

よう努めなければならないこと。〔参酌基準〕 

⑤ 児童発達支援、放課後等デイサービスが行うこととされているサービスに関する自己評

価・保護者評価の実施の明確化（評価の内容や改善状況を公表することに加えて、保護

者にも提示すること。）〔参酌基準〕 

⑥ 児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援事業者は、支援内容

の見える化を進める観点から、事業所ごとに、新たに事業所全体の支援プログラムを策

定し、公表すること。〔参酌基準〕 

⑦ 児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援事業者は、障害児のインク

ルージョンの推進に努めること。〔参酌基準〕 

（※１、※２ 旧医療型児童発達支援センター及び旧福祉型児童発達支援センター（難聴児、重症心身障害児）の人員に関 

する基準は令和９年３月31日まで、設備に関する基準は当分の間、それぞれ従前の例によることができる。） 

 

（６）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 

① 指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設は、できる限り障害児を良好

な家庭的環境において支援を行うよう努めなければならないこと。〔参酌基準〕 

② 指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設の管理者は、15歳以上に達し

た入所児童について、自立した日常生活への移行について支援する上で必要な事項を定

めた計画（移行支援計画）を作成し、当該移行支援計画に基づき移行支援を進めなけれ

ばならないこと。〔参酌基準〕 

③ （５）の③④と同じ改正を行う。 

④ 指定福祉型障害児入所施設について（１）の⑩と同じ改正を行う。 

 

（７）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

① （５）の①と同じ改正を行う。 

 

18



第
２

号
議

案

 １
．

一
般

会
計

　
(単

位
:千

円
)

事
業

費
一

般
財

源
事

業
費

一
般

財
源

事
業

費
一

般
財

源

健
康

福
祉

総
務

課
3
,1

92
,2

4
6

2
,5

9
1
,1

1
9

0
0

3,
1
9
2,

2
4
6

2
,5

91
,1

1
9

地
域

福
祉

課
1
,1

98
,4

8
0

99
2
,9

4
1

0
0

1,
1
9
8,

4
8
0

9
92

,9
4
1

医
療

政
策

課
1
2
,1

12
,1

5
4

8
,1

8
8
,9

7
9

▲
 2

7
,3

7
6

▲
 2

7
,3

76
1
2,

0
8
4,

7
7
8

8
,1

61
,6

0
3

健
康

推
進

課
2
1
,1

65
,1

7
4

1
9
,5

2
3
,6

2
9

0
0

2
1,

1
6
5,

1
7
4

1
9
,5

23
,6

2
9

高
齢

者
福

祉
課

1
7
,8

49
,8

2
4

1
5
,0

8
4
,5

3
6

▲
 5

0
,4

1
1

▲
 5

0
,4

11
1
7,

7
9
9,

4
1
3

1
5
,0

34
,1

2
5

青
少

年
家

庭
課

3
,2

56
,9

6
7

2
,1

9
4
,4

2
0

▲
 2

,4
8
8

▲
 2

,4
88

3,
2
5
4,

4
7
9

2
,1

91
,9

3
2

 

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
課

9
,5

75
,4

5
7

9
,2

4
0
,8

3
7

1
0
3
,2

1
8

0
9,

6
7
8,

6
7
5

9
,2

40
,8

3
7

 

障
が

い
福

祉
課

1
1
,3

32
,5

0
8

9
,1

1
8
,2

9
4

1
6
5
,0

0
1

▲
 6

1
,1

79
1
1,

4
9
7,

5
0
9

9
,0

57
,1

1
5

薬
事

衛
生

課
1
,7

24
,1

5
4

38
8
,2

1
6

▲
 4

4
,5

3
9

▲
 4

4
,5

39
1,

6
7
9,

6
1
5

3
43

,6
7
7

感
染

症
対

策
室

2
5
,4

90
,1

9
7

6
,1

0
4
,0

6
5

▲
 2

7
6
,3

5
2

▲
 3

58
,9

64
2
5,

2
1
3,

8
4
5

5
,7

45
,1

0
1

健
康

福
祉

部
計

10
6
,8

97
,1

6
1

7
3
,4

2
7
,0

3
6

▲
 1

3
2
,9

4
7

▲
 5

44
,9

57
1
0
6,

7
6
4,

2
1
4

7
2
,8

82
,0

7
9

令
和

５
年

度
２

月
補

正
予

算
案

（
初

日
提

案
分

）　
　

　

補
　

　
正

　
　

額
補

正
後

の
額

補
正

前
の

額
課

　
　

　
　

　
　

　
　

　
名

（　
健

　
康

　
福

　
祉

　
部

　
）
　

　

令
和

６
年

３
月

７
日

・
８

日

環
境

厚
生

委
員

会
資

料

健
康

福
祉

部
健

康
福

祉
総

務
課

19



議
　

　
案

　
　

事
　

　
業

　
　

名
国

　
庫

分
・
負

・
寄

使
・手

県
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

1
06

,8
9
7
,1

61
▲

 1
3
2,

9
47

1
06

,7
6
4,

21
4

34
4,

3
10

0
0

67
,7

0
0

0
▲

 5
44

,9
5
7

1
2,

1
12

,1
5
4

▲
 2

7
,3

7
6

1
2,

08
4
,7

78
0

0
0

0
0

▲
 2

7,
3
76

1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
事

業
費

9
7
6,

9
30

▲
 2

7,
37

6
9
49

,5
5
4

1
7,

8
49

,8
2
4

▲
 5

0
,4

1
1

1
7,

79
9
,4

13
0

0
0

0
0

▲
 5

0,
4
11

1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
事

業
費

1
,6

9
6,

0
17

▲
 5

0,
41

1
1
,6

45
,6

0
6

3
,2

5
6,

9
67

▲
 2

,4
8
8

3
,2

54
,4

7
9

0
0

0
0

0
▲

 2
,4

8
8

1
施

設
入

所
児

童
支

援
事

業
費

1
,5

5
3,

8
31

▲
 2

,4
8
8

1
,5

51
,3

4
3

9
,5

7
5,

4
57

1
0
3,

21
8

9
,6

78
,6

7
5

1
0
3,

21
8

0
0

0
0

0

1
保

育
所

等
運

営
支

援
事

業
費

5
,6

3
2,

5
85

1
0
3,

21
8

5
,7

35
,8

0
3

1
1,

3
32

,5
0
8

1
65

,0
0
1

1
1,

49
7
,5

09
1
58

,4
8
0

0
0

6
7,

70
0

0
▲

 6
1,

1
79

1
障

が
い

者
施

設
等

整
備

事
業

費
2
1
8,

4
70

2
1
1,

25
4

4
29

,7
2
4

2
障

が
い

者
地

域
生

活
支

援
事

業
費

7
1
9,

1
80

▲
 2

3,
43

9
6
95

,7
4
1

3
障

が
い

者
就

労
支

援
事

業
費

2
4
0,

5
80

▲
 2

3,
50

6
2
17

,0
7
4

4
社

会
福

祉
施

設
等

災
害

復
旧

費
0

69
2

69
2

1
,7

2
4,

1
54

▲
 4

4,
53

9
1
,6

79
,6

1
5

0
0

0
0

0
▲

 4
4
,5

3
9

1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
等

支
援

事
業

費
1
2
2,

8
33

▲
 4

4,
53

9
78

,2
9
4

2
5,

4
90

,1
9
7

▲
 2

76
,3

5
2

2
5,

21
3
,8

45
82

,6
1
2

0
0

0
0

▲
 3

5
8,

9
64

1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
事

業
費

4
,7

4
7,

5
89

▲
 1

0
9,

79
6

4
,6

37
,7

9
3

・
自

宅
療

養
体

制
確

保
事

業
（
コ

ロ
ナ

）

2
感

染
症

の
医

療
体

制
整

備
事

業
費

18
,0

6
4,

2
07

▲
 1

6
6,

55
6

1
7
,8

97
,6

5
1

・
障

が
い

者
福

祉
施

設
整

備
事

業
費

医
療

政
策

課

・
医

療
機

関
等

へ
の

物
価

高
騰

対
策

支
援

事
業

・
保

育
士

人
材

確
保

等
事

業

・
障

が
い

者
施

設
等

整
備

事
業

　
20

3,
3
2
4　

　
・障

が
い

福
祉

分
野

の
IC

T
・
ロ

ボ
ッ

ト
等

導
入

支
援

事
業

　
7
,9

3
0

・
障

が
い

福
祉

施
設

等
へ

の
物

価
高

騰
対

策
支

援
事

業

感
染

症
対

策
室

高
齢

者
福

祉
課

障
が

い
福

祉
課

薬
事

衛
生

課

・
P

C
R

等
検

査
無

料
化

事
業

（
コ

ロ
ナ

）　
▲

3
06

,7
1
3　

　
　

・
新

興
感

染
症

対
応

力
強

化
事

業
　

16
5,

2
27

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

課

青
少

年
家

庭
課

・
障

が
い

者
就

労
支

援
事

業
所

工
賃

向
上

事
業

　
▲

4
0
,5

0
6

・
工

賃
向

上
に

資
す

る
生

産
設

備
の

導
入

モ
デ

ル
事

業
　

17
,0

0
0

・
社

会
福

祉
施

設
等

業
務

継
続

支
援

事
業

（コ
ロ

ナ
）
　

▲
32

,4
11

・
高

齢
者

施
設

等
へ

の
物

価
高

騰
対

策
支

援
事

業
　

▲
1
8,

0
00

・
入

院
患

者
家

族
等

支
援

事
業

（
コ

ロ
ナ

）
　

▲
1
,4

5
8

・
社

会
福

祉
施

設
等

に
お

け
る

コ
ロ

ナ
対

策
支

援
事

業
（
コ

ロ
ナ

）
　

▲
1
,0

3
0

健
　

　
康

　
　

福
　

　
祉

　
　

部

■
令

和
５

年
度

２
月

補
正

予
算

案
（
初

日
提

案
分

）
　

課
別

事
業

別
一

覧
（
一

般
会

計
）

（
単

位
：
千

円
）
 

　
　

課
　

　
名

補
正

前
の

額
補

正
額

補
正

後
の

額

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

・
薬

局
・
公

衆
浴

場
へ

の
物

価
高

騰
対

策
支

援
事

業
　

▲
12

,9
6
0

・
飲

食
店

の
感

染
防

止
対

策
強

化
事

業
（
コ

ロ
ナ

）　
▲

3
1
,5

79

20



□
繰

越
明

許
費

補
正

（
一

般
会

計
）

補
正

前
の

額
補

正
額

補
正

後
の

額

1
障

が
い

者
施

設
等

整
備

事
業

費
0

2
1
1,

25
4

2
11

,2
5
4

2
障

が
い

者
就

労
支

援
事

業
費

0
1
7,

00
0

17
,0

0
0

3
感

染
症

の
医

療
体

制
整

備
事

業
費

0
1
6
5,

22
7

1
65

,2
2
7

感
染

症
対

策
室

議
　

　
案

　
　

事
　

　
業

　
　

名
令

和
６

年
度

へ
の

繰
越

額
（
千

円
）

内
　

　
　

容
所

管
課

・
障

が
い

者
施

設
等

整
備

事
業

、
障

が
い

福
祉

分
野

の
IC

T
・
ロ

ボ
ッ

ト
等

導
入

支
援

事
業

・
新

興
感

染
症

対
応

力
強

化
事

業

障
が

い
福

祉
課

・
工

賃
向

上
に

資
す

る
生

産
設

備
の

導
入

モ
デ

ル
事

業

21



【２月補正（初日提案分）（健康福祉部所管分）】 

主 な 補 正 項 目 

 (単位:千円) 

No 事 業 名 予算額 説      明 所管課 

 

１ 

 

 

保育士の確保・定

着支援事業 

 

 

 

103,218 

 

新子育て安心プランを推進し、保育環境の充実

を図るため、保育士の確保・定着に向けた取組を

推進 

・保育士の確保対策 

保育士養成施設の学生を対象として修学

資金を貸付（原資の積み増し） 

 

 

子ども・子育

て支援課 

 

 

２ 

 

障がい者施設等整

備事業 

 

211,254 

 

障がい福祉施設の施設整備費用やＩＣＴ機器

等の導入に係る経費を助成 

①障がい者の自立した地域生活実現のため、住

まいの場としてのグループホームや日中活

動の場としての通所事業所等の整備を支援 

  ［箇所数］６か所 

  ［負担割合］ 

国 1/2・県 1/4・事業者 1/4 

②障がい福祉サービス事業所等における業務

効率化や職員の負担軽減を図るため、ＩＣＴ

機器や介護ロボット等の導入にかかる経費

を助成 

 

 

障がい福祉課 

 

３ 

 

新興感染症対応力

強化事業 

 

165,227 

 

新興感染症の発生時に速やかに対応するため

の体制整備 

［事業の概要］ 

 ①施設整備 

感染症に対応した個室病床、個人防護具

の保管庫等の整備に対する支援 

 ②設備整備 

   簡易陰圧装置、検査機器、簡易ベッド等

の整備に対する支援 

 ③感染対策研修 

医師、看護師等を対象とした研修を実施 

［助成率］10/10 

［負担割合］国 1/2、県 1/2 

 

 

感染症対策室 
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事
業

・
地

域
で

ガ
ッ

チ
リ

安
心

サ
ポ

ー
ト

事
業

（
地

域
支

援
事

業
）

・
地

域
介
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携
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整
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0
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齢
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付
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0
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介
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援
事
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齢
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収
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R
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負
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0
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0
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業
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者
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事

業
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4
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2
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子
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と
家
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相
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整

備
事

業
費
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1
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7
3
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事

業
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0

▲
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▲
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と
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業
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を
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児
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児
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児
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築
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と
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が
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R
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0
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援
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0
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児
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援
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0
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給
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等
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児
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援
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務
負

担
行

為 事
　

　
　

　
　

項
限

度
額

(千
円

)
所

管
課

1
薬

剤
師

確
保

対
策

事
業

費
3
4
,3

2
0

R
0
6
年

度
当

初

令
和

７
年

度
～

令
和

1
8
年

度
奨

学
金

返
還

助
成

事
業

薬
事

衛
生

課

期
　

　
　

　
　

間
内

　
　

　
容

R
0
5
年

度
当

初
比

　
較

・
奨

学
金

返
還

助
成

事
業

本
　

年
　

度
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

薬
事

衛
生

課

・
カ

ネ
ミ

油
症

患
者

追
跡

調
査

、
患

者
に

対
す

る
支

援
事

業

・
啓

発
・
情

報
発

信
事

業
　

4
,2

2
7
　

　
　

・
食

品
衛

生
法

等
に

よ
る

許
可

・
監

視
・
検

査
・
指

導
事

務
　

7
8
,6

8
5

・
食

品
衛

生
関

係
指

導
・
育

成
事

業
　

3
,6

9
1

・
動

物
保

護
管

理
等

対
策

事
業

　
2
1
,0

2
3
　

　
・
動

物
愛

護
対

策
推

進
事

業
　

1
0
,5

3
2

・
医

薬
品

医
療

機
器

等
法

・
薬

剤
師

法
に

基
づ

く
許

可
・
監

視
・
指

導
事

務
　

6
,0

9
0

・
薬

物
乱

用
防

止
対

策
事

業
　

1
,7

8
9
　

　
　

・
麻

薬
免

許
シ

ス
テ

ム
更

新
事

業
　

5
,8

3
3

・
食

品
表

示
適

正
化

対
策

事
業

・
薬

剤
師

確
保

対
策

事
業

・
一

般
職

員
　

2
6
人

・
献

血
推

進
事

業
費

補
助

事
業

・
過

年
度

補
助

金
等

返
還

金

・
水

道
事

業
統

合
促

進
、

水
道

施
設

整
備

・
更

新
・
耐

震
化

等
指

導
事

業
　

4
,1

7
0

・
島

根
県

生
活

基
盤

施
設

耐
震

化
等

交
付

金
　

4
9
3
,6

2
5

（
単

位
：
千

円
）
 

　
課

　
　

名

・
生

活
衛

生
営

業
指

導
セ

ン
タ

ー
補

助
事

業
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議
　

　
案

　
　

事
　

　
業

　
　

名
国

　
庫

分
・
負

・
寄

使
・
手

県
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

7
5
1
,7

4
1

2
3
,1

8
8
,0

3
7

▲
 2

2
,4

3
6
,2

9
6

7
0
,8

6
1

0
0

0
6
,5

9
6

6
7
4
,2

8
4

1
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
包

括
支

援
事

業
費

0
4
,7

4
1
,8

6
7

▲
 4

,7
4
1
,8

6
7

2
感

染
症

の
医

療
体

制
整

備
事

業
費

2
8
0
,9

0
9

1
7
,9

3
6
,5

5
4

▲
 1

7
,6

5
5
,6

4
5

3
感

染
症

予
防

対
策

推
進

事
業

費
7
2
,6

3
0

6
0
,6

4
7

1
1
,9

8
3

4
結

核
対

策
推

進
事

業
費

2
2
,0

3
8

2
2
,7

0
6

▲
 6

6
8

5
エ

イ
ズ

予
防

対
策

推
進

事
業

費
3
,3

0
9

2
,6

3
1

6
7
8

6
公

害
被

害
健

康
対

策
推

進
事

業
費

2
4
3

2
8
1

▲
 3

8

7
国

庫
支

出
金

返
還

金
1
7
9
,8

0
0

2
2
1
,8

0
0

▲
 4

2
,0

0
0

8
公

衆
衛

生
諸

費
5
,4

4
8

5
,2

9
0

1
5
8

9
環

境
衛

生
諸

費
1
5
5

1
5
6

▲
 1

1
0

一
般

職
給

与
費

1
8
7
,2

0
9

1
9
6
,1

0
5

▲
 8

,8
9
6

・
感

染
に

係
る

相
談

・
検

査
事

業
　

7
,9

5
6
　

　
　

・
感

染
症

発
生

動
向

調
査

事
業

　
2
1
,1

7
7

・
風

し
ん

抗
体

検
査

緊
急

対
策

事
業

　
3
,7

0
9
　

　
　

・
感

染
症

予
防

事
業

　
1
2
,6

1
5

・
予

防
接

種
事

故
対

策
費

　
8
,0

9
6
　

　
　

・
肝

が
ん

等
重

症
化

予
防

事
業

　
4
,0

7
7

・
肝

疾
患

診
療

地
域

連
携

体
制

強
化

事
業

　
1
1
,3

4
1

・
感

染
症

指
定

医
療

機
関

運
営

費
　

5
5
,4

3
4

・
感

染
症

指
定

医
療

機
関

施
設

・
設

備
整

備
費

　
5
0
0
　

　
　

　
・
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
対

策
費

　
2
0
5
,1

7
5

・
感

染
症

医
療

費
公

費
負

担
　

1
5
,0

5
8
　

　
　

・
流

行
初

期
医

療
確

保
措

置
　

2
,4

0
0

・
エ

イ
ズ

治
療

拠
点

病
院

等
研

修
・
人

材
養

成
、

治
療

ケ
ア

促
進

事
業

、
普

及
啓

発
活

動
、

相
談

事
業

・
過

年
度

補
助

金
等

返
還

金

・
結

核
医

療
費

公
費

負
担

事
務

　
5
,5

3
7
　

　
　

・
結

核
に

関
す

る
健

康
診

断
事

業
　

5
,2

4
3

・
結

核
適

正
医

療
確

保
事

業
　

5
,2

8
0
　

　
・
結

核
登

録
者

健
康

管
理

事
業

　
1
,0

9
0
　

　
　

・
結

核
予

防
事

業
　

2
,3

4
0

本
　

年
　

度
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

・
一

般
職

員
　

2
9
人

・
笹

ヶ
谷

周
辺

公
害

地
区

補
償

給
付

・
健

康
管

理
事

業

　
課

　
　

名
R

0
6
年

度
当

初
R

0
5
年

度
当

初
比

　
較

感
染

症
対

策
室

（
単

位
：
千

円
）
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議
　

　
案

　
　

事
　

　
業

　
　

名
国

　
庫

分
・
負

・
寄

使
・
手

県
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

3
0
7
,3

4
5

3
2
1
,1

5
6

▲
 1

3
,8

1
1

2
3
4
,4

4
2

0
0

0
7
2
,9

0
3

0

1
一

般
管

理
費

9
8
,4

1
0

9
5
,9

2
0

2
,4

9
0

2
医

業
費

5
,6

3
6

6
,2

0
8

▲
 5

7
2

3
予

備
費

7
9
,7

7
0

9
3
,0

1
0

▲
 1

3
,2

4
0

4
一

般
職

給
与

費
1
2
3
,5

2
9

1
2
6
,0

1
8

▲
 2

,4
8
9

議
　

　
案

　
　

事
　

　
業

　
　

名
国

　
庫

分
・
負

・
寄

使
・
手

県
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

5
9
,2

7
3
,0

1
3

6
1
,6

4
8
,0

9
9

▲
 2

,3
7
5
,0

8
6

1
4
,8

7
7
,6

2
9

1
4
,7

5
8
,4

0
8

0
0

2
9
,6

3
6
,9

7
6

0

1
国

民
健

康
保

険
管

理
運

営
費

8
,7

0
1

8
,1

6
1

5
4
0

2
保

険
給

付
費

等
交

付
金

4
8
,7

6
3
,4

0
6

5
0
,7

7
0
,9

0
5

▲
 2

,0
0
7
,4

9
9

3
後

期
高

齢
者

支
援

金
7
,8

2
6
,7

4
4

8
,1

4
4
,7

5
8

▲
 3

1
8
,0

1
4

4
前

期
高

齢
者

納
付

金
8
,3

1
4

1
7
,2

3
5

▲
 8

,9
2
1

5
介

護
納

付
金

2
,3

4
1
,7

9
1

2
,4

1
2
,8

2
3

▲
 7

1
,0

3
2

6
病

床
転

換
支

援
金

1
2

2
4
4

▲
 2

3
2

7
特

別
高

額
医

療
費

共
同

事
業

拠
出

金
1
8
3
,0

3
6

1
4
5
,3

7
2

3
7
,6

6
4

8
財

政
安

定
化

基
金

事
業

費
2
1

2
4

▲
 3

9
保

健
事

業
費

1
0
4
,5

6
1

1
0
3
,1

8
6

1
,3

7
5

1
0

諸
支

出
金

1
,3

9
8

7
,5

2
8

▲
 6

,1
3
0

1
1

国
民

健
康

保
険

財
政

調
整

基
金

事
業

費
3
9

4
4

▲
 5

1
2

予
備

費
0

0
0

1
3

一
般

職
給

与
費

3
4
,9

9
0

3
7
,8

1
9

▲
 2

,8
2
9

・
国

民
健

康
保

険
財

政
調

整
基

金
事

業
費

・
一

般
職

員
　

1
2
人

・
一

般
職

員
　

4
人

（
単

位
：
千

円
）
 

■
令

和
６

年
度

当
初

予
算

案
　

会
計

別
事

業
別

一
覧

（
特

別
会

計
）

（
単

位
：
千

円
）
 

比
　

較
　

会
計

名
R

0
6
年

度
当

初
R

0
5
年

度
当

初

本
　

年
　

度
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

・
一

般
管

理
費

　
会

計
名

R
0
6
年

度
当

初
R

0
5
年

度
当

初
比

　
較

島
根

県
立

島
根

あ
さ

ひ
社

会
復

帰
促

進
セ

ン
タ

ー
診

療
所

特
別

会
計

・
医

薬
品

材
料

費

・
退

職
手

当
引

当
金

本
　

年
　

度
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

島
根

県
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計

・
管

理
運

営
費

・
保

険
給

付
費

等
交

付
金

・
後

期
高

齢
者

支
援

金

・
前

期
高

齢
者

納
付

金

・
介

護
納

付
金

・
病

床
転

換
支

援
金

・
特

別
高

額
医

療
費

共
同

事
業

拠
出

金

・
保

健
事

業
費

・
財

政
安

定
化

基
金

事
業

費

・
過

年
度

補
助

金
等

返
還

金
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議
　

　
案

　
　

事
　

　
業

　
　

名
国

　
庫

分
・
負

・
寄

使
・
手

県
　

債
そ

の
他

一
般

財
源

3
6
8
,7

6
7

3
3
4
,6

4
3

3
4
,1

2
4

0
0

0
0

3
6
8
,7

6
7

0

1
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

2
6
1
,0

3
4

2
7
8
,7

8
7

▲
 1

7
,7

5
3

2
父

子
福

祉
資

金
貸

付
金

3
5
,6

7
5

3
5
,6

7
5

0

3
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

1
1
,5

4
9

1
0
,0

6
5

1
,4

8
4

4
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
費

1
0
,6

4
7

1
0
,1

1
6

5
3
1

5
予

備
費

4
9
,8

6
2

0
4
9
,8

6
2

□
債

務
負

担
行

為 事
　

　
　

　
　

項
限

度
額

(千
円

)
内

　
　

　
容

所
管

課

1
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

2
0
1
,6

8
4

2
父

子
福

祉
資

金
貸

付
金

2
6
,1

0
1

3
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

9
,4

9
2

4
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
利

子
補

給
金

4
6
2

比
　

較
　

会
計

名

令
和

７
年

度
～

令
和

1
1
年

度
寡

婦
家

庭
へ

の
福

祉
資

金
貸

付
金

（
単

位
：
千

円
）
 

R
0
6
年

度
当

初
R

0
5
年

度
当

初

・
予

備
費

・
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

務
費

本
　

年
　

度
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

・
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

・
父

子
福

祉
資

金
貸

付
金

島
根

県
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
特

別
会

計

令
和

７
年

度
～

令
和

1
5
年

度
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
の

利
子

補
給

金

母
子

家
庭

へ
の

福
祉

資
金

貸
付

金

期
　

　
　

　
　

間

父
子

家
庭

へ
の

福
祉

資
金

貸
付

金
令

和
７

年
度

～
令

和
1
1
年

度

令
和

７
年

度
～

令
和

1
1
年

度

・
母

子
福

祉
資

金
貸

付
金

青
少

年
家

庭
課
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第
61

号
議

案
・
第

6
6号

議
案

・
第

6
7
号

議
案

・第
68

号
議

案

1
. 
一

般
会

計
　

(単
位

:千
円

)

事
業

費
一

般
財

源
事

業
費

一
般

財
源

事
業

費
一

般
財

源

健
康

福
祉

総
務

課
3
,1

92
,2

4
6

2
,5

9
1
,1

1
9

▲
 2

4
0
,4

4
1

▲
 7

9
,4

76
2,

9
5
1,

8
0
5

2
,5

11
,6

4
3

地
域

福
祉

課
1
,1

98
,4

8
0

99
2
,9

4
1

▲
 1

6
,4

8
5

▲
 7

,9
81

1,
1
8
1,

9
9
5

9
84

,9
6
0

医
療

政
策

課
1
2
,0

84
,7

7
8

8
,1

6
1
,6

0
3

▲
 1

,4
2
5
,0

1
0

▲
 1

41
,0

99
1
0,

6
5
9,

7
6
8

8
,0

20
,5

0
4

健
康

推
進

課
2
1
,1

65
,1

7
4

1
9
,5

2
3
,6

2
9

▲
 2

9
2
,9

3
9

▲
 3

46
,8

18
2
0,

8
7
2,

2
3
5

1
9
,1

76
,8

1
1

高
齢

者
福

祉
課

1
7
,7

99
,4

1
3

1
5
,0

3
4
,1

2
5

▲
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▲
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▲
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1
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療
介
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総
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進
交

付
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業
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6
6
,6

6
3

▲
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1
8
,1

3
8

1
4
8
,5
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5

5
福
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確
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成
事

業
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9
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6
3

4
2
,9

5
6

6
2
,1

1
9

6
介

護
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険
制
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行
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事
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6
3
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1
6
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 2
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6
8
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1
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介
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▲
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▲
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▲
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5
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2
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▲
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9
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▲
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齢
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0
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▲
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,4
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給

与
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7

▲
 6

7
1

2
0
3
,5

3
6

・
訪
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看

護
師

確
保

対
策

事
業
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新

卒
等
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問
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護

師
育

成
事

業
等
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▲
5
,7

1
5

・
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国
人

介
護

人
材

支
援

事
業

　
▲

1
0
,9

2
0
　

　
　

・
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

研
修

支
援

事
業

　
▲

4
,8

9
1

・
理

解
促

進
事

業
　

▲
2
,5

0
0
　

　
　

・
新

任
介

護
職

員
定

着
支

援
事

業
　

▲
3
,0

0
0

・
介

護
福

祉
士

資
格

取
得

促
進

事
業

　
▲

1
,5

0
0
　

　
　

・
認

知
症

ケ
ア

人
材

育
成

研
修

事
業

　
▲

1
,3

6
2

・
認

証
評

価
制

度
実

施
事

業
　

▲
1
,5

9
3
　

　
　

・
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
等

導
入

支
援

事
業

　
▲

1
1
3
,0

0
0

・
介

護
人

材
確

保
促

進
事

業
　

▲
7
,6

1
0

・
介

護
施

設
等

整
備

事
業

・
一

般
職

員
　

3
0
人

→
3
0
人

・
恩

給
等

調
査

推
進

事
業

　
▲

1
4
　

　
　

・
県

遺
族

連
合

会
助

成
　

▲
1
,4

0
0
　

　
　

・
戦

没
者

遺
族

援
護

事
業

　
▲

8
9

・
地

域
介

護
・
福

祉
空

間
等

施
設

整
備

交
付

金

・
療

養
病

床
転

換
等

支
援

事
業

・
過

年
度

補
助

金
等

返
還

金

老
人

保
健

施
設

整
備

資
金

借
入

金
利

子
補

給
　

▲
1
,5

7
2

・
軽

費
老

人
ホ

ー
ム

利
用

料
支

援
等

補
助

・
認

知
症

地
域

連
携

体
制

構
築

等
推

進
事

業

・
介

護
支

援
専

門
員

実
務

研
修

事
業

・
長

寿
者

等
顕
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事

業

高
齢

者
福

祉
課

・
介

護
給

付
費

負
担

金
事
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1
7
4
,5

5
1
　

　
　

　
・
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号
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険

料
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業
　

▲
5
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0

・
介

護
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険
事

業
支

援
計
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1
,5

1
0

・
介

護
施

設
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整
備

推
進

事
業

（
開

設
準

備
経

費
助

成
）

・
医

療
介

護
総

合
確

保
促

進
基

金
造

成
費

（
財

源
：
国

2
/
3
・
県

1
/
3
）
　

▲
7
2
0
,7

9
8

・
基

金
運

用
収

益
繰

入
　

1
5
　

　
　

・
返

還
に

伴
う

積
み

戻
し

　
2
,6

4
5

・
福

祉
・
介

護
人

材
確

保
定

着
促

進
事

業
　

▲
9
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4
4
　

　
　

・
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
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入

支
援
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5
2
,5

0
0

・
介

護
・
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が
い

福
祉
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ー
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ス
継

続
支

援
事
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（
コ

ロ
ナ

）

（
単

位
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千

円
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課

　
　

名
補

正
前

の
額

補
正

額
補

正
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額

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

・
現

状
分

析
等

支
援

事
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▲

7
,3

2
8
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▲
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,1
9
3

0
▲

 8
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▲
 6

,3
1
0

▲
 1

6
3
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性
相
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事

業
費
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5
,6

9
6

▲
 2

,0
1
4

6
3
,6

8
2

2
Ｄ
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被
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者
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保

護
事

業
費
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5
,0

1
0

▲
 1

,1
4
6

3
3
,8

6
4

3
子

ど
も

と
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整

備
事

業
費

1
0
5
,1

7
9

▲
 2

7
,2

9
4

7
7
,8

8
5

4
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設
入
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児

童
支

援
事

業
費

1
,5

5
1
,3

4
3

▲
 1

4
4
,6

3
9

1
,4

0
6
,7

0
4

5
里

親
委

託
児

童
支

援
事

業
費

1
2
7
,2

3
6

▲
 1

4
,6

0
6

1
1
2
,6
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0

6
子

ど
も
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家

庭
特

定
支

援
事

業
費

2
7
5
,1

9
9

▲
 4

8
,2

2
9

2
2
6
,9

7
0

7
母

子
家
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等

経
済

支
援

事
業

費
1
2
,7

5
2

4
9

1
2
,8

0
1

8
母

子
家

庭
等

自
立

支
援

事
業

費
1
8
,5

2
9

▲
 1

6
3

1
8
,3

6
6

9
困

難
を

有
す
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子

ど
も

・
若

者
支

援
事

業
費

2
2
,4

3
9

▲
 8

,4
0
5

1
4
,0

3
4

1
0

子
ど

も
の

居
場

所
づ

く
り

事
業

費
2
6
,8

8
7

5
6
9

2
7
,4

5
6

1
1

国
庫
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出

金
返

還
金

4
9
,0

0
0

1
1
,1

8
3

6
0
,1

8
3

1
2

一
般

職
給

与
費

9
3
0
,9

4
8

2
,8

4
0

9
3
3
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8
8
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子
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進
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業
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▲
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習
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助

）
　

▲
2
1
3
　

　
　

・
ひ

と
り

親
世

帯
臨

時
特

別
給

付
金

　
5
0

・
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
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付

・
児
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相
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所

一
時

保
護

事
業

　
▲

1
6
,7

7
0
　

　
　

・
出

雲
児

童
相
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所

移
転

・
新

築
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業
　

▲
3
0
,7

5
6

・
入

院
患

者
家

族
等

支
援

事
業

（
コ

ロ
ナ

）
　

▲
2
,0

1
3

・
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福

祉
施

設
等

に
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け
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ロ
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策
支

援
事

業
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コ

ロ
ナ

）
　

▲
1
9
,7

3
2

・
児

童
福

祉
施

設
等
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価
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騰
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業
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1
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0
0
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童
養

護
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児
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金
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3

・
児

童
養

護
施

設
退

所
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自

立
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援
事

業
　

▲
7
8
5
　

　
　

・
児

童
養

護
施

設
措

置
事

業
　

▲
3
1
,7

4
8

・
乳

児
院

措
置

事
業

　
▲

1
7
,8

6
9
　

　
　

　
・
児

童
心

理
治

療
施

設
措

置
事

業
　

▲
1
7
,3

6
9

・
自

立
援

助
ホ

ー
ム

入
所

委
託

事
業

　
▲

4
2
8
　

　
　

・
母

子
生

活
支

援
施

設
、

助
産

施
設

関
係

事
業

　
▲

2
8
,7

3
9

・
わ

か
た

け
学

園
関

係
事

業
　

▲
1
7
,3

8
1
　

　
　

・
児

童
養

護
施

設
整

備
事

業
　

▲
1
,9

8
4
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年
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庭
課

　
課
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補
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前
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額
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過
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度
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子
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般
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人
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1
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1
人
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額
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一

時
保

護
事

業
　

▲
1
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9
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所
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費
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3

・
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置
事

業
　

▲
1
4
,1

3
3
　

　
　

　
・
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事
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▲
4
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2

・
児
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談
所

運
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費
　

▲
1
0
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2
3
　

　
　

・
子

ど
も

と
家

庭
電

話
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談
　

▲
4
3

・
児
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相
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所
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対
応

機
能

強
化

事
業

　
▲

1
,1

0
2
　

　
　

・
児

童
相

談
シ

ス
テ
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整

備
事

業
　

8
3
5

・
児

童
福

祉
法

改
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に
係
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事

業
　

▲
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0
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・
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児

童
福

祉
一

体
的

相
談

体
制

整
備

事
業

　
▲
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事

業
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1
8
,0

1
2

▲
 1

1
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1
1

4
子

育
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に
関

す
る

経
済

負
担

対
応

事
業

費
1
,8

3
8
,0

4
1

▲
 9

0
,5

1
8

1
,7

4
7
,5

2
3

5
保

育
所

等
運

営
支

援
事

業
費

5
,7

3
5
,8

0
3

4
2
,0

6
2

5
,7

7
7
,8

6
5

6
地

域
の
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育

て
支

援
事

業
費

1
,2

0
8
,4

3
4

1
0
,6

2
7

1
,2

1
9
,0

6
1

7
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
支

援
事

業
費

2
1
0
,9

1
2

▲
 9

4
,1

9
2

1
1
6
,7

2
0

8
児

童
福

祉
施

設
等

災
害

復
旧

事
業

費
4
,5

0
0

▲
 1

8
7

4
,3

1
3

9
国

庫
支

出
金

返
還

金
2
2
,3

0
0

1
9
,0

1
0

4
1
,3

1
0

1
0
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般

職
給

与
費
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子育て世代への支援の拡充について 

１.経緯 

令和５年９月・１１月 県議会において、知事が子育て世代への支援の拡充について、

市町村とともに優先順位も含めて検討したいと答弁 

    〃  １２月    子育て支援策に関する市町村の意向調査実施 

  〃 １２月１４日 環境厚生委員会において市町村への意向確認実施の趣旨を説明 

令和６年 １月１１日 市長会及び町村会から知事へ、少子化対策・子育て支援に係る 

           共同要望 

             ⑴ 多くの市町村が子育て支援の中で優先的に取り組むべきと考えて 

              いる「子ども医療費助成」について、県内どの市町村においても、 

              助成の対象年齢を高校生まで拡充できるよう、県として市町村支援を 

              充実すること 
 

             ⑵ 既に高校生までを対象に医療費助成を実施している市町村が行う 

              新たな子育て支援策についても、市町村独自の支援策が実施できる 

              よう配慮すること 

  〃  １月１２日 全員協議会において、知事が、市長会・町村会の共同要望を受 

           け、県議会の意見を聞きながら財政負担も含めた実現可能性な 

           どを検討する旨表明 

    〃  １月１２日 環境厚生委員会において、市町村への意向調査の結果を報告 

    〃  １月    県議会の会派から、市町村と連携して子育て支援の充実を検討 

するよう、知事へ要望 

 

２.新たな子育て支援策実施に向けた考え方（２月定例会 知事施政方針） 

⑴ 市町村の回答、市長会・町村会の共同要望、県議会の会派の要望を踏まえ、令和７年度

から、県内全域で医療費助成の対象を１８歳に達する日以後最初の３月末まで拡充でき

るよう、また、既に高校生までを対象に医療費助成を実施している市町村が新たな子育

て支援策を実施できるよう、県と市町村で取り組みたい。 

⑵ この子育て世代への支援の拡充に係る考え方について、県議会のご意見を伺いたい。 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ ５ 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康推進課、子ども・子育て支援課 
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３.子育て支援策の拡充（案） 

⑴ 県の現在の子ども医療費助成等の概要 

① 未就学児 … 乳幼児等医療費助成事業（１／２補助 自己負担あり） 

② 小学生  … しまね結婚・子育て市町村交付金（自己負担あり） 

 （交付金は市町村ごとに上限額があり２分の１以内の助成） 

 

⑵ 県の新たな子ども医療費助成の概要 

新たに小学生、中学生に対する補助制度を設け、支援を拡充 

① 小学生 … 交付金制度から補助制度（１／２補助）に変更 

② 中学生 … 新たに補助制度（１／２補助）を創設 

※ ①②について、未就学児への医療費助成事業と同様に一定の自己負担を前提

とした制度とする。 

（参考） 資料１ 市町村における子ども医療費助成制度の状況 

 

⑶ 県と市町村が一体となって取り組む施策の拡充 

    既に県内すべての市町村において市町村単費で中学生までの医療費助成が行われてい 

ることから、市町村において県の拡充制度により押し出される財源などにより、高校生

の医療費助成や新たな子育て支援策を実施。 

（参考） 資料２ 子ども医療費助成の財源構成のイメージ 

 

① 高校生の医療費助成を未実施の市町村 

１８歳に達する日以後最初の３月末までの医療費助成を実施 

 → 全１９市町村で１８歳に達する日以後最初の３月末までの医療費助成を実施 

② 高校生の医療費助成を実施済みの市町村 

市町村の実情に応じて子育て世代の経済的負担の軽減や子育て支援サービスの拡充 

・確保など新たな子育て支援策を実施 

（参考） 資料３ 市町村が取り組まれる支援施策の拡充 

 

⑷ 実施時期 

    令和 7 年 4 月 

 

４.所要額  

⑴ 小学生と中学生への医療費助成に要する県負担額は、５．５億円と試算 

⑵ このうち１．７億円は市町村交付金からの財源振替により捻出する。新たな財政負担 

は３．８億円 
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令和５年度末時点

高 校 生

中 学 生

小 学 生

未就学児

　

現
状

松
江
市

浜
田
市

出
雲
市

益
田
市

大
田
市

安
来
市

江
津
市

雲
南
市

奥
出
雲
町

飯
南
町

川
本
町

美
郷
町

邑
南
町

津
和
野
町

吉
賀
町

海
士
町

西
ノ
島
町

知
夫
村

隠
岐
の
島
町

無償

自己負担あり

（補足）松江市の中学生への入院を除く通院等の医療費助成は、令和６年4月１日より実施予定であるが、本資料では実施済みとして記載。

補
助
金

交
付
金

　市町村における子ども医療費助成制度の状況

県の

支援 市町村の現在の実施状況

資料１

自己負担
あり

現 状

高 校 生

中 学 生

小 学 生

未就学児

 

拡
充
後

松
江
市

浜
田
市

出
雲
市

益
田
市

大
田
市

安
来
市

江
津
市

雲
南
市

奥
出
雲
町

飯
南
町

川
本
町

美
郷
町

邑
南
町

津
和
野
町

吉
賀
町

海
士
町

西
ノ
島
町

知
夫
村

隠
岐
の
島
町

＜凡例＞ 無償

自己負担あり

入院のみ無償

高校生までの拡充が見込まれる部分

内容の拡充が見込まれる部分

新
た
に
補
助
金
化

補
助
金

市町村の令和７年４月以降の実施状況

県の

支援

自己負担
あり

拡充後の見込み

医療費助成に必要な額 Ａ ５．５億円

交付金の見直しで捻出される額 Ｂ １．７億円

医療費支援に押し出される額 Ｃ＝Ａ－Ｂ ３．８億円
（新たな財政負担額）
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資料２ 
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（単位：百万円）

子ども医療費助成（高校生）

※１
その他（候補）

松江市 139.0 未実施 自己負担あり －

浜田市 22.3 自己負担あり －
子ども医療費助成（小学生及び中学

生・無償化、高校生・入院無償化）

出雲市 111.6 未実施 自己負担あり －

益田市 18.2 未実施 自己負担あり －

－

安来市 19.6 未実施 無償 －

江津市 8.2 自己負担あり －
子ども医療費助成（小学生及び

中学生・無償化）

雲南市 25.6 未実施 無償 －

予防接種費助成

幼児園主食費無償化

飯南町 3.0 無償 － 病児保育サービスの開始

川本町 0.8 無償 － 学校給食費無償化

美郷町 1.6 未実施 自己負担あり －

邑南町 3.3 未実施 無償 －

津和野町 2.5 無償 － 子育て世帯への家賃助成

保育所主食費無償化（対象：３

歳児以上）

予防接種費助成

初回産科受診料助成（対象：低

所得世帯）

在宅育児支援金（仮称）給付

予防接種費助成

西ノ島町 1.0 無償 － 入学準備支援金（仮称）給付

知夫村 0.1 無償 － 予防接種費助成

隠岐の島町 4.5 未実施 無償 －

合計 384.7

※１ 子ども医療費助成（高校生）としているものは、高校在籍又は１８歳に達する日以後最初の３月末までを対象として

   実施されている。

※２ 施策の実施にあたっては、押し出される財源に加えて市町村単費が必要となる場合がある。また、記載内容は

   今後変更の可能性がある。

市町村が取り組まれる子育て支援施策の拡充

市町村

県の医療費助成

拡充により

押し出される

市町村単費の財源
（＝新たな県の財政負担額）

現在の

子ども医療費

助成

（高校生）

押し出される市町村単費の財源などで

市町村が取り組まれる施策

（下線は、子ども医療費助成以外の新たな子育て支援策）

大田市 10.4 未実施 無償

奥出雲町 8.4 無償 －

吉賀町 2.2 無償 －

海士町 2.7 無償 －

※２

※１

資料３

57



令和5年4月1日時点

１．対象年齢

入　院 通　院

就学前 16 22 　５歳未満を対象とした県を含む

９歳年度末 1 4

１２歳年度末 6 5
　島根県を含む
　新潟県（交付金により実施）

１５歳年度末 17 10

１８歳年度末 7 6

計 47 47

２．自己負担

入　院 通　院

あり 34 36 　島根県を含む

なし 12 10

定めていない 1 1 　新潟県（交付規定に定めなし）

計 47 47

３．所得制限

入　院 通　院

あり 24 25

なし 22 21 　島根県を含む

定めていない 1 1 　新潟県（交付規定に定めなし）

計 47 47

出典：こども家庭庁 令和4年度・５年度のこどもに係る医療費助成についての調査（R5.4.1時点）

年　　齢
都道府県数

備　　考

都道府県の子ども医療費の実施状況

年　　齢
都道府県数

備　　考

年　　齢
都道府県数

備　　考

資料４
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令和６年４月健康福祉部組織改正の概要について 

 

 

機関名 改  正  概  要 

感染症対策室 【感染症対策室の廃止】  

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後における

業務の状況を踏まえ、感染症対策室を廃止し、健康福祉総務課及び薬事

衛生課に業務を移管 

 

令和６年３月７日・８日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部健康福祉総務課 
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１．県の支援 令和６年３月４日 現在　

1

令和６年能登半島地震に係る対応状況について

№ 支援内容 対応状況

（１）DMAT

〇４次隊　43名
　【活動期間】1月8日（月）～13日（土）　※一部14日（日）まで
　【派遣元病院】
　　島根県立中央病院　　　　医師3名、看護師5名、業務調整員3名
　　島根大学医学部附属病院　医師2名、看護師5名、業務調整員3名
　　松江赤十字病院　　　　　医師2名、看護師3名、業務調整員2名
　　雲南市立病院　　　　　　医師3名、看護師3名、業務調整員3名
　　松江市立病院　　　　　　業務調整員1名
　　益田赤十字病院　　　　　医師1名、看護師2名、業務調整員2名
　【活動場所】七尾市内、珠洲市内及び穴水町内
〇６次隊　14名
　【活動期間】1月18日（木）～26日（金）
　【派遣元病院】
　　島根県立中央病院　　　　医師3名、看護師1名、業務調整員1名
　　済生会江津総合病院　　　医師1名、看護師2名、業務調整員2名
　　島根大学医学部附属病院　看護師2名、業務調整員2名
　【活動場所】能登町

（２）DMATロジスティックチーム隊員

〇３次隊
　【活動期間】1月11日（木）～16日（火）
　【派遣元病院】浜田医療センター　業務調整員1名
　【活動場所】金沢市
〇５次隊
　【活動期間】1月22日（月）～27日（土）
　【派遣元病院】浜田医療センター　業務調整員1名
　【活動場所】金沢市
〇６次隊
　【活動期間】2月4日（日）～9日（金）
　【派遣元病院】県立中央病院　業務調整員1名
　【活動場所】珠洲市

ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム)の派
遣

2
ＤＰＡＴ(災害派遣精神医療チーム)
の派遣

（１）DPAT

〇第4陣　３名
　【活動期間】1月８日（月）～12日（金）
　【派遣元病院】島根県立こころの医療センター
                医師1名、看護師1名、業務調整員1名
　【活動場所】金沢市
　
〇第8陣  ６名
　【活動期間】1月23日（火）～25日（木）
　【派遣元病院】島根県立こころの医療センター
                医師1名、看護師1名、業務調整員1名
　【活動場所】金沢市

　【活動期間】1月23日（火）～26日（金）
　【派遣元病院】松ヶ丘病院
                医師1名、看護師1名、業務調整員1名
　【活動場所】珠洲市

令和６年３月７日・８日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健康福祉部健康福祉総務課
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3 保健師チームの派遣

（１）保健師チーム

　・保健師２名、業務調整員２名で構成するチームを派遣
　 （26班編成104名）
　・２月以降は、市町村保健師との合同班を編成
　
　【活動期間】１月14日（日）～３月下旬（予定）

　【活動場所】能登町

4
ＤＷＡＴ(災害派遣福祉チーム)の派
遣

（１）DWAT

【派遣人数】第1陣　4名（社会福祉施設職員等3名・
　　　　　　　　　　　　　県社協職員1名）
　　　　　　第2陣～第4陣　各3名（社会福祉施設職員等3名）

【活動期間】第1陣　2月16日（金）～2月19日（月）
　　　　　　第2陣　2月20日（火）～2月23日（金）
　　　　　　第3陣　2月24日（土）～2月27日（火）
　　　　　　第4陣　2月28日（水）～3月2日（土）

【活動場所】金沢市内の1.5次避難所

5
軽費老人ホームへの受入支援
・本人利用料の一部を減免

　1月24日（水）相談受付開始
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２．その他団体の支援

【日本赤十字社島根県支部】
・救護班第1班：1個班9名を派遣
　1月12日（金）～1月16日（火）
　松江赤十字病院救護班8名、島根県支部主事1名を石川県七尾市、
　輪島市に派遣
・日赤災害医療コーディネートチーム
　1月22日（月）～1月27日（土）
　益田赤十字病院から医師1名、主事2名を金沢市に派遣
・日本赤十字社第5ブロック（中四国ブロック）こころのケア班
　2月3日（土）～2月7日（水）
　益田赤十字病院から作業・言語療法士1名を石川県七尾市、
　志賀町内避難所、志賀町役場等に派遣
・救護班第2班：1個班10名を派遣
　2月11日（日）～2月13日（火）
　益田赤十字病院救護班8名、島根県支部看護師1名、島根県支部
　ボランティア1名を石川県七尾市、志賀町に派遣
・日赤災害医療コーディネートチーム
　2月19日（月）～2月22日（木）
　松江赤十字病院から医師2名、看護師1名、主事1名を金沢市に
　派遣
・日赤災害医療コーディネートチーム
　3月2日（土）～3月5日（火）
　益田赤十字病院から医師1名、看護師1名、臨床工学技士1名、
　主事1名を七尾市に派遣

【国立病院機構】
　1月22日（月）～1月26日（金）
　浜田医療センターから、医師1名、看護師2名、薬剤師1名、事務職員
  1名を輪島市に派遣

2 特定非営利活動法人TMATの派遣
【出雲徳洲会病院】
　１月13日（土）～19日（金）
　看護師1名を輪島市に派遣

3
日本医師会災害医療チーム（JMAT）
の派遣

【島根県医師会】
  2月15日（木）～2月19日（月）
  医師2名、看護師1名、業務調整員1名を金沢市に派遣

4
日本災害歯科支援チーム（JDAT）の
派遣

【島根県歯科医師会】
　1月25日（木）～29日（月）
　歯科医師3名を輪島市に派遣

5
日本災害リハビリテーション支援
チーム（JRAT）の派遣

【島根リハビリテーション協会】
  2月6日（火）～2月9日（金）作業療法士2名
  2月20日（火）～24日（土）言語聴覚士1名、理学療法士1名を金沢市
　に派遣

6
社会福祉施設等からの介護職員等の
派遣

【生活相談員（介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員）】
　1月26日（金）～1月28日（日）：1名　金沢市
【介護職員】
　1月28日（日）～1月31日（水）：1名　金沢市
　2月3日（土）～2月8日（木）：1名　金沢市
　2月9日（金）～2月15日（木）：1名　金沢市
　3月6日（水）～3月11日（月）：1名　金沢市
　3月12日（火）～3月16日（土）：2名　金沢市
【生活支援員・介護職員】
　1月29日（月）～1月31日（水）：1名　金沢市
　2月6日（火）～2月8日（木）：1名　金沢市
　2月6日（火）～2月9日（金）：1名　金沢市
【看護職員】
　2月3日（土）～2月9日（金）：1名　羽咋市
【生活相談員】
　2月26日（月）～2月28日（水）：1名　金沢市
【管理者】
　3月12日（火）～3月16日（土）：1名　金沢市

1 救護班・医療班の派遣

№ 支援内容 対応状況
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【島根県社会福祉協議会】
　1月30日（火）～2月3日（土）
　生活福祉資金特例貸付（緊急小口資金）の受付業務職員を石川
　県穴水町社協に派遣

【島根県社会福祉協議会】
　2月11日（日）～2月15日（木）
　　災害ボランティアセンターの応援職員2名を、石川県穴水町社
　　協に派遣
　2月21日（水）～2月25日（日）
　　災害ボランティアセンターの応援職員1名を、石川県能登町社
　　協に派遣（市町村社協と合同班を編成）
　3月10日（日）～3月14日（木）
　　災害ボランティアセンターの応援職員1名を、石川県能登町社
　　協に派遣（市町村社協と合同班を編成）
　3月20日（水）～3月24日（日）
　　災害ボランティアセンターの応援職員1名を、石川県能登町社
　　協に派遣（市町村社協と合同班を編成）

【市町村社会福祉協議会】
　2月21日（水）～2月25日（日）
　　災害ボランティアセンターの応援職員1名を、石川県能登町社
　　協に派遣（市町村社協と合同班を編成）
　3月10日（日）～3月14日（木）
　　災害ボランティアセンターの応援職員1名を、石川県能登町社
　　協に派遣（市町村社協と合同班を編成）
　3月20日（水）～3月24日（日）
　　災害ボランティアセンターの応援職員1名を、石川県能登町社
　　協に派遣（市町村社協と合同班を編成）

【日本赤十字社島根県支部】
　1月5日（金）：受付開始（～12月27日（金））

【島根県共同募金会】
　1月4日（木）：受付開始（～12月27日（金））

【各市町村共同募金委員会（各市町村社会福祉協議会内）】
　1月4日（木）：受付開始（～12月27日（金））

9 給水活動支援

【日本水道協会島根県支部】
　2月3日（土）から応急給水活動を実施
　体制：給水車1台、サポートカー1台、人員4名
　活動場所：石川県穴水町

　・松 江 市　2月3日（土)～6日(火）
　・出 雲 市　2月7日（水）～10日（土）
　・県企業局　2月11日(日）～14日（水）

義援金の受付8

7 応援職員の派遣
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松江 雲南 出雲 県央 浜田 益田 隠岐 合計

11 3 9 3 5 5 2 38

6.64 9.67 10.78 4.33 14.80 6.40 3.00 8.53 324

9.91 15.67 15.22 4.67 18.80 4.00 9.50 11.58 440

9.45 10.67 13.56 3.67 14.60 5.00 7.50 10.05 382

8.91 9.33 9.44 3.67 10.60 2.60 11.00 8.16 310

7.45 8.33 8.33 6.33 8.20 6.00 5.00 7.42 282

※感染症患者の発生状況（インフルエンザを含む）

　別紙１のとおり

入院者数（人）

うち重症（人）

うち中等症Ⅱ（人）

うち中等症Ⅰ・軽症・無症状（人）

２病院 （内訳）

入院：２病院

６件 （週別内訳）

１／２２～１／２８ １件

１／２９～２／４ ２件

２／５～２／１１ ０件

２／１２～２／１８ ２件

２／１９～２／２５ １件

３．病床の確保・使用状況（２月２６日時点）

12

４．病院における診療制限等の発生状況（１月２２日～２月２５日）　各週月曜日時点の状況

147

２．クラスターの発生状況（１月２２日～２月２５日）

4

５．消防本部における救急搬送困難事案の発生状況（１月２２日～２月２５日）

131

令 和 6 年 3 月 7 日 ・ 8 日

患者
実数

新型コロナウイルス感染症の状況等について

定点医療機関数（か所）

圏域

健康福祉部感染症対策室

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

１．新型コロナウイルス感染症の発生状況等（１月２２日～２月２５日）　

定点あたり
患者数（人）

2/19～2/25

2/5～2/11

1/29～2/4

2/12～2/18

1/22～1/28

計 67 12 18 5 8 1111

2 1 1 2 22

1

2 4 2 22

4 4 1 3 28

1 5 2 18

3 4 1 1 21

学校
(部活含む)

医療機関
児童

福祉施設
障がい者
福祉施設

計
週別

保育施設
区分 高齢者

福祉施設

1/22～1/28 12

2/5～2/11 9

2/19～2/25 14

1/29～2/4 16

2/12～2/18 16
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令和５年度秋開始接種

　・対象者：初回接種を終了した生後６カ月以上のすべての方

　・ワクチンの種類：ファイザー社、モデルナ社、武田社(ノババックス)、第一三共社

　　※武田社（ノババックス）、第一三共社は１２歳以上の方が対象

　　※武田社（ノババックス）は従来型ワクチン、その他はオミクロン株（XBB.1.5）対応ワクチン

【２月２５日時点の実績】

⑴　国の方針

○ 令和６年４月以降、通常の医療提供体制に移行

⑵　県の対応

○ 国の方針に沿って、自律的な通常医療へ移行

○ 健康相談、高齢者施設等への対応、感染状況把握・情報提供等については、既存

 　 事業の中で必要な対策を効率的に実施

○ 令和６年度予算案において新型コロナ対応の予算計上なし

対応の概要

27,717,878

島根県

52.7%

187,686 28.5% 130,446 57.2%

全年齢

回数 接種率 回数 接種率

６．ワクチン接種について

７．今後の新型コロナウイルス感染症の対応について

全国 22.1% 18,924,288

高齢者

令和６年度以降の方針・対応

1 医療提供体制
・外来は広く一般の医療機関による対応
・入院病床の確保なし
・入院調整本部を廃止し、医療機関同士での入院調整を実施

2 検査 ・５類感染症に対する行政検査として、必要に応じて実施

3 健康相談
・保健所が通常業務の中で相談対応
・各医療機関が他の疾病と同様に対応

4
高齢者施設等へ
の対応

・業務継続支援終了
・新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携等、高齢者施設等にお
  ける感染症対応力の向上に資する取組について助言・指導（R6介護報酬改
  定による新設加算で評価）

5 ワクチン接種
・65歳以上の高齢者、60～64歳で一定の基礎疾患を有する方を対象とした
　定期接種を実施（市町村で対応、定期接種の対象者以外は任意接種が可能）

6 医療費公費負担 ・医療費の公費負担なし（高額療養費制度の自己負担限度額を適用）

項目
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〈
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
状
況
〉

別
紙

１



 

島根県保健医療計画（案）について 

 

１ 保健医療計画の概要 

⑴ 位置付け（下記の５つを包含） 
① 医療法に基づく『都道府県医療計画』 
② 健康増進法に基づく『都道府県健康増進計画（健康長寿しまね推進計画）』 
③ 成育医療等基本法に基づく成育医療等基本方針を踏まえた『健やか親子しま

ね計画』 
④ 感染症法に基づく『感染症予防計画』 
⑤ 厚生労働省通知に基づく『薬剤師確保計画』 

 
⑵ 計画期間 

令和６年度から令和 11 年度までの６年間（中間年で必要な見直しを実施） 
・『健康増進計画（健康長寿しまね推進計画）』については、令和６年度か

ら令和 17 年度までの 12 年間の計画であり、中間年に見直しを実施 

 

２ 素案に対する意見照会 
⑴ 医療法の規定に基づく意見照会 

① 実施期間  令和６年１月１５日から２月２日まで 

② 意見照会先 

・診療又は調剤に関する学識経験者の団体 

（島根県医師会・島根県歯科医師会・島根県薬剤師会） 

・市町村及び救急業務を共同処理する一部事務組合等 

・島根県保険者協議会 

 

⑵ パブリックコメント 

① 実施期間  令和６年１月１５日から２月１４日まで 

② 実施方法  県ホームページ、県政情報センター等での閲覧 

 

⑶ 意見への対応 

○ 別紙のとおり計画本編及び医療連携体制図の素案に対し、５９件の意見が提

出され、２０件について意見を反映し修正。 
○ この修正を加え、「島根県保健医療計画（案）」として決定。 
○ 残りの３９件については、計画素案の文言修正を行うものではなく、今後の

施策の参考とする意見であった。 
 

 

３ 今後のスケジュール 
３月９日の島根県医療審議会に諮問し、審議後、１４日に知事へ答申予定 

   → 答申を受け３月中に策定、公表 

 

令和６年３月７日・８日 

環境厚生委員会資料 
健康福祉部医療政策課 

67



島
根
県
保
健
医
療
計
画
に
関
す
る
パ
ブ
コ
メ
等
に
対
す
る
県
の
考
え
方

 

１
．
素
案
の
修
正
意
見
 

N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

1 

第
４
章
 
７
．
疾
病
・
事
業
別
医
療
提
供

体
制
の
推
計
及
び
課
題
 

 （
パ
ブ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・「
●
 
地
域
医
療
構
想
を
考
え
る
上
で
、

島
根
県
保
健
医
療
計
画
で
定
め
る
５
疾

病
・
５
事
業
及
び
在
宅
医
療
の
う
ち
、

（
略
）」

と
あ
る
が
、「

５
疾
患
・
６
事

業
」
に
修
正
す
べ
き
。
 

                  

（
医
療
政
策
課
）
 

「
第
４
章
 
地
域
医
療
構
想
」
は
、
平
成

28
年

10
月
の
策
定
時
点
で
の
議
論
の
内
容
を
記
載
し
た
も
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
今
回
新
た
に
記
載
事
項
と
し
て
追
加
と
な
る
「
感
染
症
に
対
す
る
医
療
」
は
議
論
に
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
以
下
の
記
載
に
修
正
し
ま
す
。（

P.
3
1）

 

な
お
、
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
い
て
、
新
た
な
地
域
医
療
構
想
の
策
定
に
向
け
た
検
討
が
行
わ
れ
て

お
り
、
今
後
の
動
向
を
注
視
し
て
ま
い
り
ま
す
。
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

７
．
疾
病
・
事
業
別
医
療
提
供
体
制
の
推
計
及
び
課
題
 

●
 
地
域
医
療
構
想
を
考
え
る
上
で
、
島
根
県
保
健
医

療
計
画
で
定
め
る
５
疾
病
・
５
事
業
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
及
び
在
宅
医
療
の
う
ち
、

特
に

構
想

区
域

を
越

え
た

連
携

を
図

る
必

要
が

あ
る
も
の
と
し
て
、
が
ん
、
周
産
期
医
療
、
救
急

医
療
（
脳
卒
中
・
急
性
心
筋
梗
塞
を
含
む
）
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
 

７
．
疾
病
・
事
業
別
医
療
提
供
体
制
の
推
計
及
び
課
題
 

●
 
地
域
医
療
構
想
を
考
え
る
上
で
、
島
根
県
保
健
医

療
計
画
で
定
め
る
５
疾
病
・
５
事
業
（
感
染
症
に

対
す
る
医
療
は
除
く
）
及
び
在
宅
医
療
の
う
ち
、

特
に

構
想

区
域

を
越

え
た

連
携

を
図

る
必

要
が

あ
る
も
の
と
し
て
、
が
ん
、
周
産
期
医
療
、
救
急

医
療
（
脳
卒
中
・
急
性
心
筋
梗
塞
を
含
む
）
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
 

 

68



N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

2 

第
５
章
 
第
２
節
 
１
．
が
ん
 

【
各
圏
域
の
状
況
】
浜
田
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
医
師
多
数
区
域
で
あ
っ
て
も
、
診
療
科

に
よ
っ
て
偏
在
が
み
ら
れ
る
。
特
に
、

地
域
の
拠
点
と
な
る
病
院
で
な
い
と
担

う
こ

と
が

で
き

な
い

よ
う

な
診

療
科

は
、
圏
域
全
体
の
医
療
を
守
る
た
め
に

も
、
き
ち
ん
と
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
 

    

（
浜
田
保
健
所
）
 

ご
意
見
の
と
お
り
、
地
域
の
拠
点
と
な
る
病
院
で
な
い
と
担
う
こ
と
の
で
き
な
い
診
療
科
に
つ
い
て
は
し
っ
か
り
と

維
持
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
 

今
後
も
、
人
材
の
確
保
等
の
課
題
に
対
し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
 

ま
た
、
下
記
の
と
お
り
字
句
を
修
正
い
た
し
ま
す
。
（
P.
56
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
各
圏
域
の
状
況
】
浜
田
 

■
 
浜
田
圏
域
の
人
口
規
模
は
小
さ
く
、
拠
点
病
院
に

求
め

ら
れ

る
人

材
の

確
保

や
高

度
医

療
機

器
の

更
新
が
、
病
院
経
営
の
観
点
か
ら
も
難
し
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
課
題
で
す
。
 

 

【
各
圏
域
の
状
況
】
浜
田
 

■
 
浜
田
圏
域
の
人
口
規
模
は
小
さ
く
、
拠
点
病
院
に

求
め

ら
れ

る
人

材
の

確
保

や
 

 
医

療
機

器
の

更
新
が
、
病
院
経
営
の
観
点
か
ら
も
難
し
く
な
っ

て
い
る
こ
と
が
課
題
で
す
。
 

 

3 

第
５
章
 
第
２
節
 
３
心
筋
梗
塞
等
の
心

血
管
疾
患
 

【
各
圏
域
の
状
況
】
松
江
 

 （
パ
ブ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
「

○
 

松
江

圏
域

の
心

疾
患

に
よ

る
死

亡
数
は
、
令
和
３
(2
02
1)
年
は

38
7
人
、

全
死
亡
の

12
.5
％
を
占
め
、
死
因
の
第

３
位
で
す
。
心
疾
患
の
年
齢
調
整
死
亡

率
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
国
や
県
平
均

よ
り
低
い
状
況
で
す
。」

と
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、「

12
.5
％
を
占
め
、
死
亡
順
位

は
、
男
性
が
第
２
位
、
女
性
が
第
３
位

で
す
。」

と
修
正
す
る
こ
と
。
 

  

（
松
江
保
健
所
、
健
康
推
進
課
）
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
下
記
の
と
お
り
記
載
を
修
正
し
ま
す
。（

P.
77
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

○
松

江
圏

域
の
心

疾
患
に

よ
る

死
亡

数
は

、
令
和

３

(2
02
1)
年
は

38
7
人
、
全
死
亡
の

12
.5
％
を
占
め
、

死
因
の
第
３
位
で
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

心
疾

患
の

年
齢

調
整

死
亡

率
は

減
少
傾

向
に

あ
り
、
国
や
県
平
均
よ
り
低
い
状
況
で
す
。
 

 

○
松

江
圏

域
の

心
疾

患
に

よ
る

死
亡
数

は
、

令
和

３

(2
02
1)
年
は

38
7
人
、
全
死
亡
の

12
.5
％
を
占
め
、

死
亡
順
位
は
、
男
性
が
第
２
位
、
女
性
が
第
３
位
で

す
。
心
疾
患
の
年
齢
調
整
死
亡
率
は
減
少
傾
向
に
あ

り
、
国
や
県
平
均
よ
り
低
い
状
況
で
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

4 

第
５
章
 
第
２
節
 
３
心
筋
梗
塞
等
の
心

血
管
疾
患
 

【
各
圏
域
の
状
況
】
隠
岐
 

 （
市
町
村
・
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
在
宅
で
の
リ
ハ
ビ
リ
や
再
発
予
防
の
た

め
の
「
薬
剤
管
理
」
と
記
載
す
べ
き
。
 

                        

（
隠
岐
保
健
所
・
健
康
推
進
課
）
 

再
発
予
防
の
た
め
に
は
、
薬
物
療
法
や
、
運
動
を
含
め
た
生
活
面
の
管
理
な
ど
が
あ
る
た
め
、
本
文
で
は
、
ま
と
め

て
「
管
理
」
と
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

な
お
、
本
文
は
重
症
化
予
防
や
救
急
時
の
対
応
に
関
し
て
も
記
載
し
て
お
り
、
冒
頭
に
「
再
発
予
防
」
を
記
載
す
る

こ
と
は
不
適
当
で
あ
っ
た
た
め
、
冒
頭
の
「
再
発
予
防
」
は
削
除
し
ま
す
。（

P.
79
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
各
圏
域
の
状
況
】
隠
岐
 

■
再
発
予
防
の
か
か
り
つ
け
医
の
役
割
と
し
て
、
基
礎

疾
患
・
危
険
因
子
の
管
理
、
緊
急
時
の
除
細
動
等
急

性
増
悪
時
の
対
応
、
在
宅
で
の
リ
ハ
ビ
リ
や
再
発
予

防
の
た
め
の
管
理
を
 
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

薬
局

等
と

連
携

し
て
実

施
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
す
。
 

【
各
圏
域
の
状
況
】
隠
岐
 

■
 
 
 
 
 
か
か
り
つ
け
医
に
お
い
て
は
、
 
基
礎

疾
患
・
危
険
因
子
の
管
理
、
緊
急
時
の
除
細
動
等
急

性
増
悪
時
の
対
応
、
在
宅
で
の
リ
ハ
ビ
リ
や
再
発
予

防
の
た
め
の
管
理
を
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、

薬
局

等
と

連
携

し
て

実
施

し
て

い
く

こ
と
が

必
要

で
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

5 

第
５
章
 
第
２
節
 
６
救
急
医
療
 

 （
島
根
県
救
急
医
療
体
制
検
討
協
議
会
に

お
け
る
委
員
意
見
）
 

 ・
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
で
は
、
救
急
、
外

科
、
産
科
等
の
専
門
医
が
不
足
し
、
現

場
は
疲
弊
し
て
い
る
。
 

・
医
師
の
働
き
方
改
革
が
始
ま
る
と
、
現

状
の
体
制
は
維
持
で
き
な
く
な
る
。
 

・
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
集
約
化
と
機
能

分
担
を
進
め
、
拠
点
病
院
へ
の
救
急
医

の
集
約
化
に
よ
り
三
次
救
急
の
体
制
を

強
化
し
、
二
次
救
急
を
し
っ
か
り
支
え

る
体
制
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
県

の
救
急
医
療
を
確
保
す
る
体
制
づ
く
り

が
必
要
。
 

・
急
性
期
か
ら
の
出
口
問
題
、
病
院
救
急

車
の
整
備
等
に
つ
い
て
記
載
す
べ
き
。
 

・
山
陰
自
動
車
道
の
県
西
部
へ
の
延
伸
に

よ
る
効
率
的
な
広
域
搬
送
体
制
の
検
討

に
つ
い
て
記
載
す
べ
き
。
 

        

（
医
療
政
策
課
）
 

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
集
約
化
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
救
急
医
療
の
在
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
点
で
す
が
、

県
全
体
の
地
域
医
療
の
方
向
性
や
、
各
医
療
機
関
の
経
営
に
も
関
わ
る
事
項
で
す
の
で
、
関
係
者
の
ご
意
見
を
伺
い
な

が
ら
、
継
続
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

い
た
だ
い
た
ご
意
見
も
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
修
正
し
ま
す
。（

P.
11
8、

P.
12
2）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
基
本
的
な
考
え
方
】
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

【
基
本
的
な
考
え
方
】
 

●
 
急
性
期
を
脱
し
た
患
者
が
、
回
復
期
・
慢
性
期
や

在
宅
療
養
に
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
救
急
医

療
機

関
と
地

域
の

医
療

機
関

等
と
の

連
携

を
推

進
し
ま
す
。
 

 

【
現
状
と
課
題
】
 

（
１
）
救
急
医
療
体
制
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

【
現
状
と
課
題
】
 

（
１
）
救
急
医
療
体
制
 

●
 
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
増
加
す
る
救

急
搬
送
に
対
応
す
る
救
急
、
外
科
、
産
科
等
の
専

門
医
が
不
足
し
、
現
状
の
体
制
を
維
持
す
る
こ
と

が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
 

今
後
の
医
療
需
要
の
変
化
や
、
医
師
の
働
き
方
改

革
に
よ
る
影
響
等
に
対
応
し
、
医
療
機
関
・
機
能

の
集
約
化
・
重
点
化
と
連
携
の
推
進
、
専
門
医
の

適
正
配
置
な
ど
に
よ
り
、
三
次
救
急
の
体
制
を
強

化
し
、
二
次
救
急
の
支
援
強
化
を
含
む
、
全
県
的

な
救

急
医
療

体
制

の
確

保
に

向
け
た

検
討

が
必

要
で
す
。
 

 

 

71



N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

5 

   

 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
２
）
搬
送
体
制
 

●
 

複
数
の
救

急
告
示

病
院
や

救
命
救

急
セ
ン

タ
ー

に
お
い
て
、
病
院
救
急
車
や
ド
ク
タ
ー
カ
ー
が
運

用
さ
れ
て
お
り
、
医
師
同
乗
に
よ
る
現
場
救
急
や

転
院
搬
送
を
担
っ
て
い
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（
２
）
搬
送
体
制
 

●
 
複

数
の
救
急
告
示

病
院
や

救
命
救

急
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
病
院
救
急
車
や
ド
ク
タ
ー
カ
ー
が
運

用
さ
れ
て
お
り
、
医
師
同
乗
に
よ
る
現
場
救
急
や

転
院
搬
送
を
担
っ
て
い
ま
す
。
 

急
性
期
か

ら
の

円
滑
な

転
院
搬
送

を
促
進

す
る

た
め
、
病
院
救
急
車
の
整
備
・
活
用
や
病
院
救
急

救
命
士
の
養
成
・
確
保
が
必
要
で
す
。
 

 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
１
）
救
急
医
療
体
制
 

①
 

現
状
の
救

急
医
療

体
制
の

維
持
充

実
に
努

め
ま

す
。
 

特
に
、
二
次
救
急
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
連
携

を
促
進
し
、
地
域
全
体
で
医
療
機
能
の
水
準
の
維

持
充
実
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
二
次
救
急
と
三
次

救
急
の
広
域
的
な
連
携
体
制
を
強
化
し
、
全
県
の

救
急
医
療
体
制
の
維
持
充
実
を
図
り
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
１
）
救
急
医
療
体
制
 

①
 
現

状
の
救
急
医
療

体
制
の

維
持
充

実
に
努
め
ま

す
。
 

特
に
、
二
次
救
急
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
連
携

を
促
進
し
、
地
域
全
体
で
医
療
機
能
の
水
準
の
維

持
充
実
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
二
次
救
急
と
三
次

救
急
の
広
域
的
な
連
携
体
制
を
強
化
し
、
全
県
の

救
急
医
療
体
制
の
確
保
 
 
を
図
り
ま
す
。
 

な
お
、
現
在
の
救
急
医
療
体
制
が
維
持
で
き
な
く

な
る
こ
と
を
想
定
し
、
全
県
的
な
救
急
医
療
体
制

を
確
保
す

る
た

め
の
広

域
の
連
携

体
制
に

つ
い

て
も
検
討
し
ま
す
。
 

     
 

( 続 き ) 

72



N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

5 

  

 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
２
）
搬
送
体
制
 

③
 
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
や
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、
ド
ク
タ

ー
カ

ー
等
を

活
用

し
た
救

急
患
者

搬
送
に

つ
い

て
、
医
療
機
関
、
消
防
機
関
、
海
上
保
安
庁
、
自

衛
隊

等
の
各

関
係

機
関
と

の
緊
密

な
連
携

を
図

り
、
効
果
的
な
広
域
搬
送
体
制
を
確
保
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （
３
）
病
院
前
救
護
体
制
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
２
）
搬
送
体
制
 

③
 
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
や
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、
ド
ク
タ

ー
カ
ー

等
を

活
用
し

た
救
急
患

者
搬

送
に

つ
い

て
、
医
療
機
関
、
消
防
機
関
、
海
上
保
安
庁
、
自

衛
隊
等

の
各

関
係
機

関
と
の
緊

密
な

連
携

を
図

り
、
効
果
的
な
広
域
搬
送
体
制
を
確
保
し
ま
す
。
 

ま
た
、
山
陰
自
動
車
道
の
県
西
部
へ
の
延
伸
を
踏

ま
え
た
、
効
率
的
な
広
域
搬
送
体
制
の
在
り
方
を

検
討
し
ま
す
。
 

  

（
３
）
病
院
前
救
護
体
制
 

⑤
 
救
急
分
野
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
（
IC
T）

の

効
果
的
な
活
用
を
推
進
し
、
患
者
の
重
症
度
・
緊

急
度
に

応
じ

た
適
切

な
医
療
機

関
へ

の
救

急
搬

送
の
円
滑
化
や
、
医
療
機
関
や
消
防
機
関
の
業
務

効
率
化
を
図
り
ま
す
。
 

        

   
 

( 続 き ) 
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N
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意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

6 

第
５
章
 
第
２
節
 
８
感
染
症
に
対
す
る

医
療
［
感
染
症
予
防
計
画
］
 

（
13
）
感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
保
健
所

の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
国
の
予
防
計
画
策
定
の
手
引
き
で
ふ
れ

ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
今
回
か
ら
保
健

所
の
サ
ー
ジ
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
が
文
章
化

さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と

考
え
る
。
戦
力
強
化
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は

後
追
い
で
は
な
く
事
業
導
入
に
合
わ
せ

て
前
広
の
対
応
が
必
要
。
関
係
機
関
及

び
関
係
団
体
と
の
連
携
に
お
い
て
は
、

会
議
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
定
期
的

な
図
上
訓
練
が
必
要
で
あ
り
、「

訓
練
」

の
要
素
を
計
画
に
入
れ
る
べ
き
。
 

              

（
感
染
症
対
策
室
）
 

い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
追
記
し
ま
す
。
（
P.
15
8）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

●
 
関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
 

各
関

係
機

関
及

び
関

係
団

体
が

行
う

研
修

へ
職

員
を
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
材

の
活
用
等
に
努
め
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

●
 
関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
 

各
関

係
機

関
及

び
関

係
団

体
が

行
う

研
修

へ
職

員
を
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
人
材

の
活
用
等
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
各
関
係
機
関
及
び

関
係
団
体
と
連
携
し
た
訓
練
の
実
施
に
努
め
ま
す
。
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【
第
５
章
 
第
２
節
 
８
感
染
症
に
対
す

る
医
療
［
感
染
症
予
防
計
画
］】

 

（
16
）
そ
の
他
の
感
染
症
の
予
防
の
推
進

に
関
す
る
重
要
事
項
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

 ・
次
の
と
お
り
追
記
す
る
こ
と
。
 

●
 
施
設
内
感
染
の
防
止
 

特
に
、
高
齢
者
施
設
等
に
お
い
て
は
、

感
染
症
が
発
生
し
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ

う
、
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
の
定
期
的

な
開
催
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
従
業
者
へ

の
周
知
、
さ
ら
に
指
針
の
整
備
及
び
研
修
・

訓
練
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

感
染
症
発
生
時
に
あ
っ
て
も
適
切
な
対
応

を
行
う
た
め
、
業
務
継
続
計
画
の
策
定
や

定
期
的
な
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
必

要
な
研
修
・
訓
練
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
島
根
県
お
よ
び
保
険
者
・
市
町
村
に

あ
っ
て
は
、
高
齢
者
施
設
に
お
け
る
取
組

が
進
む
よ
う
、
指
導
・
助
言
を
行
っ
て
い

き
ま
す
。
 

        

（
感
染
症
対
策
室
）
 

 
ご
意
見
を
踏
ま
え
て
、
以
下
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。（

P.
16
0）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

●
 
施
設
内
感
染
の
防
止
 

医
療
機
関
、
高
齢
者
施
設
等
に
お
い
て
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
薬
剤

耐
性

菌
感

染
症

等
の
感

染
症

が
発

生
し

又
は

ま
ん

延
し
な
い
よ
う
、
最
新
の
医
学
的
知
見
等
を
踏
ま
え

た
施

設
内

感
染

に
関
す

る
情

報
を

こ
れ

ら
の

施
設

の
開

設
者

又
は

管
理
者

に
適

切
に

提
供

す
る

よ
う

努
め
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
略
）
 

特
に
、
高
齢
者
施
設
等
に
お
い
て
は
、
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
感

染
症

発
生
時
に
あ
っ
て
も
適
切
な
対
応
を
行
う
た
め
、
業

務
継

続
計

画
の

策
定
や

定
期

的
な

見
直

し
を

行
う

と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
・
訓
練
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
者
・
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、

高
齢

者
施

設
に

お
け
る

取
組

の
支

援
に

努
め

る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

（
略
）
 

●
 
施
設
内
感
染
の
防
止
 

医
療
機
関
、
高
齢
者
施
設
等
に
お
い
て
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
薬
剤

耐
性

菌
感

染
症

等
の

感
染

症
が

発
生

し
又
は

ま
ん

延
し
な
い
よ
う
、
最
新
の
医
学
的
知
見
等
を
踏
ま
え

た
施

設
内

感
染

に
関

す
る

情
報

を
こ

れ
ら
の

施
設

の
開

設
者

又
は

管
理

者
に

適
切

に
提

供
す
る

よ
う

努
め
、
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
い
ま
す
。
 

（
略
）
 

特
に
、
高
齢
者
施
設
等
に
お
い
て
は
、
感
染
症
が

発
生
し
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
、
対
策
を
検
討
す

る
委

員
会

の
定

期
的

な
開

催
と

そ
の

結
果
に

つ
い

て
従
業
者
へ
の
周
知
、
さ
ら
に
指
針
の
整
備
及
び
研

修
・
訓
練
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
感
染

症
発
生
時
に
あ
っ
て
も
適
切
な
対
応
を
行
う
た
め
、

業
務

継
続

計
画

の
策

定
や

定
期

的
な

見
直
し

を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
・
訓
練
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
 
 
 
保
険
者
・
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、

高
齢

者
施

設
に

お
け

る
取

組
の

支
援

に
努
め

る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

（
略
）
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概
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意
見
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方
・
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応
 

8 

第
５
章
 
第
２
節
 
９
地
域
医
療
（
医
師

確
保

等
に

よ
る

へ
き

地
医

療
の

体
制

確

保
）
 

９
）
電
話
相
談
シ
ス
テ
ム
の
活
用
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

 ・
へ
き
地
に
居
住
す
る
通
院
困
難
な
高
齢

者
の
不
安
等
に
対
し
、
い
つ
で
も
相
談

で
き
る
看
護
師
等
に
よ
る
電
話
相
談
体

制
の
仕
組
み
を
検
討
す
る
旨
を
追
記
す

べ
き
。
 

                   

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
追
記
し
ま
す
。（

P.
17
5）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
１
）
地
域
医
療
支
援
体
制
の
構
築
 

 
９
）
電
話
相
談
シ
ス
テ
ム
の
活
用
 

 
 

 
乳

幼
児
を

も
つ

保
護

者
の

医
療

に
関

す
る
不

安
等
に
応
じ
る
仕
組
み
と
し
て
導
入
し
た
「
子
ど

も
医
療
電
話
相
談
（
#8
00
0）

事
業
」
に
つ
い
て

は
、
広
く
制
度
の
周
知
に
努
め
、
利
用
を
促
進
し

ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
１
）
地
域
医
療
支
援
体
制
の
構
築
 

 
９
）
電
話
相
談
シ
ス
テ
ム
の
活
用
 

 
 

 
乳

幼
児

を
も

つ
保

護
者

の
医
療

に
関

す
る

不

安
等
に
応
じ
る
仕
組
み
と
し
て
導
入
し
た
「
子
ど

も
医
療
電
話
相
談
（
#8
00
0
）
事
業
」
に
つ
い
て

は
、
広
く
制
度
の
周
知
に
努
め
、
利
用
を
促
進
し

ま
す
。
ま
た
、
市
町
村
や
保
険
者
な
ど
と
連
携
し
、

電
話
等
に
よ
る
相
談
や
、
医
療
機
関
の
受
診
や
救

急
要

請
に

関
す

る
全

国
共

通
番

号
に

よ
る

電
話

相
談
（
#7
11
9）

の
導
入
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。 

 
 

76



N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
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第
５
章
 
第
２
節
 
９
地
域
医
療
（
医
師

確
保

等
に

よ
る

へ
き

地
医

療
の

体
制

確

保
）
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

 ・
保
健
師
は
住
民
と
行
政
の
顔
の
見
え
る

関
係
づ
く
り
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ

と
か
ら
定
期
的
な
家
庭
訪
問
等
に
よ
る

支
援
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
訪
問
看
護

師
は
地
元
医
師
会
等
と
連
携
し
た
支
援

等
を
担
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
専
門
職

の
確
保
に
つ
い
て
、
追
加
す
る
こ
と
。
 

                  

（
医
療
政
策
課
）
 

行
政
に
携
わ
る
保
健
師
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
医
療
計
画
へ
の
記
載
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、
い
た

だ
き
ま
し
た
ご
意
見
に
つ
き
ま
し
て
は
、
看
護
職
員
確
保
の
推
進
に
あ
た
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

ま
た
、
訪
問
看
護
師
確
保
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
追
加
記
載
し
ま
す
。（

P.
17
8）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
３
）
看
護
職
員
を
確
保
す
る
施
策
の
推
進
  

２
）
県
内
就
業
促
進
 

①
 
（
略
）
 

②
 
（
略
）
 

＿
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
３
）
看
護
職
員
を
確
保
す
る
施
策
の
推
進
  

２
）
県
内
就
業
促
進
 

①
 
（
略
）
 

②
 
（
略
）
 

③
 
訪
問
看
護
師
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
(2
02
3)

年
４
月
に
設
置
し
た
島
根
県
訪
問
看
護
支
援

セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
て
、
医
療
機
関
、
行
政

機
関
等
の
関
係
機
関
と
も
連
携
し
な
が
ら
、

人
材
の
確
保
及
び
養
成
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
対
す
る
総
合
的
な
支
援
等
を
実
施

し
ま
す
。
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第
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章
 
第
２
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12

在
宅
医
療
 

【
在
宅
医
療
に
係
る
数
値
目
標
】
 

 （
島
根
県
薬
剤
師
会
）
 

・
在

宅
医

療
に

係
る

数
値

目
標

に
お

い

て
、
現
行
計
画
に
あ
っ
た
「
訪
問
薬
剤

指
導
を
実
施
し
て
い
る
事
業
所
数
」
に

関
す
る
指
標
が
省
略
さ
れ
た
理
由
と
そ

の
考
え
方
を
示
す
こ
と
。
 

・
ま
た
、
昨
今
の
在
宅
に
お
け
る
薬
剤
師

の
薬
剤
管
理
職
能
の
重
要
性
を
鑑
み
、

次
期
計
画
に
お
い
て
も
引
き
続
き
同
指

標
を
設
定
す
べ
き
。
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
私
た
ち
島
根
県
内
の
薬
局
薬
剤
師
も
、

他
県
の
薬
剤
師
と
同
様
に
、
在
宅
医
療

に
貢
献
す
べ
く
、
多
く
の
研
修
会
や
多

職
種
連
携
の
会
議
等
に
参
加
し
て
い
ま

す
。
厚
労
省
の
「
第
８
次
医
療
計
画
等

に
関
す
る
意
見
の
と
り
ま
と
め
」
に
あ

る
よ
う
に
、
薬
局
の
訪
問
管
理
指
導
に

つ
い
て
、
以
下
の
２
つ
の
数
値
目
標
を

記
載
し
て
頂
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

①
 
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
実
施
し
て

い
る
薬
局
数
 

②
 
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
受
け
て
い

る
患
者
数
 

   

（
医
療
政
策
課
・
薬
事
衛
生
課
）
 

 
こ
れ
ま
で
、「

訪
問
薬
剤
指
導
を
実
施
し
て
い
る
事
業
所
数
」
を
在
宅
医
療
の
数
値
目
標
と
し
て
設
定
し
て
い
ま
し

た
が
、
策
定
時
（
平
成

29
年
度
）
の

88
か
所
か
ら
令
和
２
年
度
の

18
7
か
所
へ
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
か
ら
、
一
定

の
体
制
整
備
が
進
ん
だ
も
の
と
評
価
し
、
次
期
計
画
で
の
数
値
目
標
設
定
は
見
送
る
方
向
で
検
討
し
て
い
ま
し
た
。
 

 
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
次
期
計
画
で
の
目
標
は
、
薬
局
に
お
け
る
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
を
実
施
で
き
る
体
制
を
維
持
す

る
観
点
か
ら
、
改
め
て
以
下
の
と
お
り
数
値
目
標
を
設
定
し
ま
す
。（

P2
15
、
22
9）

 

 

【
在
宅
医
療
に
係
る
数
値
目
標
】
 

 

項
 
 
目
 

現
 
状
 

目
標
 

備
考
 

令
和
８
 

(2
02
6)
 

年
度
末
 

⑪
訪

問
薬

剤
管

理
指

導
を

実
施

可
能

な
薬
局
数
 

 

29
3
か
所
 

(令
和
５
(2
02
3)
年
９
月
) 

維
持
 

島
根

県
薬

局
機

能
情
報
（
※
）
 

 
※
令
和
６
年
度
以
降
は
、
薬
局
機
能
情
報
の
全
国
統
一
化
に
よ
り
、
G-
MI
S
と
な
り
ま
す
。
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第
５
章
 
第
２
節
 
12

在
宅
医
療
 

【
基
本
的
な
考
え
方
】
 

 （
医
師
会
、
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
「
急
変
時
の
対
応
及
び
見
取
り
を
行
う

た
め
の
医
療
機
関
間
の
連
携
の
構
築
」

と
あ
る
が
、「

医
療
機
関
・
介
護
機
関
間

の
連
携
の
構
築
」
と
す
べ
き
。
在
宅
で

の
看
取
り
の
た
め
に
は
、
意
思
決
定
支

援
含
め
、
ケ
ア
マ
ネ
・
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
関
与
が
ほ
ぼ
必
須
と
な
る
た
め

医
療
機
関
間
だ
け
で
な
く
、
関
わ
る
す

べ
て
の
機
関
の
連
携
の
構
築
が
必
要
な

た
め
。
 

                 

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
の
と
お
り
、
在
宅
医
療
に
お
け
る

2
4
時
間
対
応
、
急
変
時
の
対
応
及
び
看
取
り
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
だ

け
で
な
く
介
護
事
業
所
と
の
連
携
も
重
要
と
考
え
ま
す
の
で
、
以
下
の
と
お
り
記
載
を
修
正
し
ま
す
。（

P.
20
3）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
基
本
的
な
考
え
方
】
 

●
 
（
略
）
 

24
時
間
対
応
、急

変
時
の
対
応
及
び
看
取
り
を
行

う
た

め
の

医
療

 
 

 
機

関
間

の
連

携
の

構
築

や
情

報
通

信
機

器
の

活
用

等
に

よ
る

対
応

力
強

化
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

 

【
基
本
的
な
考
え
方
】
 

●
 
（
略
）
 

24
時
間
対
応
、急

変
時
の
対
応
及
び
看
取
り
を
行

う
た
め
の
医
療
・
介
護
機
関
間
の
連
携
の
構
築
や

情
報

通
信

機
器

の
活

用
等

に
よ

る
対

応
力

強
化

の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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５
章
 
第
２
節
 
12

在
宅
医
療
 

（
３
）
日
常
の
療
養
支
援
 

 （
医
師
会
、
医
療
審
議
会
委
員
）
 

 ・
令
和
６
年
１
月
現
在
、
県
内
の
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は

12
施
設

12
名

の
作
業
療
法
士
が
従
事
し
て
い
ま
す
。

作
業
療
法
士
・
理
学
療
法
士
も
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
形

態
の
中
よ
り
日
常
の
療
養
支
援
の
一
翼

を
担
っ
て
お
り
ま
す
。
日
常
の
療
養
支

援
に
関
す
る
機
能
と
し
て
、
訪
問
看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

に
従

事
す

る
療

法
士

（
数
）
の
存
在
に
つ
い
て
も
掲
載
を
検

討
す
る
こ
と
。
 

               

（
高
齢
者
福
祉
課
・
医
療
政
策
課
）
 

 
在
宅
の
療
養
支
援
で
は
、
訪
問
看
護
職
員
の
方
と
と
も
に
、
療
法
士
の
方
に
も
参
画
し
て
い
た
だ
き
、
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
お
り
、
今
後
も
引
き
続
き
役
割
が
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
本
文
に
つ
い
て
下
記

の
と
お
り
追
加
い
た
し
ま
す
。（

P.
20
9）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
３
）
日
常
の
療
養
支
援
 

②
 
口
腔
ケ
ア
、
栄
養
摂
取
、
生
活
機
能
の
維
持
・
向

上
を

目
指

す
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

な
ど

を
担

う
多
職
種
の
協
働
に
よ
り
、
患
者
や
そ
の
家
族
の

生
活

を
支

え
る

観
点

か
ら

の
医

療
の

提
供

体
制

構
築
を
図
り
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
３
）
日
常
の
療
養
支
援
 

②
 
口
腔
ケ
ア
、
栄
養
摂
取
、
生
活
機
能
の
維
持
・
向

上
を

目
指

す
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

な
ど

を
担

う
多
職
種
の
協
働
に
よ
り
、
患
者
や
そ
の
家
族
の

生
活

を
支

え
る

観
点

か
ら

の
医

療
の

提
供

体
制

構
築
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
に
お
い
て
、
看
護
職
と
作
業
療
法
士
等
の
リ

ハ
職

が
連

携
し

て
療

養
支

援
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、
緩
和
ケ
ア
や
医
療
依
存
度
の
高
い
患
者
に
対

す
る
支
援
体
制
の
構
築
を
図
り
ま
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

13
 

第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の

推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計
画
］
 

 （
パ
ブ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
「

口
腔

機
能

の
低

下
に

よ
る

聴
力

の
衰

え
」
と
あ
る
が
、
聴
力
に
関
連
は
あ
る

の
か
。
 

                        

（
健
康
推
進
課
）
 

ご
指
摘
の
と
お
り
、
口
腔
機
能
の
低
下
に
よ
る
聴
力
の
衰
え
に
関
し
て
は
、
研
究
段
階
で
あ
り
関
係
性
が
明
確
に
示

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
下
記
の
と
お
り
削
除
し
ま
す
。（

P.
30
3）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

●
 
（
略
）
 

高
齢

期
で

は
口

腔
機

能
の

低
下

に
よ

る
聴

力
の

衰
え
、
認
知
症
や
フ
レ
イ
ル
な
ど
、
全
身
の
健
康

へ
の
影
響
が
大
き
く
な
る
た
め
、
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

イ
ル
（
口
腔
機
能
の
衰
え
）
を
予
防
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
口
腔
機
能
を
維
持
し
、
バ
ラ
ン
ス
の

よ
い
食
事
を
と
り
続
け
る
た
め
に
も
、
定
期
的
に

歯
科

医
院

で
口

腔
内

の
チ

ェ
ッ

ク
や

ケ
ア

を
受

け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
 

 

●
 
（
略
）
 

高
齢
期
で
は
口
腔
機
能
の
低
下
に
よ
る
 
 
 
 
 

 
 
認
知
症
や
フ
レ
イ
ル
な
ど
、
全
身
の
健
康
へ

の
影
響
が
大
き
く
な
る
た
め
、
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ

ル
（
口
腔
機
能
の
衰
え
）
を
予
防
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
口
腔
機
能
を
維
持
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
よ

い
食
事
を
と
り
続
け
る
た
め
に
も
、
定
期
的
に
歯

科
医

院
で

口
腔

内
の

チ
ェ

ッ
ク

や
ケ

ア
を

受
け

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

14
 

第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の

推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計
画
］
 

（
４
）
多
様
な
実
施
主
体
に
よ
る
連
携
の

と
れ
た
効
果
的
な
運
動
の
推
進
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

 ・
３
つ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
何
な
の
か

注
釈
を
つ
け
る
べ
き
。
ま
た
、
施
策
の

方
向
性
に
「
＋
１
活
動
」
の
推
進
に
つ

い
て
記
載
す
べ
き
。
 

                    

（
健
康
推
進
課
）
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
下
記
の
と
お
り
記
載
を
修
正
し
ま
す
。（

P.
30
8）

 
 
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
現
状
と
課
題
】
 

●
 

今
の

健
康
づ

く
り
に

何
か

１
つ

取
組

を
付

け
加

え
る
「
＋
１
（
プ
ラ
ス
ワ
ン
）
活
動
」
を
、
県
民

に
分

か
り

や
す

く
伝

え
る

た
め

３
つ

の
キ

ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
を
作
成
し
推
進
し
て
い
ま
す
。
 

  【
施
策
の
方
向
】
 

①
 
関
係
機
関
・
団
体
は
も
と
よ
り
、
庁
内
関
係
部
局

も
含

め
た

多
様

な
分

野
と

の
連

携
を

強
化

し
、

様
々
な
手
法
で
健
康
づ
く
り
の
情
報
発
信
・
啓
発

を
行
い
、
健
康
長
寿
し
ま
ね
県
民
運
動
の
機
運
の

醸
成
を
図
り
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【
現
状
と
課
題
】
 

●
 

今
の

健
康
づ

く
り
に

何
か

１
つ
取

組
を

付
け

加

え
る
「
＋
１
（
プ
ラ
ス
ワ
ン
）
活
動
」
を
、
県
民

に
分

か
り

や
す

く
伝

え
る

た
め

３
つ

の
キ

ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
（「

あ
と
塩
分
マ
イ
ナ
ス
１
ｇ
」「

あ
と

野
菜
プ
ラ
ス

70
ｇ
」「

あ
と

10
分
！
あ
と

1,
00
0

歩
！

す
き

ま
時

間
に

 
ち

ょ
い

ト
レ

チ
ャ

レ
ン

ジ
」）

を
作
成
し
推
進
し
て
い
ま
す
。
 

  【
施
策
の
方
向
】
 

①
 
関
係
機
関
・
団
体
は
も
と
よ
り
、
庁
内
関
係
部
局

も
含

め
た

多
様

な
分

野
と

の
連

携
を

強
化

し
、

様
々
な
手
法
で
健
康
づ
く
り
の
情
報
発
信
・
啓
発

を
行
い
、
健
康
長
寿
し
ま
ね
県
民
運
動
の
機
運
の

醸
成
を
図
り
ま
す
。
今
の
健
康
づ
く
り
に
何
か
１

つ
取
組
を
付
け
加
え
る
「
＋
１
（
プ
ラ
ス
ワ
ン
）

活
動
」
を
推
進
し
ま
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

15
 

第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね

の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計
画
］
 

 （
市
町
村
）
 

・「
●
 
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、
不
妊

治
療
を
経
験
し
た
人
の
う
ち
、
16
％
が

不
妊
治
療
と
仕
事
を
両
立
で
き
ず
に
離

職
し
て
い
ま
す
。」

と
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
頻
回
な
受
診
、
限
定
さ
れ
た
期
間

で
の
受
診
を
要
す
る
な
ど
、
通
院
と
仕

事
の
日
程
調
整
が
難
し
い
理
由
を
記
載

す
べ
き
。
 

 （
市
町
村
）
 

・
「

不
妊

治
療

に
つ

い
て

の
認

識
浸

透
し

て
い
な
い
た
め
、」

と
言
い
切
っ
て
よ
い

か
。
治
療
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
言
え

な
い
、
言
い
た
く
な
い
、
当
事
者
側
の

事
情
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

            

（
健
康
推
進
課
）
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
下
記
の
記
載
に
修
正
し
ま
す
。（

P.
33
9）

 

不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
を
困
難
と
し
て
い
る
要
因
と
し
て
は
、
通
院
回
数
が
多
い
こ
と
、
精
神
面
で
の
負
担
が
大

き
い
こ
と
、
仕
事
と
通
院
の
日
程
調
整
が
難
し
い
こ
と
な
ど
の
声
が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
企
業
や
職
場
内
に
お

い
て
不
妊
治
療
等
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
ま
り
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
も
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
職
場
に
知
ら
れ
た
く
な
い
方
が
い
る
こ
と
に
も
配
慮
し
な
が
ら
、
個
々
の
企
業
に
お

い
て
不
妊
治
療
を
受
け
や
す
い
職
場
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
企
業
の
理
解
が
進
む
よ
う
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
現
状
と
課
題
】
 

＜
妊
娠
・
出
産
＞
 

●
 
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、
不
妊
治
療
を
経
験
し

た
人
の
う
ち
、
16
 
％
が
不
妊
治
療
と
仕
事
を
両

立
で
き
ず
に
離
職
し
て
い
ま
す
。
 
 
 
  

 
 

 
 
身
体
的
・
精
神
的
負
担
が
大
き
く
、
通
院
と

仕
事

の
日

程
調

整
が

難
し

い
 

 
と

い
っ

た
不

妊
治

療
に

つ
い

て
の

認
識

が
 

 
 

浸
透

し
て

い
な
い
た
め
、
企
業
に
は
不
妊
治
療
に
つ
い
て
の

理
解

促
進

や
仕

事
を

し
な

が
ら

不
妊

治
療

を
受

け
る

上
で

の
相

談
窓

口
の

周
知

や
体

制
の

整
備

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
 

 

【
現
状
と
課
題
】
 

＜
妊
娠
・
出
産
＞
 

●
 
厚
生
労
働
省
の
調
査
で
は
、
不
妊
治
療
を
経
験
し

た
人
の
う
ち
、
16
 
％
が
不
妊
治
療
と
仕
事
を
両

立
で
き
ず
に
離
職
し
て
い
ま
す
。
通
院
回
数
の
多

さ
、
身
体
的
・
精
神
的
負
担
の
大
き
さ
、
通
院
と

仕
事

の
日

程
調

整
の

難
し

さ
な

ど
と

い
っ

た
不

妊
治

療
に

つ
い

て
の

認
識

が
あ

ま
り

浸
透

し
て

い
な
い
た
め
、
企
業
に
は
不
妊
治
療
に
つ
い
て
の

理
解

促
進

や
仕

事
を

し
な

が
ら

不
妊

治
療

を
受

け
る

上
で

の
相

談
窓

口
の

周
知

や
体

制
の

整
備

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
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N
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意
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概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

16
 

第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね

の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計
画
］
 

【
施
策
の
方
向
】
①
 

（
市
町
村
）
 

・
対
応
す
る
現
状
と
課
題
と
な
く
、
突
如

「
１
歳
６
か
月
」
や
「
職
場
環
境
づ
く

り
」
と
い
う
ワ
ー
ド
が
出
て
き
て
い
る
。 

                        

（
健
康
推
進
課
）
 

重
点
課
題
①
で
は
当
初
「
育
て
に
く
さ
を
感
じ
る
親
に
寄
り
添
う
支
援
」
と
い
う
項
目
で
、
課
題
と
現
状
を
整
理
し

て
い
ま
し
た
。
検
討
の
過
程
で
３
つ
の
基
盤
課
題
と
２
つ
の
重
点
課
題
を
再
度
整
理
し
な
お
し
、「

医
療
的
ケ
ア
、
発
達

障
が
い
な
ど
の
専
門
的
医
療
を
必
要
と
す
る
方
へ
の
支
援
」
を
重
点
課
題
①
と
し
、
重
点
課
題
①
に
含
め
て
い
た
「
育

児
不
安
や
育
児
負
担
を
抱
え
る
方
へ
の
支
援
」
は
重
点
課
題
②
に
移
す
こ
と
と
し
ま
し
た
。
 

ご
意
見
の
と
お
り
、
重
点
課
題
①
で
は
対
応
す
る
課
題
と
現
状
の
記
載
が
な
く
、
重
点
課
題
②
に
課
題
と
同
様
の
取

組
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
施
策
の
方
向
の
記
載
を
下
記
に
変
更
し
ま
す
。（

P.
35
2）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
施
策
の
方
向
】
 

①
 
様
々
な
母
子
保
健
活
動
の
中
で
、
親
の
発
す
る
育

て
に
く
さ
の
サ
イ
ン
に
気
づ
き
、
子
ど
も
、
親
、

そ
し
て
親
子
関
係
の
多
様
性
を
尊
重
し
、
寄
り
添

う
こ
と
が
で
き
る
人
材
育
成
に
努
め
ま
す
。
特
に

１
歳

特
に

１
歳

６
か

月
以

降
の

育
児

支
援

に
つ

い
て
、
職
場
環
境
づ
く
り
と
並
行
し
た
新
の
あ
り

方
を
検
討
し
ま
す
。
 

 

【
施
策
の
方
向
】
 

①
 
様
々
な
母
子
保
健
活
動
の
中
で
、
親
の
発
す
る
育

て
に
く
さ
の
サ
イ
ン
に
気
づ
き
、
子
ど
も
、
親
、

そ
し
て
親
子
関
係
の
多
様
性
を
尊
重
し
、
寄
り
添

う
こ
と
が
で
き
る
人
材
育
成
に
努
め
ま
す
。
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17
 

第
６
章
 
第
５
節
 
健
康
危
機
管
理
体
制

の
構
築
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

 ・【
基
本
的
な
考
え
方
】
で
「
総
合
的
な
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
大
規
模

災
害
対
策
で
は
「
包
括
的
な
」
保
健
・
医

療
・
福
祉
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
特
に

透
析
患
者
や
人
工
呼
吸
器
装
着
患
者
な

ど
の
い
わ
ゆ
る
医
療
難
民
を
出
さ
な
い

よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
観
点
か
ら
、
伴
走
型
支
援
や
、
多

様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
支
援
の
構
築

が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
規
模

災
害
対
策
の
部
分
に
「
包
括
的
」
と
い

う
文
言
を
書
き
込
む
べ
き
。
 

             

（
健
康
福
祉
総
務
課
）
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
内
容
が
わ
か
る
よ
う
下
記
の
記
載
に
修
正
し
ま
す
。（

P.
36
3）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
２
）
大
規
模
災
害
対
策
 

●
 
（
略
）
 

 ●
 
大
規
模
災
害
時
で
は
、
従
来
の
保
健
・
医
療
の

連
携

に
福

祉
分
野

を
加

え
た

３
分

野
を

連
携
 

さ
せ

た
 

 
 
対

策
を

と
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。
 

 

（
２
）
大
規
模
災
害
対
策
 

●
 
（
略
）
 

 ●
 
大
規
模
災
害
時
で
は
、
従
来
の
保
健
・
医
療
の

連
携

に
福

祉
分

野
を

加
え

た
３

分
野

が
連

携

し
、

包
括

的
な

対
策

を
と

る
必

要
が

あ
り

ま

す
。
 

 

85



N
o 

意
見
の
概
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見
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る
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応
 

18
 

第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成

［
医
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

 ・「
児
童
・
生
徒
の
段
階
に
応
じ
た
医
療
従

事
者

を
目

指
す

き
っ

か
け

と
な

る
取

組
」
は
ど
れ
だ
け
意
味
が
あ
る
の
か
。

10
年
以
内
に
医
学
部
定
員
を
削
減
す
る

と
い
う
議
論
も
あ
り
、
ど
れ
だ
け
う
ま

く
い
く
の
か
疑
問
で
あ
る
。
 

                    

（
医
療
政
策
課
）
 

県
内
の
高
校
か
ら
の
医
学
部
進
学
者
数
は
、
平
成

30
年
度
に

50
名
と
な
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
減
少
に
転
じ
、
近

年
は

40
名
前
後
の
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
 

県
内
定
着
す
る
医
師
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
早
い
段
階
か
ら
医
療
従
事
者
を
目
指
す
き
っ
か
け
を
創
り
、
段
階
的

に
地
域
医
療
や
医
師
の
仕
事
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
で
、
一
定
程
度
の
県
内
出
身
者
数
を
確
保
し
、
県
内

定
着
が
図
れ
る
よ
う
教
育
庁
や
関
係
機

関
と
連
携
し
て
地
域
医
療
教
育
等
を
充
実
さ
せ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
県
内
高
校
か
ら
の
医
学
部
進
学
者
数
の
推
移
を
追
加
し
ま
す
。（

P.
37
3）

 

 

（
表
追
加
）
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第
７
章
 
第
３
節
 
そ
の
他
の
保
健
医
療

従
事
者
の
確
保
・
育
成
 

（
１
）
看
護
職
員
 

 （
市
町
村
・
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
看
護
職
員
に
つ
い
て
、「

若
年
層
の
離
職

率
が
高
い
」「

募
集
し
て
も
応
募
者
が
少

な
い
」
等
の
具
体
的
な
原
因
の
記
載
が

必
要
。
 

                      

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
原
因
や
状
況
を
記
載
し
ま
す
。（

P.
43
0）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
現
状
と
課
題
】
 

（
１
）
看
護
職
員
 

●
 
病
院
で
は
、
産
休
育
休
取
得
者
の
増
加
や
夜
勤

体
制
の
見
直
し
 
 
に
よ
り
、
ま
た
、
介
護
保

険
施
設
・
社
会
福
祉
施
設
で
は
 
 
医
療
・
介

護
双

方
の
ニ

ー
ズ

を
有

す
る
利

用
者

の
増
加

に
伴
い
、
医
療
的
ケ
ア
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て

い
る

こ
と
な

ど
に

よ
り

 
看
護

職
員

の
需
要

が
増
加
す
る
一
方
で
、
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
担
い
手

と
な

る
若
年

層
が
減

少
し

て
い

る

こ
と
か
ら
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ

の
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

【
現
状
と
課
題
】
 

（
１
）
看
護
職
員
 

●
 
病
院
で
は
、
産
休
育
休
取
得
者
の
増
加
や
夜
勤

体
制
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り
、
ま
た
、
介
護
保

険
施
設
・
社
会
福
祉
施
設
で
は
、
 医

療
・
介

護
双
方

の
ニ

ー
ズ

を
有

す
る
利

用
者

の
増
加

に
伴
い

 
医

療
的

ケ
ア
の

充
実

が
求

め
ら
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
看
護
職
員
の
需
要

が
増
加
す
る
一
方
で
、
少
子
化
、
過
疎
化
に
よ

り
担
い
手
と
な
る
若
年
層
が
減
少
し
、
看
護
師

等
学
校
養
成
所
の
受
験
者
や
、
医
療
機
関
の
採

用
試
験
の
応
募
者
の
減
少
が
生
じ
て
お
り
、
そ

の
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

 
 

87



N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

20
 

第
７
章
 
第
３
節
 
そ
の
他
の
保
健
医
療

従
事
者
の
確
保
・
育
成
 

（
２
）
歯
科
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技

工
士
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
歯
科
医
師
に
関
す
る
記
載
が
十
分
で
は

な
い
。
今
後
の
地
域
医
療
を
考
え
る
と
、

歯
科
医
師
数
の
減
少
は
危
機
的
な
状
況

で
あ
る
た
め
、
確
保
対
策
を
強
化
す
る

よ
う
な
記
載
を
し
て
は
ど
う
か
。
 

・
歯
科
医
師
の
高
齢
化
の
進
展
や
地
域
偏

在
等
の
た
め
、
中
山
間
地
域
の
歯
科
医

師
が
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状

況
で
、
各
種
健
診
や
訪
問
診
療
な
ど
の

負
担
が
大
き
く
な
り
、
過
労
に
よ
り
体

調
を
崩
し
た
事
例
も
あ
る
。
中
山
間
地

域
・
離
島
の
歯
科
医
療
を
守
る
た
め
、

人
材
確
保
な
ど
の
方
策
に
つ
い
て
一
緒

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

・
次
期
計
画
時
に
お
い
て
は
歯
科
診
療
所

の
現
状
、
課
題
、
取
組
方
針
や
歯
科
医

師
の
確
保
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
記
載

と
な
る
よ
う
、
計
画
の
記
載
内
容
事
項

に
つ
い
て
も
国
と
の
検
討
・
協
議
を
お

願
い
す
る
。
 

  

（
医
療
政
策
課
・
健
康
推
進
課
）
 

歯
科
医
師
の
高
齢
化
や
歯
科
診
療
所
の
減
少
等
、
歯
科
保
健
医
療
体
制
の
維
持
・
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る

こ
と
か
ら
、
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
記
載
を
追
加
・
修
正
し
ま
す
。（

P.
43
6）

 

ま
た
、
歯
科
医
師
確
保
に
向
け
て
は
、
県
、
市
町
村
、
大
学
及
び
島
根
県
歯
科
医
師
会
等
と
連
携
し
て
検
討
を
進
め

る
こ
と
と
し
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
国
へ
の
協
議
、
要
望
等
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
現
状
と
課
題
】
 

（
２
）
歯
科
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技
工
士
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【
施
策
の
方
向
】
 

（
２
）
歯
科
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技
工
士
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①
 
特
に
歯
科
医
師
が
少
な
い
中
山
間
地
域
・
離
島
等

に
お

い
て
も

歯
科

医
療
を

継
続
し

て
提

供
で
き

る
よ
う
、
 
 市

町
村
や
大
学
、
 
島
根
県
歯
科

医
師
会
等
と
連
携
し
、
歯
科
医
師
の
確
保
に
向
け

た
検
討
を
進
め
ま
す
。
 

②
 
（
略
）
 

【
現
状
と
課
題
】
 

（
２
）
歯
科
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技
工
士
 

●
 

令
和
５

年
度

に
島

根
県
歯
科

医
師

会
が
実
施

し

た
調
査
に
よ
る
と
、
半
数
を
超
え
る
歯
科
診
療
所

が
60

歳
以
上
の
開
設
者
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
承
継
者
が
い
る
歯
科
診
療
所
は

４
割
に
満
た
な
い
状
況
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
中

山
間
地
域
・
離
島
に
限
ら
ず
、
松
江
、
出
雲
地
区

で
も
同
様
で
す
。
 

 【
施
策
の
方
向
】
 

（
２
）
歯
科
医
師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技
工
士
 

①
 
歯
科
保
健
医
療
対
策
の
充
実
に
向
け
て
、
関
係
者

に
よ
る
会
議
等
を
活
用
し
て
議
論
を
行
い
ま
す
。
 

②
 
特
に
歯
科
医
師
が
少
な
い
中
山
間
地
域
・
離
島
等

に
お

い
て
も

歯
科

医
療
を

継
続

し
て
提

供
で
き

る
よ
う
、
県
、
市
町
村
、
大
学
及
び
島
根
県
歯
科

医
師
会
等
が
連
携
し
、
歯
科
医
師
の
確
保
に
向
け

た
検
討
を
進
め
ま
す
。
 

③
 
（
略
）
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計
画
全
体
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・「
県
民
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
。」

地
理
的
、

人
口
減
少
、
様
々
な
困
難
が
あ
る
中
、
各
関
係
機
関
が
協
力
し
知
恵
を
出

し
合
い
、
一
歩
一
歩
目
標
実
現
に
む
け
て
努
力
す
る
計
画
で
あ
る
と
信
じ
、

願
っ
て
い
ま
す
。
医
師
、
各
医
療
関
係
者
の
皆
様
に
は
、
只
々
、
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

計
画
の
趣
旨
に
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
意
見
は
関

係
者
の
皆
様
と
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

県
と
し
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
医
療
提
供
体
制

の
構
築
に
向
け
て
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
 

22
 

第
１
章
 
第
２
節
 
計
画
の
基
本
理
念
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
前
回
の
医
療
計
画
策
定
時
よ
り
状
況
が
切
迫
し
て
い
る
が
、
一
番
の
見
せ

場
が
保
守
的
な
原
文
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
大
胆
な
総
括
を
し
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

県
で
は
、
20
25

年
を
目
途
に
、
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮

ら
し
を
人
生
の
最
期
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構

築
や
従
事
者
の
確
保
、
医
療
介
護
連
携
の
推
進
を
中
心
に
各
種
施
策
を
実
施
し
て
き

ま
し
た
。
 

ま
た
、
各
地
域
に
お
い
て
は
、
将
来
の
人
口
推
計
や
医
療
介
護
需
要
推
計
を
踏
ま

え
た
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
医
療
・
介
護
関
係
者

や
市
町
村
等
と
の
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

に
向
け
た
取
組
が
着
実
に
進
ん
で
き
て
い
ま
す
。
 

人
口
減
少
、
高
齢
化
、
従
事
者
の
不
足
な
ど
、
課
題
は
大
き
く
な
っ
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
て
き
た
取
組
や
各
地
域
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
、

基
本
理
念
で
掲
げ
る
考
え
方
を
も
と
に
計
画
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
 

ま
た
、
今
後
、
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
必
要
な
見
直
し
を
検
討
し
て
ま
い
り
ま

す
。
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第
５
章
 
第
１
節
 
１
医
療
連
携
体
制
の
構
築
 

 （
保
険
者
協
議
会
）
 

・
医
療
提
供
体
制
と
し
て
圏
域
内
連
携
を
強
化
す
る
た
め
に
は
、「

か
か
り
つ

け
医
の
充
実
」
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
総
合
診
療
医
の
養
成
・
確
保

も
引
き
続
き
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
計
画
を
進
め
る
に
あ
た
っ

て
は
、
住
民
・
患
者
の
理
解
（
※
）
を
促
す
た
め
の
情
報
提
供
の
徹
底
も

必
要
と
考
え
る
。
 

 ※
 
完
治
し
て
か
ら
退
院
す
る
の
が
当
た
り
前
の
意
識
を
変
え
る
。
退
院
後

の
環
境
不
安
へ
の
対
応
等
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

患
者
・
住
民
の
視
点
に
立
て
ば
、
日
ご
ろ
か
ら
身
近
で
相
談
に
乗
っ
て
も
ら
え
る

「
か
か
り
つ
け
医
」
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、「

か
か
り
つ
け
医
」
は
そ
の
機
能

を
地
域
で
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
 

地
域

の
医
療

機
関
で

は
患

者
を
幅

広
く
診
察

す
る

総
合
診

療
医

が
必
要

と
考
え

て
お
り
、
県
立
中
央
病
院
の
地
域
総
合
医
育
成
科
の
取
組
や
島
根
大
学
医
学
部
附
属

病
院
に
設
置
さ
れ
て
い
る
総
合
診
療
医
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
な
ど
に
よ
り
、
引
き
続

き
、
県
内
で
活
躍
す
る
総
合
診
療
医
の
養
成
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
 

ま
た
、
地
域
医
療
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
こ
れ
か
ら
目
指
す
医
療
の
在
り
方
に

つ
い
て
、
県
、
市
町
村
、
医
療
・
介
護
関
係
者
等
が
協
力
し
て
、
住
民
の
理
解
を
深

め
る
取
組
を
進
め
る
ほ
か
、
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
こ
と
や
上
手
な
医
療
機
関
の
か

か
り
方
な
ど
、
住
民
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。
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１
が
ん
 

（
３
）
が
ん
医
療
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
健
診
に
つ
い
て
は
、
交
通
事
情
等
か
ら
医
療
機
関
等
で
受
信
さ
れ
る
以
外

に
も
、
身
近
な
公
民
館
等
で
実
施
さ
れ
る
集
団
検
診
を
利
用
さ
れ
る
方
も

多
い
状
況
で
す
。
県
内
に
お
い
て
も
市
町
村
で
特
定
健
診
と
合
わ
せ
て
が

ん
検
診
を
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
に

よ
っ
て
、
多
く
の
種
別
の
が
ん
検
診
を
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
れ

ば
、
健
診
種
別
が
少
な
い
、
同
時
実
施
が
な
い
市
町
村
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
（
別
添
資
料
参
照
）。

市
町
村
に
よ
っ
て
様
々
な
事
情
が
あ
ろ
う
か
と
考

え
ま
す
が
、
県
民
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
ど
の
地
域
で
も
同
じ
よ
う
な

形
で
健
診
を
受
け
ら
れ
る
環
境
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
島
根
県
に

は
、
地
域
に
よ
る
受
診
環
境
の
偏
在
を
是
正
す
る
た
め
の
取
組
を
お
願
い

し
ま
す
。
 

  

（
健
康
推
進
課
）
 

 
市
町
村
に
よ
っ
て
、
マ
ン
パ
ワ
ー
や
予
算
規
模
、
ま
た
、
が
ん
の
罹
患
や
死
亡
の

状
況
が
異
な
る
た
め
、
が
ん
検
診
等
を
一
律
に
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
 

 
し
か
し
な
が
ら
、
住
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
特
定
検
診
と
同
時
に
が
ん
検
診
を
実

施
す
る
な
ど
、
受
診
率
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
市
町
村
も
あ
り
ま
す
の
で
、
県
と
し

て
市
町
村
担
当
者
会
議
等
で
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

今
後
も
市
町
村
と
連
携
し
、
住
民
の
方
が
が
ん
検
診
を
受
け
や
す
い
体
制
整
備
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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第
５
章
 
第
２
節
 
１
が
ん
 

【
施
策
の
方
向
】
 

（
１
）
が
ん
予
防
（
発
生
リ
ス
ク
の
低
減
、
早
期
発
見
・
早
期
受
診
）
 

 （
保
険
者
協
議
会
）
 

・
毎
年
度
に
お
い
て
、
市
町
村
が
主
体
と
し
て
行
っ
て
い
る
特
定
健
診
の
集

団
健
診
に
つ
い
て
は
、
地
域
に
よ
り
「
が
ん
検
診
」
を
同
時
に
受
診
で
き

る
が
、
同
時
に
受
診
で
き
な
い
地
域
も
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
受
診
で
き

て
も
、
が
ん
検
診
の
種
別
が
１
種
類
と
少
な
い
地
域
が
あ
る
。
特
定
健
診

と
が
ん
検
診
の
受
診
率
向
上
や
受
診
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
特
定
健

診
と
が
ん
検
診
の
同
時
実
施
の
推
進
に
つ
い
て
、
島
根
県
の
統
括
的
な
支

援
を
お
願
い
す
る
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

市
町
村
に
よ
っ
て
、
マ
ン
パ
ワ
ー
や
予
算
規
模
、
ま
た
、
が
ん
の
罹
患
や
死
亡
の

状
況
が
異
な
る
た
め
、
が
ん
検
診
等
を
一
律
に
実
施
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
 

 
し
か
し
な
が
ら
、
住
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
特
定
検
診
と
同
時
に
が
ん
検
診
を
実

施
す
る
な
ど
、
受
診
率
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
市
町
村
も
あ
り
ま
す
の
で
、
県
と
し

て
市
町
村
担
当
者
会
議
等
で
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

今
後
も
市
町
村
と
連
携
し
、
住
民
の
方
が
が
ん
検
診
を
受
け
や
す
い
体
制
整
備
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
 

 

26
 

第
５
章
 
第
２
節
 
８
感
染
症
に
対
す
る
医
療
［
感
染
症
予
防
計
画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
は
発
生
早
期
か
ら
の
対
応
が
求
め
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
い
う
「
平
時
の
検
査
実
施
体
制
の
充
実
」
と
い
う
の
は
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
 

・
発
生
早
期
と
い
う
こ
と
は
、
患
者
隔
離
の
た
め
の
感
染
症
病
床
の
確
保
が

必
要
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
よ
り
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
て
も
ら
う
と
よ

い
。
 

      

（
感
染
症
対
策
室
）
 

新
興
感
染
症
の
発
生
早
期
の
段
階
に
お
け
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
の
役
割
は
、

新
興
感
染
症
患
者
（
疑
い
例
も
含
む
）
に
対
す
る
入
院
医
療
、
発
熱
外
来
（
診
療
・

検
体
採
取
）
を
主
に
想
定
し
て
い
ま
す
。
発
生
早
期
の
検
査
体
制
に
つ
い
て
は
、
主

に
県
保
健
環
境
科
学
研
究
所
が
担
う
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
新
興
感
染
症
の
発
生

に
備
え

た
県

保
健
環
境

科
学

研
究
所

の
検
査
体

制
の

整
備

に
取
り

組
む

こ
と
と

し

て
い
ま
す
。
 

病
床
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
新
興
感
染
症
に
備
え
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
で
確

保
し

た
規
模
と

同
等

の
病
床

を
速
や
か

に
確

保
で

き
る
よ

う
県

内
の
病

院

と
協
定
締
結
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

実
際
に
新
興
感
染
症
が
発
生
し
た
際
に
は
、
確
保
し
た
病
床
に
円
滑
に
入
院
が
で

き
る
よ
う
入
院
調
整
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
地
域
で
の
感
染
拡
大
の
フ
ェ
ー

ズ
な
ど
の
実
情
に
応
じ
、
入
院
対
象
者
等
の
範
囲
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
患
者
の
療

養
先
の
振
り
分
け
や
入
院
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
発
生
し
た
新
興
感
染
症
が
、
事
前
の
想
定
と
は
大
き
く
異
な
る
事
態
と
な

っ
た
場
合
は
、
そ
の
特
性
に
合
わ
せ
て
協
定
の
内
容
を
見
直
す
な
ど
、
実
際
の
状
況

に
応
じ
た
機
動
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
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第
５
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第
２
節
 
９
地
域
医
療
（
医
師
確
保
等
に
よ
る
へ
き
地
医
療
の
体

制
確
保
）
 

７
）
通
院
手
段
の
確
保
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
通
院
手
段
の
確
保
に
併
せ
て
下
記
内
容
を
追
記
す
る
こ
と
。
 

『
誰
１
人
取
り
残
さ
な
い
地
域
医
療
を
支
援
す
る
た
め
に
、
巡
回
診
療
や

へ
き
地
診
療
所
へ
の
受
診
困
難
な
無
医
地
区
・
準
無
医
地
区
に
居
住
す
る

高
齢
者
へ
の
医
療
支
援
に
つ
い
て
、
保
健
所
及
び
市
町
村
と
検
討
を
進
め

ま
す
』
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

各
地
域
で
一
次
医
療
の
維
持
・
確
保
の
た
め
に
必
要
な
方
策
を
、
医
療
機
関
、
医

師
会
、
歯
科
医
師
会
な
ど
関
係
団
体
と
市
町
村
、
県
が
連
携
し
検
討
を
進
め
て
い
く

こ
と
と
し
て
お
り
、
本
計
画
に
お
い
て
【
施
策
の
方
向
】（

１
）
２
）
①
（
P.
17
4）

に
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
で
す
。
 

無
医
地
区
・
準
無
医
地
区
に
居
住
す
る
高
齢
者
へ
の
医
療
支
援
に
つ
い
て
も
、
そ

う
い
っ
た
場
を
活
用
し
て
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
５
章
 
第
２
節
 
９
地
域
医
療
（
医
師
確
保
等
に
よ
る
へ
き
地
医
療
の
体

制
確
保
）
 

 （
保
険
者
協
議
会
）
 

・
令
和
６
年
度
の
協
会
け
ん
ぽ
全
国
の
取
組
み
と
し
て
、
特
定
健
診
の
受
診

率
向
上
の
た
め
、
集
団
健
診
会
場
に
お
い
て
歯
科
検
診
を
オ
プ
シ
ョ
ン
で

実
施
す
る
が
、
島
根
県
内
の
健
診
機
関
に
お
い
て
は
、
歯
科
医
師
の
確
保

が
で
き
な
い
た
め
実
施
が
困
難
と
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
島
根
県
内
の
西

部
地
域
に
お
い
て
、
医
師
確
保
等
の
問
題
も
あ
る
が
、
特
定
健
診
と
歯
科

検
診
の
同
時
実
施
に
向
け
、
島
根
県
の
支
援
を
お
願
い
す
る
。
 

          

（
医
療
政
策
課
、
健
康
推
進
課
）
 

 
島
根
県
で
は
、
2
0
歳
代
、
40

歳
代
、
60

歳
代
で
の
進
行
し
た
歯
周
病
の
有
病
率

が
増
加
し
て
お
り
、
事
業
者
や
医
療
保
険
者
等
と
連
携
し
て
、
歯
科
健
診
（
検
診
）

及
び
特
定
健
診
、
歯
科
口
腔
保
健
指
導
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
と

考
え
て
い
ま
す
。
 

歯
科
医
師
の
確
保
や
、
特
定
健
診
と
歯
科
検
診
の
同
時
実
施
を
含
め
た
歯
科
検
診

の
実
施
体
制
に
つ
い
て
、
歯
科
医
師
会
等
関
係
者
と
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
５
章
 
第
２
節
 
９
地
域
医
療
（
医
師
確
保
等
に
よ
る
へ
き
地
医
療
の
体

制
確
保
）
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
過
疎
化
が
進
む
地
域
で
は
、
医
療
機
関
の
減
少
は
地
域
存
亡
に
か
か
わ
る

課
題
で
あ
り
、
行
政
や
医
師
会
等
の
関
係
者
が
連
携
し
、
将
来
を
見
据
え

た
取
組
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
県
内
の
好
事
例
を
共
有
し
、
県
全
体
で

歩
調
を
合
わ
せ
た
取
組
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
過
疎
化
が
進
む
中
山
間
地
域
・
離
島
を
中
心
に
、
開
業

医
の
高
齢
化
・
後
継
者
不
足
等
に
よ
る
診
療
所
数
の
減
少
が
進
ん
で
お
り
、
在
宅
医

療
を
含
む
一
次
医
療
の
維
持
・
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
 

各
地
域
に
お
い
て
は
、
将
来
の
人
口
推
計
や
医
療
介
護
需
要
推
計
を
踏
ま
え
た
医

療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
医
療
・
介
護
関
係
者
や
市
町

村
等
と
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
令
和
４
年
度
に
は
、
島
根
県
医
師
会
の
ご
協
力
に
よ
り
、
県
内

14
の
医

療
・
介

護
関

係
団
体
が

参
画

す
る
在

宅
医
療
介

護
連

携
推

進
事
業

研
究

会
を
設

置

し
、
在
宅
医
療
に
関
す
る
現
状
と
課
題
の
整
理
や
人
材
育
成
、
情
報
発
信
に
取
り
組

ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
 

県
と
し
ま
し
て
も
、
在
宅
医
療
に
携
わ
る
関
係
職
種
間
の
連
携
を
さ
ら
に
推
進
す

る
た
め
の
研
修
会
等
を
引
き
続
き
実
施
し
、
県
内
の
好
事
例
を
共
有
す
る
機
会
と
す

る
な
ど
、
ご
意
見
も
参
考
に
し
な
が
ら
必
要
な
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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12

在
宅
医
療
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
数
値
目
標
で
あ
る
訪
問
看
護
師
数
を
現
状
の

46
0.
3
人
（
令
和
５
年
度
）

か
ら

52
0.
0
人
（
令
和
８
年
度
）
へ
増
加
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
根
拠
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
 

          

（
高
齢
者
福
祉
課
）
 

訪
問
看
護
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
創
生
計
画
の

KP
I
と
同
様
の

15
人
／
年
程
度

を
利
用
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。
 

創
生
計
画
の

R6
年
度
目
標
値
は

49
0
人
で
あ
り
、
R8

年
度
に
つ
い
て
は
１
５
人

×
２
年
を
加
算
し
た

52
0
人
と
し
て
い
ま
す
。
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12

在
宅
医
療
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
在
宅
医
療
を
担
う
医
師
に
加
え
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
も
地
域
偏

在
が
あ
り
、
地
域
ご
と
に
様
々
な
課
題
が
あ
る
。
関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
を
進
め
、
話
し
合
い
の
場
で
の
意
見
交
換
を
通
し
て
、
県

全
体
で
在
宅
医
療
を
支
え
る
仕
組
み
が
必
要
。
 

 

（
医
療
政
策
課
・
高
齢
者
福
祉
課
）
 

県
内
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数
は
徐
々
に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

約
2/
3
が
松
江
・
出
雲
圏
域
内
に
あ
り
、
中
山
間
地
域
・
離
島
に
は
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
数
が
少
な
く
、
地
域
偏
在
が
生
じ
て
い
ま
す
。
 

在
宅

医
療
を

含
め
た

一
次

医
療
の

確
保
や
医

療
と

介
護
の

連
携

強
化
等

に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
二
次
医
療
圏
単
位
で
の
取
組
を
進
め
る
と
と
も
に
、
住
民
に
よ
り

身
近
な
市
町
村
を
主
体
と
し
た
議
論
が
進
む
よ
う
、
必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。
 

な
お
、
訪
問
看
護
の
充
実
に
向
け
て
は
、
島
根
県
医
師
会
、
島
根
県
看
護
協
会
、

島
根
県

訪
問

看
護
ス
テ

ー
シ

ョ
ン
協

会
等
を
構

成
団

体
と

す
る
島

根
県

訪
問
看

護

支
援
検
討
会
を
核
と
し
、
島
根
県
訪
問
看
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
具
体
的
な
活
動
に
つ

な
げ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
県
内
在
宅
医
療
・
介
護
の
連
携
推
進
に
つ
い
て
は
、
島
根
県
医
師
会
に
事

業
委
託
を
し
て
研
修
等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
さ
ら
な
る
推
進
に
向
け
て
既
存
の

会
議
な
ど
を
活
用
し
関
係
機
関
か
ら
の
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
仕
組
み
づ
く
り

の
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
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 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
県
は
「
市
町
村
を
主
体
と
し
た
議
論
を
支
援
」
と
あ
る
が
、
医
療
資
源
が

限
ら
れ
る
市
町
村
に
と
っ
て
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
 

・
ま
た
、
市
町
村
の
枠
組
み
を
越
え
た
広
域
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
保
健

所
を
含
め
て
県
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
図
る
こ
と
が
必
要
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

島
根
県
保
健
医
療
計
画
で
は
、
地
域
に
密
着
し
た
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
一
次
医
療
圏
を
市
町
村
単
位
と
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。
 

近
年
、
中
山
間
地
域
・
離
島
を
中
心
に
、
開
業
医
の
高
齢
化
・
後
継
者
不
足
等
に

よ
り
診
療
所
数
が
減
少
し
、
一
次
医
療
の
維
持
・
確
保
が
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
域
で
の
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
市
町

村
ご
と
で
の
議
論
を
一
層
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
ま
す
。
 

特
に
、
医
療
資
源
が
限
ら
れ
る
市
町
村
で
は
、
近
隣
自
治
体
と
連
携
し
た
検
討
・

取
組
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
県
と
し
て
も
関
係
機
関
と
の
調
整
等
、
必
要
な
支

援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

ま
た
、
県
で
は
こ
れ
ま
で
、
保
健
所
を
中
心
と
し
て
、
二
次
医
療
圏
ご
と
に
医
療
提

供
体
制
の
構
築
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
ご
意
見
に
あ
る
よ
う
な
市
町
村
の
枠
組
み
を

超
え
た
広
域
的
な
医
療
連
携
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
医
療
、
介
護
、
行
政
等
の

関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
等
を
活
用
し
て
議
論
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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５
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２
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医
療
 

（
１
）
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
構
築
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
資
源
を
増
や
し
て
い

く
た
め
の
方
策
が
「
連
携
」、
「
体
制
整
備
」
な
ど
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

具
体
的
な
人
材
確
保
に
向
け
た
事
業
な
ど
を
示
す
べ
き
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

訪
問
診
療
を
実
施
す
る
医
科
及
び
歯
科
診
療
所
の
維
持
・
確
保
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
関
係
団
体
と
連
携
し
、
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
確
保
や
負
担
軽
減

の
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
を
新
た
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
普
及
啓
発
や
研
修
の
受
講
支
援
、

訪
問
看
護
に
お
け
る
活
用
の
推
進
等
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

な
お
、
職
種
ご
と
の
人
材
確
保
に
向
け
た
取
組
等
に
つ
い
て
は
、「

第
７
章
 
保
健

医
療
従
事
者
の
確
保
・
育
成
」
で
よ
り
具
体
的
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
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第
５
章
 
第
２
節
 
12

在
宅
医
療
 

（
２
）
退
院
支
援
 

 （
島
根
県
医
師
会
、
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
計
画
に
は
、
「
関
係
者
間
で
の
情
報
共
有
が
重
要
で
す
。
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
お
互
い
の
機
関
の
ニ
ー
ズ
に
マ
ッ
チ
し
た
情
報
が
標
準
化
さ

れ
た
形
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
今
般
の
診
療
報
酬
の
ト
リ

プ
ル
改
定
に
お
い
て
も
、
今
後
は
そ
の
「
標
準
化
」
を
進
め
て
い
く
こ
と

が
必
須
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
関
係
者
間
で
の
標
準
化
さ
れ
た
情
報
の

共
有
が
重
要
で
す
。
」
と
す
べ
き
。
 

            

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
退
院
支
援
等
の
場
に
お
い
て
、
関
係
者
間
で
標
準
化
さ

れ
た
情
報
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
円
滑
な
連
携
が
進
む
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。
 

県
で
は
こ
れ
ま
で
、「

島
根
県
入
退
院
連
携
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
活
用
、
各
圏
域
に

お
け
る
入
退
院
調
整
ル
ー
ル
の
議
論
促
進
等
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

圏
域
を
越
え
た
医
療
連
携
が
進
む
中
、
よ
り
広
域
で
の
情
報
共
有
に
課
題
も
生
じ
て

い
ま
す
。
 

今
後
、
よ
り
ス
ム
ー
ズ
な
入
退
院
支
援
や
連
携
体
制
の
構
築
に
向
け
て
現
状
把
握

や
課
題
整
理
を
進
め
、
情
報
の
標
準
化
を
含
め
、
必
要
な
施
策
に
つ
い
て
検
討
し
て

ま
い
り
ま
す
。
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在
宅
医
療
 

（
３
）
日
常
の
療
養
支
援
 

 （
島
根
県
医
師
会
、
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
入
院
療
養
か
ら
円
滑
な
在
宅
療
養
へ
の
移
行
に
お
い
て
は
、「

移
行
期
訪
問

看
護
」
等
外
泊
を
含
め
た
入
院
中
か
ら
の
連
携
が
よ
り
必
要
と
な
る
と
思

わ
れ
る
た
め
、
次
の
と
お
り
修
正
す
べ
き
。
 

「
●

 
病

院
の

退
院

時
か

ら
訪

問
看

護
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
と
の

連
携

を
深

め
、
在
宅
医
療
に
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
病
院
看
護
師
と
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
の
人
材
育
成
を
目
的
に
、
短
期
間
の
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
相
互
研
修
、
長
期
間
の
訪
問
看
護
出
向
研
修
な
ど
、
関
係
者

の
協
力
に
よ
り
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。」

 

 
→
 
「
●
 
病
院
の
入
院
中
か
ら
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
を

深
め
、
在
宅
医
療
に
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
病
院
看
護
師
と
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
看
護
師
の
人
材
育
成
を
目
的
に
、
短
期
間
の
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
相
互
研
修
、
長
期
間
の
訪
問
看
護
出
向
研
修
な
ど
、
関
係

者
の
協
力
に
よ
り
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。」

 

              

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
の
あ
っ
た
文
章
に
つ
い
て
は
、
病
院
看
護
師
と
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
看
護
師
が
、
一
定
期
間
、
他
の
医
療
機
関
で
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
で
、
退
院
支

援
・
在
宅
療
養
支
援
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
相
互
理
解
の
促
進
、
連
携
の
強
化
に
つ
な

げ
る
こ

と
等

を
目
的
と

し
た

研
修
事

業
に
取
り

組
ん

で
い

る
こ
と

を
記

載
し
た

も

の
で
す
。
 

一
方
、
ご
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
入
院
医
療
機
関
に
は
、
入
院
初
期
か
ら
退
院
後

の
生
活
を
見
据
え
た
退
院
支
援
を
開
始
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、
医
療
機
関
へ
の
研
修
事
業
等
を
検
討
す
る
際
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
 

な
お
、
文
中
の
「
在
宅
医
療
」
は
入
院
医
療
と
の
対
比
と
し
て
表
現
し
て
い
ま
す
。 
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【
各
圏
域
の
状
況
】
 

 （
島
根
県
医
師
会
、
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
県
央
保
健
所
の
調
査
に
お
い
て
は
、
AC
P
が
実
施
で
き
て
い
な
い
理
由
と

し
て
、
文
中
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
20
22

年
度
日
本
介
護
医

療
院
調
査
で
は

AC
P
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
本
人
参
加
は

2,
24
9
回
の
う

ち
13
6
回
の
参
加
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
あ
る
。「

本
人
の
意
思

決
定
が
基
本
」
で
あ
る
の
に
、
本
人
参
加
が
で
き
な
け
れ
ば
本
来
の

AC
P

に
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
施
設
で
は

AC
P
は
実
施
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。
介
護
医
療
院
の
結
果
こ
そ
が
、
施
策
の
方
向
⑤
に
記
載
さ
れ
て
い

る
「
元
気
な
う
ち
か
ら
」
の
必
要
性
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
う
い

っ
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
れ
ば
、
よ
り
施
策
の
方
向
の
説
得
力
が
増
す
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

 

（
県
央
保
健
所
、
医
療
政
策
課
）
 

介
護
医
療
院
で
の
調
査
結
果
を
ご
教
示
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

実
施
の
場
へ
の
本
人
参
加
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
と
、
更
に
は
施
設
入
所
の
段
階

で
は
、
既
に
自
身
の
意
志
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
も
示
唆

し
て
お
り
、
元
気
な
う
ち
か
ら
、
本
人
家
族
と
終
末
期
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
お
く

こ
と
の
重
要
性
が
表
れ
て
い
る
結
果
で
あ
る
と
推
察
し
ま
し
た
。
 

大
田
圏
域
に
お
け
る
調
査
、
介
護
医
療
院
で
の
調
査
の
い
ず
れ
も
Ａ
Ｃ
Ｐ
普
及
啓

発
の
重
要
性
を
示
し
て
お
り
、
具
体
的
な
方
策
を
関
係
機
関
で
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

 
記
載
に
つ
き
ま
し
て
は
、
圏
域
記
載
欄
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
素
案
の
と
お
り

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
関
係
機
関
と
共
有
し
、
圏
域

に
お
け
る
Ａ
Ｃ
Ｐ
普
及
啓
発
の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
第
６
章
「
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
」
は
、
県
民
の
健
康
長
寿
を
実
現
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
県
民
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
内
容
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。
よ
り
分
か
り
や
す
い
解
説
資
料
を
作
成
し
て
各
種
出
前
講
座
や
学

校
等
で
配
布
し

PR
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 

         

（
健
康
推
進
課
）
 

県
民

の
皆
さ

ま
に
理

解
し

て
い
た

だ
け
る
よ

う
工

夫
を
し

た
計

画
の
ダ

イ
ジ
ェ

ス
ト
版
を
作
成
し
、
啓
発
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の
推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計

画
］
 

（
1）

住
民
主
体
の
地
区
ご
と
の
健
康
づ
く
り
活
動
の
促
進
～
推
進
す
べ
き
柱

1 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・「
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
協
議
会
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村
は

18
市
町
村

と
増
加
し
て
お
り
･･
･」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
合
併
後
何
年
と
の
比
較

な
の
か
。
現
在
、
19

市
町
村
の
う
ち
、
未
設
置
の
市
町
村
が
あ
る
と
い
う

こ
と
か
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

平
成
の
大
合
併
（
平
成

11
～
平
成

22
年
）
後
、
2
年
後
の
平
成

24
年
（
20
12
）

年
度

15
市
町
村
と
の
比
較
で
す
。
 

な
お
、
協
議
会
未
設
置
の
市
町
村
で
も
地
区
で
の
健
康
づ
く
り
の
組
織
化
が
さ
れ

て
い
ま
す
。
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第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の
推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
公
民
館
で
様
々
な
健
康
づ
く
り
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
参
加
者
は
ど
の

活
動
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、
個
別
に
参
加

の
お
誘
い
を
す
る
こ
と
も
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

現
状
を
お
伝
え
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
 

市
町
村
で
は
、
公
民
館
単
位
の
地
区
組
織
に
住
民
の
健
康
づ
く
り
組
織
を
設
け
て

推
進
を
図
っ
て
い
る
市
町
村
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
社
会
資
源
等
様
々

な
状
況
が
あ
り
ま
す
の
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き

ま
す
。
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第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の
推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
県
民
に
健
康
づ
く
り
へ
の
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、

施
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
環
境
整
備
は
重
要

で
あ
る
が
、
特
に
、
県
民
の
健
康
意
識
の
向
上
や
、
生
活
習
慣
の
改
善
に

向
け
た
意
識
づ
け
に
つ
い
て
、
有
効
な
施
策
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

    

（
健
康
推
進
課
）
 

県
民
に
健
康
づ
く
り
へ
の
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
健
康
長
寿
し
ま
ね
推

進
会
議
を
母
体
に
様
々
な
機
会
を
通
じ
て
周
知
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
 

今
の
健
康
づ
く
り
に
何
か
１
つ
取
り
組
み
を
付
け
加
え
る
「
＋
１
（
プ
ラ
ス
ワ
ン
）

活
動
」
と
し
て
、
3
つ
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
「
あ
と
塩
分
マ
イ
ナ
ス
１
ｇ
」「

あ
と
野

菜
プ
ラ
ス

70
ｇ
」「

あ
と

10
分
！
あ
と

1,
00
0
歩
！
す
き
ま
時
間
に
 
ち
ょ
い
ト
レ

チ
ャ
レ
ン
ジ
」
を
作
成
し
、
生
活
習
慣
の
改
善
に
向
け
た
意
識
づ
け
を
引
き
続
き
行

っ
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の
推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
が
ん
啓
発
サ
ポ
ー
タ
ー
が

1
3
人
、
８
団
体
と
あ
る
が
、
こ
の
団
体
と
は
何

を
指
し
て
い
る
の
か
。
各
事
業
所
な
の
か
、
福
祉
関
係
、
経
済
団
体
等
総

枠
な
の
か
伺
い
た
い
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
啓
発
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
団

体
と
し
て
が
ん
サ
ロ
ン
な
ど
も
あ
る
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

県
で
は
、
が
ん
の
知
識
や
自
ら
の
が
ん
の
経
験
を
活
か
し
た
啓
発
活
動
を
行
う
意

志
の
あ
る
方
に
「
が
ん
検
診
啓
発
サ
ポ
ー
タ
ー
」
に
登
録
い
た
だ
き
、
県
や
市
町
村

の
啓
発
活
動
に
協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
 

記
載
し
て
い
る
「
団
体
」
に
は
、「

が
ん
検
診
啓
発
サ
ポ
ー
タ
ー
」
と
し
て
、
登
録

い
た
だ
い
て
い
る
、
が
ん
サ
ロ
ン
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
事
業
所
等
が
あ
り
ま
す
。 
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第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の
推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
」
と
は
、
補
助
制
度
を
活
用
し
て
地
域
の
活
性
化
を

目
指
す
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。
確
か
に
地
域
住
民
の
健
康
あ
っ
て
こ
そ

だ
と
思
う
。
健
康
づ
く
り
は
必
要
で
あ
る
の
で
、
一
体
化
を
図
り
健
康
長

寿
の
島
根
を
目
指
し
て
も
ら
い
た
い
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

「
小
さ
な
拠
点
づ
く
り
」
等
、
地
域
と
関
り
の
あ
る
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
健
康
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
第
１
節
 
健
康
長
寿
し
ま
ね
の
推
進
［
健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計

画
］
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・「
タ
バ
コ
病
に
よ
る
早
死
に
を
無
く
す
る
た
め
の
取
り
組
み
」
を
よ
り
い
っ

そ
う
進
め
て
い
く
こ
と
。
 

・「
受
動
喫
煙
の
危
害
ゼ
ロ
の
施
策
」
を
よ
り
い
っ
そ
う
進
め
て
い
く
こ
と
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

島
根
県
で
は
、
た
ば
こ
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成

16
年

2
月
に
「
島
根
県
た

ば
こ
対
策
指
針
」
を
策
定
し
、「

20
歳
未
満
の
者
の
喫
煙
防
止
」、
「
受
動
喫
煙
防
止
」、

「
禁
煙
サ
ポ
ー
ト
」
、「

普
及
啓
発
」
を
４
つ
の
柱
と
し
た
取
組
を
、
関
係
機
関
と
連

携
し
て
進
め
て
い
ま
す
。
 

健
康
長
寿
し
ま
ね
推
進
計
画
の
基
本
目
標
で
あ
る
健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
、
引

き
続
き
、
喫
煙
率
低
下
の
た
め
の
取
組
や
、
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め

の
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね
の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
不
登
校
の
児
童
・
生
徒
は
、
自
ら
健
康
の
た
め
の
行
動
を
と
る
こ
と
が
難

し
い
。
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
が
増
え
て
い
る
中
、
ど
の
よ
う
に
介
入
し
て

い
く
の
か
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

学
校
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
支
援
者
も
家
庭
と
つ
な
が
る
こ
と
で
、
そ
の
児
童
生

徒
の
個
々
に
あ
っ
た
形
で
情
報
を
発
信
し
、
行
動
変
容
に
つ
な
が
る
よ
う
支
援
し
て

ま
い
り
ま
す
。
ご
意
見
を
参
考
に
推
進
に
努
め
ま
す
。
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第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね
の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
案
内
が
十
分
に
届
い
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
。
子
ど
も
に
よ
っ
て
は
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
顔
を
知
ら
な
い
と

い
う
話
も
聞
く
。
せ
っ
か
く
の
制
度
で
あ
る
の
で
、
活
用
が
よ
り
進
む
と

よ
い
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
さ
ら
な
る
活
用
に
向
け
て
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会
等
で
ス
ク

ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
紹
介
し
た
り
、
授
業
等
で
心
理
教
育
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と

で
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
顔
が
見
え
る
関
係
づ
く
り
に
努
め
る
よ
う
市
町
村

に
周
知
す
る
ほ
か
、
相
談
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
抵
抗
感
を
減
ら
す
た
め
に
、
教

員
に
対
し
て
相
談
し
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
を
行
う
よ
う
啓
発
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね
の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
妊
娠
に
関
す
る
知
識
に
つ
い
て
、
教
育
現
場
で
は
様
々
な
制
約
が
あ
り
教

え
に
く
い
。
一
方
で
、
教
科
書
を
読
む
だ
け
で
は
十
分
に
伝
わ
ら
な
い
こ

と
も
あ
る
た
め
、
必
要
な
知
識
を
ど
の
よ
う
に
埋
め
て
い
く
か
検
討
が
必

要
。
 

      

（
健
康
推
進
課
）
 

教
育
分
野
だ
け
で
な
く
医
療
や
保
健
等
の
分
野
も
協
力
を
し
、
学
校
に
お
け
る
指

導
の
充
実
を
促
進
し
ま
す
。
特
に
妊
娠
前
か
ら
の
健
康
管
理
（
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ

ン
ケ
ア
）
の
視
点
か
ら
啓
発
で
き
る
よ
う
連
携
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね
の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計

画
］
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
子

育
て

世
代
包

括
支

援
セ
ン

タ
ー

か
ら

の
情

報
が

地
域
へ

届
い

て
い

な

い
。
子
ど
も
と
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
民
間
事
業
者
に
対
し
て
、
公
民
館

を
経
由
す
る
な
ど
し
て
、
情
報
を
提
供
し
て
も
ら
う
と
様
々
な
関
わ
り
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

今
後
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
を
目
指
す
う
え
で
、
具
体

的
な
１
つ
の
手
段
と
し
て
ご
意
見
を
参
考
に
い
た
し
ま
す
。
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第
６
章
 
第
２
節
 
健
や
か
親
子
し
ま
ね
の
推
進
［
健
や
か
親
子
し
ま
ね
計

画
］
 

 （
市
町
村
）
 

・
「
企
業
に
は
不
妊
治
療
に
つ
い
て
の
理
解
促
進
や
仕
事
を
し
な
が
ら
不

妊

治
療
を
受
け
る
上
で
の
相
談
窓
口
の
周
知
や
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
」
と
あ
る
が
、「

企
業
に
対
す
る
相
談
窓
口
」
と
の
捉
え
で
間
違
い
な

い
か
。
 

 

（
健
康
推
進
課
）
 

不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
に
関
す
る
相
談
窓
口
と
し
て
、
島
根
産
業
保
健
総

合
支
援
セ
ン
タ
ー
（
さ
ん
ぽ
セ
ン
タ
ー
）
や
し
ま
ね
妊
娠
・
出
産
相
談
セ
ン
タ
ー
な

ど
が
あ
り
、
企
業
や
当
事
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
相
談
窓

口
を
企
業
に
周
知
し
、
不
妊
治
療
へ
の
理
解
促
進
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成
［
医
師
確
保
計
画
］
 

４
医
師
確
保
の
方
針
・
施
策
の
方
向
 
（
６
）
施
策
の
方
向
 

 （
市
町
村
）
 

・
医
師
偏
在
へ
の
対
応
、
機
能
分
化
・
相
互
連
携
に
対
す
る
具
体
的
取
組
に

つ
い
て
明
記
さ
れ
た
い
。
P3
88
(4
)「

医
師
確
保
の
方
針
」
で
、
表

7-
1-
14

に
「
医
師
の
地
域
偏
在
や
診
療
科
偏
在
へ
の
対
応
」
の
記
述
が
あ
り
、
ま

た
、
表

7-
1-
15

に
医
師
多
数
区
域
で
は
「
機
能
分
化
と
相
互
連
携
に
よ
り

効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
」
と
あ
る
が
、
必
要
な
医
師
数
が

確
保
さ
れ
て
も
、
機
能
分
化
や
相
互
連
携
の
調
整
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
偏

在
の
解
消
は
難
し
い
と
考
え
る
。「

施
策
の
方
向
」
お
い
て
も
偏
在
解
消
に

向
け
た
取
組
と
し
て
機
能
分
化
や
相
互
連
携
等
を
明
記
し
、
調
整
を
行
う

こ
と
。
 

（
医
療
政
策
課
）
 

医
療
機
関
の
機
能
分
化
や
連
携
に
つ
い
て
は
、
第
５
章
第
１
節
１
．
医
療
連
携
体

制
の
構
築
（
P.
37
～
）
を
中
心
に
記
載
し
て
お
り
、
二
次
医
療
圏
で
開
催
さ
れ
て
い

る
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
等
に
よ
り
、
将
来
に
向
け
た
医
療
機
関
間
の
連
携
と
役

割
分
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
な
ど
明
記
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成
［
医
師
確
保
計
画
］
 

 （
保
険
者
協
議
会
）
 

・
医
師
不
足
解
消
に
向
け
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
地
域
の

状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
医
師
確
保
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

４
(６

)施
策
の
方
向
（
P.
39
0～

）
に
記
載
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
実
施

し
て
き

た
取

組
を
引
き

続
き

実
施
し

て
ま
い
り

ま
す

。
加

え
て
総

合
診

療
医
の

育

成
・
確
保
や
医
師
の
働
き
方
改
革
を
踏
ま
え
た
医
療
従
事
者
の
勤
務
環
境
の
改
善
、

子
育
て
支
援
等
を
強
化
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

引
き
続
き
、
他
の
都
道
府
県
の
施
策
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
関
係
機
関
と
連
携
し

医
師
確
保
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
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第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成
［
医
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
二
次
医
療
圏
ご
と
に
医
師
偏
在
指
標
を
算
出
し
て
い
る
が
、
実
際
に
、
医

師
多
数
区
域
で
あ
っ
て
も
、
深
刻
な
医
師
不
足
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
地

域
が
あ
る
。
実
態
が
き
ち
ん
と
伝
わ
る
よ
う
、
よ
り
具
体
的
に
記
載
す
べ

き
。
 

       

（
医
療
政
策
課
）
 

厚
生
労
働
省
の
医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
統
計
で
は
、
本
県
の
医
師
数
は
増
加

し
て
い
ま
す
が
、
面
積
あ
た
り
の
医
師
数
密
度
を
見
る
と
、
出
雲
圏
域
以
外
の
す
べ

て
の
圏
域
で
全
国
を
下
回
っ
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
65

歳
以
上
の
医
師
の
割
合
が
、
特
に
診
療
所
医
師
に
増
え
て
き
て
お
り
、

高
齢
化
も
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

さ
ら
に
、
県
内
の
病
院
及
び
公
立
診
療
所
を
対
象
と
し
た
勤
務
医
師
実
態
調
査
に

お
い
て
も
、
常
勤
医
師
数
は
近
年
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
高
齢
化
が
進
行
し
、

診
療
科
偏
在
、
圏
域
ご
と
の
偏
在
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
、

３
(1
)現

状
と
課
題
（
P.
36
6～

）、
そ
れ
ぞ
れ
の
圏
域
に
つ
い
て
は
、
７
.各

圏
域
の

現
状
、
課
題
（
P.
4
04
～
）
に
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

医
師
多
数
区
域
に
お
い
て
も
、
医
師
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区
域
が
あ
る
こ
と
も

十
分
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
県
独
自
に
医
師
少
数
ス
ポ
ッ
ト
を
設
定
し
、
医
師

少
数
区
域
と
同
様
に
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
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第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成
［
医
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
地
域
枠
・
地
元
出
身
者
枠
の
医
師
が
十
分
に
期
待
に
沿
っ
た
活
躍
が
で
き

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
地
域
で
勤
務
し
て
も
ら
う
よ

う
、
も
う
少
し
強
く
働
き
か
け
ら
れ
る
よ
う
取
組
が
必
要
で
あ
る
。
 

          

（
医
療
政
策
課
）
 

県
と

大
学
は

、
必
要

な
地

域
枠
を

地
域
医
療

支
援

会
議
の

協
議

を
経
た

上
で
設

置
・
増
員
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
も
、
義
務
履
行
の
従
事
年
数
等
に
つ
い
て
は
奨

学
金
の

返
還

免
除
条
件

と
し

て
設
定

し
て
い
ま

し
た

が
、

令
和
４

年
度

入
学
か

ら

は
、
出
願
要
件
に
お
い
て
も
従
事
年
数
を
明
記
し
、
限
定
的
な
離
脱
要
件
を
設
定
す

る
な
ど
制
度
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
４
(６

)２
）
キ
ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
卒
前
支
援
プ

ラ
ン
の
運
用
（
P.
39
1）

に
記
載
し
て
い
る
と
お
り
、
令
和
４
年
度
策
定
し
た
地
域
枠

等
の
学
生
を
対
象
と
し
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
卒
前
支
援
プ
ラ
ン
を
活
用
し
、
大
学
や
医

療
機
関
と
連
携
し
て
各
種
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
医
療

に
貢
献
す
る
キ
ャ
リ
ア
を
描
け
る
よ
う
支
援
し
ま
す
。
 

さ
ら
に
、
し
ま
ね
地
域
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
令
和
元
年
度
に
策
定
し
た
キ

ャ
リ
ア
形
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
な
が
ら
、
専
任
医
師
と
と
も
に
対
象
医
師
と
面

談
し
、
医
師
少
数
区
域
等
を
含
め
た
県
内
医
療
機
関
で
の
義
務
履
行
や
臨
床
・
専
門

研
修
の
選
択
な
ど
の
将
来
計
画
（
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
）
の
作
成
を
進
め
、
効
果
的
な

配
置
調
整
を
行
う
こ
と
で
医
師
の
偏
在
是
正
に
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。
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第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成
［
医
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
島
根
県
で
は
、
国
が
示
す
医
師
偏
在
指
標
の
算
定
式
を
当
て
は
め
る
の
は

無
理
が
あ
る
。
医
師
多
数
区
域
で
あ
っ
て
も
実
数
と
し
て
は
不
足
し
て
い

る
な
ど
、
人
口
が
少
な
く
面
積
が
広
い
島
根
県
で
は
、
実
効
性
の
あ
る
計

画
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
県
独
自
の
考
え
方
を
整
理
す
る
な
ど

検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

国
が
示
す
医
師
偏
在
指
標
の
算
定
式
に
は
、
全
国
ベ
ー
ス
で
医
師
の
多
寡
を
統
一

的
・
客
観
的
に
比
較
・
評
価
し
た
指
標
で
、
へ
き
地
等
の
地
理
的
条
件
（
面
積
）
は

考
慮
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
 

従
い
ま
し
て
、
４
(３

)２
）
医
師
少
数
ス
ポ
ッ
ト
の
設
定
（
P.
38
7）

に
記
載
し
て

い
る
と
お
り
、
医
師
多
数
区
域
で
あ
っ
て
も
、
中
山
間
地
域
の
医
療
を
守
る
観
点
か

ら
面
積
や
地
域
の
実
情
を
考
慮
し
、
県
独
自
で
、
医
師
の
確
保
を
特
に
図
る
べ
き
区

域
を
医
師
少
数
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
設
定
し
、
対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
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第
７
章
 
第
１
節
 
医
師
の
確
保
・
育
成
［
医
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
総
合
診
療
医
の
育
成
は
重
要
で
あ
る
が
、
併
せ
て
臓
器
別
専
門
医
の
育
成

も
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
 

ま
た
、
国
が
示
す
医
師
確
保
計
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
島
根
県
に
当
て
は
め

る
の
は
や
や
無
理
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
則
っ
た
形
と
し
た
う
え
で
、
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
の
指
標
、
例
え
ば
、
開
業
医
の
年
齢
や
診
療
科
、
拠
点
病
院

ま
で
の
距
離
な
ど
の
分
布
を
踏
ま
え
た
医
師
の
偏
在
に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
。
 

    

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
指
摘
の
と
お
り
、
中
山
間
地
域
・
離
島
に
お
い
て
、
患
者
を
幅
広
く
診
察
す
る

総
合
診
療
医
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
県
内
の
医
療
提
供
体
制
を

確
保
す
る
た
め
に
は
、
高
度
・
専
門
的
な
医
療
を
担
う
臓
器
別
専
門
医
の
養
成
は
非

常
に
重
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
専
門
医
制
度
に
お
い
て
、
県
内
の
専
門
研
修
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
研
修
を
始
め
る
専
攻
医
は
、
令
和
５
年
度
は

40
人
、
令
和
６
年
度
は

57

人
（
見
込
）
と
増
え
て
き
て
お
り
、
４
(６

)８
）
専
攻
医
、
指
導
医
の
確
保
（
P3
93
）

に
記
載
し
て
い
る
と
お
り
、
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
魅
力
化
等
に
よ
り
、
引
き
続
き
専

攻
医
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
 

ま
た
、
人
口
を
ベ
ー
ス
と
し
た
指
標
だ
け
で
医
師
の
偏
在
を
評
価
す
る
こ
と
は
問

題
と
認
識
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
県
独
自
で
医
師
少
数
ス
ポ
ッ
ト
を
設
定
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
ご
提
案
の
あ
り
ま
し
た
診
療
所
医
師
の
状
況
や
診
療
科
毎
の

年
齢
、
拠
点
病
院
ま
で
の
距
離
な
ど
を
考
慮
し
た
分
析
も
含
め
て
引
き
続
き
検
討
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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第
７
章
 
第
２
節
 
薬
剤
師
の
確
保
・
育
成
［
薬
剤
師
確
保
計
画
］
 

（
７
）
施
策
の
方
向
 
２
）
新
た
な
取
組
の
検
討
 

 （
市
町
村
）
 

・
少
数
薬
剤
師
の
病
院
に
お
い
て
は
新
卒
薬
剤
師
の
育
成
が
困
難
で
あ
る
た

め
、
新
卒
薬
剤
師
の
応
募
や
採
用
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
。
県
或
い
は
圏

域
に
お
い
て
新
卒
薬
剤
師
を
育
成
・
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
・
体
制
構
築
を

検
討
す
る
こ
と
。
 

  

（
薬
事
衛
生
課
）
 

今
後
、
薬
剤
師
確
保
計
画
の
新
た
な
取
組
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
ご
意

見
と
し
て
い
た
だ
い
た
新
卒
薬
剤
師
を
育
成
・
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
・
体
制
構
築
に

つ
い
て
も
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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第
７
章
 
第
２
節
 
薬
剤
師
の
確
保
・
育
成
［
薬
剤
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
調
剤
薬
局
と
の
競
合
に
よ
り
、
病
院
薬
剤
師
の
確
保
が
困
難
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
病
院
と
調
剤
薬
局
の
充
足
率
が
同
程
度
で
あ
る
こ
と
に
違
和
感

が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
算
出
し
て
い
る
の
か
。
 

 

（
薬
事
衛
生
課
）
 

薬
剤
師
確
保
計
画
に
お
け
る
充
足
率
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
(2
01
8)
年
か
ら
県
で

実
施
し
て
お
り
ま
す
、
「
薬
剤
師
実
態
調
査
」
に
よ
り
病
院
及
び
薬
局
の
薬
剤
師
の

需
給
状
況
を
確
認
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
充
足
率
（
％
）
に
つ
い
て
は
、
（
現
薬
剤
師
数
）
/（

必
要
薬
剤
師
数
）
×

10
0 

で
算
出
し
て
い
ま
す
。
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第
７
章
 
第
２
節
 
薬
剤
師
の
確
保
・
育
成
［
薬
剤
師
確
保
計
画
］
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
薬
剤
師
に
つ
い
て
も
地
域
偏
在
が
あ
り
、
県
西
部
で
は
足
り
な
い
状
況
に

あ
る
。
県
薬
剤
師
会
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
「
誘
う
」
に
関
連
す
る
事
業

に
取
り
組
ん
で
き
て
い
る
。
即
効
性
が
あ
る
対
策
に
は
な
り
に
く
い
が
、

薬
剤
師
が
地
元
に
戻
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
継
続
し
て
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。
 

 

（
薬
事
衛
生
課
）
 

ご
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
病
院
及
び
薬
局
の
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
確
保

さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
す
。
 

県
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
県
薬
剤
師
会
と
連
携
し
、「

薬
剤
師
を
目
指
す
者
を
増
や
す

（
誘
う
）」

と
「
し
ま
ね
で
働
く
薬
剤
師
を
増
や
す
（
呼
び
込
む
）」

の
２
つ
の
視
点

か
ら
薬
剤
師
確
保
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
 

今
後
も
引
き
続
き
、
県
薬
剤
師
会
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
薬
剤
師
確
保
に
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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第
７
章
 
第
３
節
 
そ
の
他
の
保
健
医
療
従
事
者
の
確
保
・
育
成
 

 （
地
域
医
療
支
援
会
議
）
 

・
在
宅
医
療
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
中
、
専
門
性
の
高
い
人
材
の
育
成
と
と

も
に
、
活
用
に
向
け
た
仕
組
み
づ
く
り
も
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

 
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る
中
で
、
専
門
性
の
高
い
人
材
の
育
成
と
と
も

に
、
活
用
に
向
け
た
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
 

 
特
定
行
為
研
修
を
修
了
し
た
看
護
師
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
病
院
と
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
目
標
人
数
を
定
め
て
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

 
在
宅
医
療
に
お
け
る
特
定
行
為
研
修
修
了
者
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
「
第
５
章
第

２
節
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
提
供
体
制
の
現
状
、
課
題
及
び
施
策
の
方
向
」
の
「
12
 

在
宅
医
療
」
に
て
記
載
し
て
い
ま
す
。
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第
８
章
 
第
３
節
 
保
健
医
療
計
画
の
周
知
と
情
報
公
開
 

 （
医
療
審
議
会
委
員
）
 

・
4
行
目
に
「
計
画
の
策
定
趣
旨
と
施
策
に
つ
い
て
県
民
に
理
解
し
て
い
た

だ
く
」、

7
行
目
に
「
県
民
に
計
画
の
周
知
を
図
り
ま
す
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
現
状
で
は
専
門
機
関
・
関
係
機
関
・
関
係
団
体
・
住
民
組
織
代

表
等
で
構
成
す
る
検
討
会
議
で
の
情
報
提
供
で
あ
り
、
県
民
が
理
解
す
る

状
況
に
至
っ
て
い
な
い
と
感
じ
る
。
ま
た
、
医
療
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い

る
地

域
医

療
を

支
え

る
医

療
機

関
及

び
医

療
従

事
者

等
の

問
題

に
つ

い

て
、
県
民
自
身
が
自
分
達
の
問
題
と
し
て
具
体
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い

な
い
状
況
と
感
じ
る
。
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
県
民
運
動

と
し
て
の
動
き
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
い
て
は
、
次

の
２
文
を
追
記
す
べ
き
。
 

●
 
若
年
医
師
が
地
域
で
働
き
続
け
る
た
め
に
、
医
学
生
等
が
地
元
で
働

く
意
欲
が
持
て
る
た
め
に
、
行
政
と
県
民
が
連
携
し
た
「
ま
ち
づ
く
り

（
地
域
づ
く
り
）」

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
 

●
 
医
療
を
支
え
る
県
民
の
意
識
づ
く
り
が
重
要
で
す
。
県
民
自
身
が
病

気
に
な
ら
な
い
生
活
習
慣
改
善
行
動
、
か
か
り
つ
け
医
師
・
か
か
り
つ

け
歯
科
医
師
・
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
を
持
ち
、
適
切
な
医
療
受
診
行
動

が
図
ら
れ
る
よ
う
に
啓
発
活
動
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
 

 

（
医
療
政
策
課
）
 

ご
意
見
の
と
お
り
、
計
画
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
を
受
け
る
立
場
で
あ

る
県
民
の
皆
様
に
、
地
域
の
医
療
提
供
体
制
の
現
状
や
課
題
等
を
理
解
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
 

具
体
的
な
方
策
と
し
て
、
地
域
医
療
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
こ
れ
か
ら
目
指

す
医
療
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
県
、
市
町
村
、
医
療
・
介
護
関
係
者
等
が
協
力
し

て
、
住
民
の
理
解
を
深
め
る
取
組
を
進
め
る
ほ
か
、
か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
こ
と

や
上
手
な
医
療
機
関
の
か
か
り
方
な
ど
、
住
民
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
に
つ
い

て
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
こ
と
等
を
計
画
中
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

 

  ３
．
そ
の
他
 

・
誤
字
脱
字
等
指
摘
箇
所
に
つ
い
て
、
字
句
を
訂
正
し
ま
す
。
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令和６年３月７日・８日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部医療政策課 

島根県骨髄バンクドナー登録推進指針（案）について 

1. 指針の概要 

(1)位置づけ 

   ○「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」第５条に基づき策

定する本県におけるドナー登録の推進に関する指針 

(2)改定の趣旨 

○現指針が令和５年度で期間満了となるため、この間の取組実績や新たな課題等へ

の対応を踏まえて見直しを実施 

(3)期間 

     ○令和６年度(2024 年度)から令和 11 年度(2029 年度)までの６年間 

2. 内容 

(1)現状 

○令和４年度末における島根県内のドナー登録者数は 5,480 人（人口当たり２位/47

都道府県） 

○近年の島根県内の新規ドナー登録者数は年間 400 人程度（平成 30 年度の 608 人を

ピークに減少傾向） 

(2)課題 

〇登録者のうち 40～54 歳が半数を占めて若年層の占める割合が低く、今後、年齢 

制限（上限 54 歳）による登録抹消者の増加が懸念されるため、若年層の登録者 

を増加させることが全国的な課題 

  (3)目標 

〇30 代以下の新規ドナー登録者数を毎年 160 人 

○ドナー登録者数 5,480 人（令和４年度）を維持 

(4)主な取組方針 

○ドナー登録者を増加させるための環境整備 

・学校現場における献血教育やがん教育と連携した啓発活動の充実 

・大学、専門学校やイベント会場等でドナー登録会やドナー登録説明会を行う 

など、若者への働きかけを強化 

○安心してドナーになることができるための環境整備 

・出前講座等による職場等への理解の促進 

・ドナー休暇制度創設の働きかけを実施 

○先進的な取組の展開 

○関係者の連携 

3. 素案に対する意見照会（骨髄移植医療普及推進連絡会議） 

〇主な意見と対応（詳細は別紙） 

・島根県立大学出雲キャンパスの公欠制度など先進的な取組の展開 

・島根県立大学サークル「あかえんぴつくん」の取組など若年層への働きかけ 

⇒ 上記の取組をはじめ、県内で先進的な取組が進むよう、事例の収集、展開を

図ることを、取組方針に追記 

4. 今後のスケジュール ３月 策定、公表予定 
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該
当

ペ
ー

ジ
意

見
の

概
要

該
当

項
目

、
該

当
文

意
見

に
対

す
る

考
え

方
・対

応

5

３
　

現
状

と
課

題
（
２

）事
業

実
施

体
制

・
島

根
県

立
大

学
サ

ー
ク

ル
「あ

か
え

ん
ぴ

つ
く

ん
」
の

項
目

が
な

い
。

・
一

般
の

説
明

員
に

つ
い

て
の

項
目

が
な

い
※

「
一

般
の

説
明

員
」
・・

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
に

属
さ

な
い

説
明

員 ・
今

回
の

意
見

対
応

２
番

、
あ

か
え

ん
ぴ

つ
く

ん
の

「
大

い
に

活
躍

」
が

何
の

特
別

賞
か

分
か

ら
な

い
。

骨
髄

バ
ン

ク
の

財
団

の
賞

な
ら

ば
記

載
す

べ
き

。

○
ド

ナ
ー

登
録

会
で

は
、

医
師

、
看

護
師

の
ほ

か
に

、
登

録
制

度
の

説
明

員
が

必
要

で
あ

る
が

、
そ

の
説

明
員

を
日

本
骨

髄
バ

ン
ク

の
地

区
普

及
広

報
委

員
の

他
、

ら
い

ら
っ

く
の

会
、

骨
髄

バ
ン

ク
を

支
援

す
る

松
江

の
会

、
同

出
雲

の
会

の
3
つ

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
が

務
め

る
こ

と
に

よ
り

支
え

ら
れ

て
い

る
。

○
ま

た
、

島
根

県
立

大
学

出
雲

キ
ャ

ン
パ

ス
の

献
血

サ
ー

ク
ル

「
あ

か
え

ん
ぴ

つ
く

ん
」は

、
2
0
02

年
に

発
足

し
た

学
生

サ
ー

ク
ル

で
あ

り
、

献
血

と
骨

髄
ド

ナ
ー

登
録

の
普

及
啓

発
活

動
を

実
施

し
て

い
る

。
「
あ

か
え

ん
ぴ

つ
く

ん
」
は

、
ド

ナ
ー

登
録

会
へ

の
参

加
の

ほ
か

、
近

年
に

お
い

て
は

、
ド

ナ
ー

登
録

を
呼

び
か

け
る

動
画

作
成

や
、

若
者

の
骨

髄
ド

ナ
ー

登
録

推
進

策
を

提
案

す
る

イ
ベ

ン
ト
へ

の
参

加
な

ど
も

行
っ

て
お

り
、

同
サ

ー
ク

ル
の

提
案

が
審

査
員

特
別

賞
を

受
賞

す
る

な
ど

大
い

に
活

躍
を

し
て

い
る

。

　
趣

旨
を

踏
ま

え
、

以
下

の
と

お
り

修
正

し
ま

す

○
ド

ナ
ー

登
録

会
で

は
、

医
師

、
看

護
師

の
ほ

か
に

、
登

録
制

度
の

説
明

員
が

必
要

で
あ

る
が

、
そ

の
説

明
員

を
日

本
骨

髄
バ

ン
ク

の
地

区
普

及
広

報
委

員
や

一
般

の
説

明
員

の
他

、
ら

い
ら

っ
く

の
会

、
骨

髄
バ

ン
ク

を
支

援
す

る
松

江
の

会
、

同
出

雲
の

会
の

3
つ

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
が

務
め

る
こ

と
に

よ
り

支
え

ら
れ

て
い

る
。

○
ま

た
、

島
根

県
立

大
学

出
雲

キ
ャ

ン
パ

ス
の

献
血

サ
ー

ク
ル

「あ
か

え
ん

ぴ
つ

く
ん

」
は

、
20

0
2年

に
発

足
し

た
学

生
サ

ー
ク

ル
で

あ
り

、
献

血
と

骨
髄

ド
ナ

ー
登

録
の

普
及

啓
発

活
動

を
実

施
し

て
い

る
。

「あ
か

え
ん

ぴ
つ

く
ん

」
は

、
ド

ナ
ー

登
録

会
へ

の
参

加
の

ほ
か

、
近

年
に

お
い

て
は

、
ド

ナ
ー

登
録

を
呼

び
か

け
る

動
画

作
成

や
、

若
者

の
骨

髄
ド

ナ
ー

登
録

推
進

策
を

提
案

す
る

「社
会

を
考

え
る

ア
イ

デ
ア

フ
ェ

ス
」
（主

催
：公

益
財

団
法

人
日

本
骨

髄
バ

ン
ク

）
へ

の
参

加
な

ど
も

行
っ

て
お

り
、

同
サ

ー
ク

ル
の

提
案

が
審

査
員

特
別

賞
を

受
賞

す
る

な
ど

大
い

に
活

躍
を

し
て

い
る

。

7
,8

３
　

現
状

と
課

題
（
５

）造
血

幹
細

胞
の

提
供

ま
で

の
期

間
等

・
事

業
所

へ
の

助
成

金
額

を
上

げ
て

ほ
し

い
・
県

立
大

学
で

の
公

欠
制

度
を

広
め

た
い

。
○

安
心

し
て

ド
ナ

ー
に

な
る

こ
と

が
で

き
る

環
境

整
備

の
一

環
と

し
て

、
事

業
所

に
よ

る
ド

ナ
ー

休
暇

制
度

の
創

設
を

促
進

す
る

目
的

で
、

ド
ナ

ー
が

従
事

す
る

事
業

所
に

対
し

て
ド

ナ
ー

の
入

通
院

休
暇

の
日

給
相

当
の

1
/
2を

補
助

す
る

ド
ナ

ー
休

業
補

償
制

度
を

平
成

2
6
年

度
に

創
設

し
た

が
、

こ
れ

ま
で

の
申

請
実

績
は

５
件

で
あ

っ
た

。

　
ド

ナ
ー

休
暇

制
度

の
普

及
に

は
、

休
業

補
償

制
度

の
さ

ら
な

る
周

知
が

必
要

と
考

え
ま

す
。

県
内

事
業

者
や

関
係

団
体

に
対

し
て

引
き

続
き

制
度

の
周

知
と

制
度

の
創

設
を

働
き

か
け

て
い

き
ま

す
。

　
趣

旨
を

踏
ま

え
、

〔
現

状
〕
に

以
下

の
通

り
追

記
し

ま
す

。

○
島

根
県

立
大

学
出

雲
キ

ャ
ン

パ
ス

で
は

、
骨

髄
バ

ン
ク

の
ド

ナ
ー

登
録

を
し

た
学

生
が

、
検

査
や

骨
髄

提
供

等
の

た
め

大
学

を
休

む
際

の
「
ド

ナ
ー

公
欠

制
度

」
を

導
入

し
て

い
る

。

（
別

紙
）
島

根
県

骨
髄

バ
ン

ク
ド

ナ
ー

登
録

推
進

指
針

に
関

す
る

意
見

に
対

す
る

県
の

考
え

方
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該
当

ペ
ー

ジ
意

見
の

概
要

該
当

項
目

、
該

当
文

意
見

に
対

す
る

考
え

方
・対

応

（
別

紙
）
島

根
県

骨
髄

バ
ン

ク
ド

ナ
ー

登
録

推
進

指
針

に
関

す
る

意
見

に
対

す
る

県
の

考
え

方

・
県

大
出

雲
の

公
欠

制
度

は
ど

う
広

め
る

の
か

。
先

進
４

大
学

の
中

に
は

岡
山

大
学

も
あ

る
の

で
、

島
根

大
学

な
ど

も
で

き
る

の
で

は
な

い
か

。
自

ら
も

普
及

広
報

員
と

し
て

動
く

こ
と

は
可

能
。

　
趣

旨
を

踏
ま

え
、

以
下

の
と

お
り

追
加

し
ま

す

（３
）
先

進
的

な
取

組
の

展
開

島
根

県
立

大
学

出
雲

キ
ャ

ン
パ

ス
の

「
ド

ナ
ー

公
欠

制
度

」や
学

生
サ

ー
ク

ル
「
あ

か
え

ん
ぴ

つ
く

ん
」
の

取
組

な
ど

、
県

内
で

先
進

的
な

取
組

が
進

む
よ

う
、

事
例

の
収

集
、

展
開

を
図

る
。

・
 大

学
や

イ
ベ

ン
ト
会

場
等

で
ド

ナ
ー

登
録

会
を

実
施

す
る

な
ど

若
年

層
へ

の
働

き
か

け
を

強
め

る
。

５
　

造
血

幹
細

胞
の

提
供

の
推

進
に

関
す

る
取

組
方

針
（
１

）ド
ナ

ー
登

録
者

を
増

加
さ

せ
る

た
め

の
環

境
整

備

・
学

校
に

特
化

し
た

書
き

ぶ
り

に
し

た
方

が
よ

い
。

高
校

、
専

門
学

校
等

・
親

の
承

諾
が

い
る

よ
う

な
方

々
に

は
、

ド
ナ

ー
登

録
の

説
明

会
も

よ
く

や
っ

て
い

る
。

ま
ず

は
知

っ
て

も
ら

う
機

会
と

し
て

、
若

者
が

集
ま

る
イ

ベ
ン

ト
や

学
校

等
に

訪
問

し
て

説
明

会
を

開
催

す
る

と
記

載
が

あ
れ

ば
良

い
の

で
は

な
い

か
。

　
趣

旨
を

踏
ま

え
、

以
下

の
と

お
り

追
加

し
ま

す

・ 
大

学
、

専
門

学
校

や
イ

ベ
ン

ト
会

場
等

で
ド

ナ
ー

登
録

会
や

ド
ナ

ー
登

録
説

明
会

を
実

施
す

る
な

ど
若

年
層

へ
の

働
き

か
け

を
強

め
る

。

9
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令和６年度国民健康保険事業費納付金の算定結果の概要について 

 

国民健康保険の都道府県化に伴い、県は、市町村からの事業費納付金と国等からの公費等を保険診

療費の財源としている。市町村は、県に支払う事業費納付金と独自事業等の財源として、被保険者か

ら保険料を徴収している。 

このたび、令和６年度の事業費納付金を算定した。 

なお、保険料は、事業費納付金及び市町村独自事業等のほか、基金、剰余金などの状況を勘案して

市町村が定めるため、必ずしも事業費納付金と同様の動向とはならない。 

 

１．被保険者数等 

 Ｒ５ Ｒ６ 増減（増減率） 

被 保 険 者 数 （ 人 ） １１２，８９０ １０５，６６０ △７，２３０（△６．４％） 

１人当たり診療費（円） ５００，６５６ ５３３，２７１ ３２，６１５（＋６．５％） 

診 療 費 総 額 （ 億 円 ） ５６５．２ ５６３．５ △１．７（△０．３％） 

※いずれも事業費納付金算定時の推計値 

 

 

２．納付金総額 

                             （単位：億円） 

 Ｒ５ Ｒ６ 増減額（増減率） 

医 療 分 １０４．６ １１４．４ ９．８（＋９．３％） 

後 期 高 齢 者 支 援 金 分 ３８．０ ３７．２ △０．８（△２．１％） 

介 護 納 付 金 分 １１．１ １１．０ △０．１（△１．３％） 

合 計 １５３．７ １６２．６ ８．８（＋５．８％） 

※市町村ごとの納付金額は別紙のとおり 

 

 

３．１人当たり納付金額 

                                   （単位：円／人年） 

 Ｒ５ Ｒ６ 増減額（増減率） 

医 療 分 ９２，６８１ １０８，２８１ １５，６００（＋１６．８％） 

後 期 高 齢 者 支 援 金 分 ３３，６３６ ３５，１８４  １，５４８（＋ ４．６％） 

介 護 納 付 金 分 ３５，４３５ ３６，８５０ １，４１５（＋ ４．０％） 

合 計 １３６，１８６ １５３，８７４ １７，６８８（＋１３．０％） 

※合計は、総額を一般被保険者数で除しているため、各項目の合計と一致しない。 

 

４．増減の要因 

一人当たり診療費の大幅な伸びに加え、保険給付費の財源の半分以上を占める前期高齢者交付金

の一人当たり金額が微増（１．４パーセント）に留まったことによる。 

 

※表中の係数については、それぞれ四捨五入によっているため、合計等と一致しないものがある。 

令和６年３月７日・８日 

環境厚生委員会資料 

健康福祉部健康推進課 
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別紙

（単位:円）

令和５年度
納付金合計

令和６年度
納付金合計

(A) (B) 医療分
後期高齢者
支援金分

介護納付金分

松 江 市 4,385,311,404 4,663,801,745 3,254,041,875 1,077,212,720 332,547,150 6.4%

浜 田 市 1,141,328,898 1,185,873,950 853,225,587 259,933,486 72,714,877 3.9%

出 雲 市 3,930,378,720 4,225,568,030 2,954,997,314 965,843,727 304,726,989 7.5%

益 田 市 1,062,609,391 1,092,737,634 757,803,439 261,235,564 73,698,631 2.8%

大 田 市 827,917,205 870,497,725 621,198,377 194,723,868 54,575,480 5.1%

安 来 市 843,175,987 863,589,649 609,647,411 197,270,987 56,671,251 2.4%

江 津 市 600,888,285 641,421,081 475,111,336 131,298,783 35,010,962 6.7%

雲 南 市 842,260,278 880,979,064 626,988,068 201,277,443 52,713,553 4.6%

奥 出 雲 町 285,593,288 315,843,016 221,296,988 73,737,288 20,808,740 10.6%

飯 南 町 110,569,636 120,043,726 86,605,368 25,993,220 7,445,138 8.6%

川 本 町 83,759,596 82,217,892 61,903,388 16,644,860 3,669,644 ▲ 1.8%

美 郷 町 102,998,422 108,249,657 79,567,301 23,178,154 5,504,202 5.1%

邑 南 町 260,283,207 265,701,117 181,001,109 65,503,540 19,196,468 2.1%

津 和 野 町 182,619,607 195,570,158 140,605,659 42,877,063 12,087,436 7.1%

吉 賀 町 136,523,233 142,124,042 99,856,991 33,398,941 8,868,110 4.1%

海 士 町 71,358,293 83,858,116 57,354,170 20,978,817 5,525,129 17.5%

西 ノ 島 町 91,271,837 95,838,411 66,327,247 24,068,995 5,442,169 5.0%

知 夫 村 27,291,232 32,738,138 21,139,472 8,489,892 3,108,774 20.0%

隠 岐 の 島 町 387,911,323 391,636,788 272,262,871 93,896,408 25,477,509 1.0%

県 計 15,374,049,842 16,258,289,939 11,440,933,971 3,717,563,756 1,099,792,212 5.8%

増減率
(B/A-1)

令和６年度　国民健康保険事業費納付金
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滞納割合 短期証交付 資格証交付

松 江 市 31,438 22,096 2,638 11.9% 684 131

浜 田 市 8,599 6,243 125 2.0% 95 20

出 雲 市 28,066 18,736 1,305 7.0% 331 72

益 田 市 8,361 5,822 191 3.3% 167 24

大 田 市 6,307 4,401 159 3.6% 89 12

安 来 市 6,391 4,306 302 7.0% 74 34

江 津 市 4,184 3,074 131 4.3% 24 17

雲 南 市 6,315 4,361 127 2.9% 16 19

奥 出 雲 町 2,242 1,544 75 4.9% 6 3

飯 南 町 845 590 37 6.3% 14 2

川 本 町 562 412 17 4.1% 4 0

美 郷 町 812 596 20 3.4% 6 0

邑 南 町 2,106 1,477 52 3.5% 26 0

津 和 野 町 1,450 1,016 41 4.0% 13 0

吉 賀 町 1,130 795 47 5.9% 30 0

海 士 町 537 401 1 0.2% 0 0

西 ノ 島 町 667 488 17 3.5% 2 0

知 夫 村 199 146 0 0.0% 0 0

隠 岐 の 島 町 2,883 2,114 94 4.4% 11 0

県　計 113,094 78,618 5,379 6.8% 1,592 334

県計
（R4.10.1）

119,650 81,757 5,873 7.2% 1,806 430

（R3.10.1） 125,242 84,092 7,088 8.4% 1,879 344

（R2.10.1） 126,497 84,223 7,683 9.1% 1,861 347

（R1.10.1） 129,257 85,240 8,633 10.1% 2,118 422

（市町村ごとの国保加入世帯、滞納世帯、短期証及び資格証交付の状況）

（R5.10.1現在）

うち保険料
滞納世帯

市町村名 被保険者数 加入世帯数

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健 康 福 祉部健 康推進課

国民健康保険料の滞納等の状況について
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第４期島根県医療費適正化計画（案）について 
 

１．計画の概要 

(1) 位置づけ 

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、国の定める医療費適正化基本方針に則 

して定める、本県の医療費適正化の推進に関する基本・実行計画 

(2) 対象期間等  

令和６年度～令和 11 年度（６年間） 

(3) 関連計画 

  保健医療計画、健康増進計画、介護保険事業支援計画、国民健康保険運営方針 

 

２．主な内容（素案からの追記事項のみ） 

(1) 住民の健康の保持の推進に関する取組 

  ① たばこ対策  

喫煙者の割合の減少 男性 24.6％（R4 実績）→14.6％（目標値） 

女性  4.4％（R4 実績）→ 2.8％（目標値）  

  ② 生活習慣病等の重症化予防の推進 

・糖尿病性腎症による新規透析導入者割合の減少（人口 10 万対） 

9.2（R3 実績）→8.7（目標値）  

・糖尿病有病者で HbA1c8.0%以上者の割合の減少 

男性 12.3%（R3 実績）→11.6%（目標値） 

女性  8.2%（R3 実績）→ 7.7%（目標値） 

  

３．素案に対する意見照会 

(1) パブリックコメント 

  ① 実施期間 令和 6年 1月 15 日から 2 月 16 日まで 

  ② 実施方法 県ホームページ、県政情報センター等での閲覧 

         郵送、ファクシミリまたは電子メールによる回答 

 

(2) 島根県保険者協議会、医療関係団体及び市町村への意見照会 

① 実施期間 令和６年１月 15 日から２月 16 日まで 

② 実施方法 文書による意見照会 

 

(3) 意見への対応 

４件の意見が提出され、２件について意見を反映し、素案の文言を修正 

   （一般県民に分かりやすい表現とすること ２件） 

 

４．スケジュール 

令和６年３月 策定・公表 

      

令和６年３月７日・８日 
環境厚生委員会資料 
健康福祉部健康推進課 
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第
４
期
島
根
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
に
対
す
る
県
の
考
え
方
 

N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

1 

一
 
住
民
の
健
康
の
保
持
に
関
す
る
課
題
と
取
組
 

 
5 

そ
の
他
予
防
・
健
康
づ
く
り
の
推
進
 

 

「
⑨
健
康
ポ
イ
ン
ト
等
個
人
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
…
」

で
始
ま
る
書
き
出
し
は
唐
突
感
が
あ
る
た
め
、
具
体
的
な
事
例

を
挿
入
し
、「

⑨
〇
〇
の
よ
う
な
取
り
組
み
な
ど
、
健
康
ポ
イ
ン

ト
等
個
人
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
…
」
と
し
た
方
が
一
般
の

県
民
に
は
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
 

     

 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
記
載
を
修
正
し
ま
す
。（

P3
7）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

⑨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

健
康

ポ
イ

ン

ト
等

個
人

へ
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

与

え
る
取
組
に
関
し
、
保
険
者
協
議
会
の
場

を
活
用
し
て
先
進
事
例
の
調
査
・
研
究
に

取
り
組
み
ま
す
。
 

⑨
各

保
険

者
で

実
施

し
て

い
る

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

に
よ

る
歩

数
や

各
種

健
診

を
受

診

す
る

こ
と

で
付

与
さ

れ
る

健
康

ポ
イ

ン

ト
等

個
人

へ
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
を

与

え
る
取
組
に
関
し
、
保
険
者
協
議
会
の
場

を
活
用
し
て
先
進
事
例
の
調
査
・
研
究
に

取
り
組
み
ま
す
。
 

 

2 

二
 
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
課
題
と
取
組
 

 
3 

医
療
資
源
の
効
果
的
・
効
率
的
な
活
用
の
推
進
 

  
特
定
の
医
療
行
為
に
つ
い
て
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

一
般
の
県
民
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
例
え
ば
、「

次
に
掲
げ
る
医
療
行
為
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
判

断
に
基
づ
き
必
要
な
場
合
が
あ
る
こ
と
、
地
域
の
医
療
提
供
体

制
の
現
状
を
踏
ま
え
る
と
当
該
医
療
行
為
を
行
う
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
等
の
様
々
な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
…
」
の
よ

う
な
表
現
と
し
て
は
ど
う
か
。
 

     

 

ご
意
見
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
記
載
を
修
正
し
ま
す
。
（
P
39
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

医
療
資
源
の
効
果
的
・
効
率
的
な
活
用
に

つ
い
て
は
、
個
別
の
診
療
行
為
と
し
て
は

医
師

の
判

断
に

基
づ

き
必

要
な

場
合

が

あ
る
こ
と
、
地
域
の
医
療
提
供
体
制
の
現

状
を

踏
ま

え
る

と
当

該
医

療
行

為
を

行

う
こ

と
が

困
難

で
あ

る
こ

と
等

の
様

々

な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
医
療
関
係

者
と

連
携

し
て

取
り

組
む

こ
と

が
必

要

で
す
。
〔
略
〕
 

次
に
掲
げ
る
医
療
行
為
に
つ
い
て
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医
師

の
判

断
に

基
づ

き
必

要
な

場
合

が

あ
る
こ
と
、
地
域
の
医
療
提
供
体
制
の
現

状
を

踏
ま

え
る

と
当

該
医

療
行

為
を

行

う
こ

と
が

困
難

で
あ

る
こ

と
等

の
様

々

な
事
情
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
医
療
関
係

者
と

連
携

し
て

取
り

組
む

こ
と

が
必

要

で
す
。〔

略
〕
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

3 

三
 
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
状
況
 

 
3 

リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
に
関
す
る
状
況
 

 

素
案
に
記
載
の
と
お
り
、
医
師
の
負
担
軽
減
や
住
民
の
利
便

性
向
上
な
ど
様
々
な
効
果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
リ
フ
ィ

ル
処
方
箋
の
活
用
に
関
し
、
更
に
踏
み
込
ん
だ
記
載
が
必
要
で

は
な
い
か
。
 

  

 県
と
し
て
も
そ
の
効
果
の
実
態
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
実
態
の
把

握
に
努
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

 

4 

一
 
住
民
の
健
康
の
保
持
に
関
す
る
課
題
と
取
組
 

 
1 

特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
等
の
向
上
に

向
け
た
取
組
及
び
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
該
当
者
・

予
備
群
の
減
少
に
向
け
た
取
組
 

  
厚
生
労
働
省
が
示
す
「
標
準
的
な
健
診
・
保
健
指
導
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
の
中
で
、
都
道
府
県
は
健
診
・
保
健
指
導
の
企
画
立
案
等
を

行
う
者
を
対
象
に
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
行
政
職
員
向
け
に
県
が
実
施
す
る
研
修
の
対
象
者
を
、
行
政

職
員
以
外
に
も
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
保
険
者
協
議
会
が
実
施

す
る
研
修
と
内
容
を
調
整
の
う
え
、
相
互
に
補
完
し
な
が
ら
、
よ

り
充
実
し
た
研
修
の
実
施
に
向
け
検
討
い
た
だ
き
た
い
。
 

  

 保
険
者
協
議
会
で
開
催
し
て
い
る
特
定
保
健
指
導
技
術
研
修
会
の
研
修
を
充
実
し
て
い
く
こ

と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
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第２期島根県国民健康保険運営方針（案）について 

 

１．運営方針の概要 

(1) 位置づけ 

国民健康保険法第 82 条の２に基づき、県・市町村等が安定的な財政運営並びに広域 

的及び効率的な事業運営の推進を図るために策定する、国民健康保険事業の運営に 

関する方針 
 

(2) 対象期間等  

令和６年度～令和 11 年度（６年間）。３年ごとに検証し必要な見直しを行う。 

 

２．素案に対する意見照会 

(1) パブリックコメント 

   ① 実施期間 令和６年１月 22 日から２月 21 日まで 

   ② 実施方法 県ホームページ、県政情報センター等での閲覧 

          郵送、ファクシミリ又は電子メールによる意見受付 

 

(2) 市町村に対する意見照会 

   ① 実施期間 令和６年１月 23 日から２月 29 日まで 

   ② 実施方法 文書による意見照会 

 

(3) 意見への対応 

３件の意見が提出され、２件について意見を反映し、素案の文言を修正 

   （医療費状況の説明の追記、被保険者証廃止時期決定に伴う修正） 

 

３．スケジュール 

  令和６年３月  国民健康保険運営協議会（最終案の審議） 

         策定・公表 

令和６年３月７日・８日 
環境厚生委員会資料 
健康福祉部健康推進課 
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、
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が
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１
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医
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増
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と
予
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て
い
ま
す
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市
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村
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医
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被
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険
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に
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変
更
前

変
更
後

令
和
６
年
度
秋

に
被
保
険
者
証

等
が
廃

止
さ
れ

た
場
合
に
は
、

市
町
村
が
実

施
す
る

国
保
事

務
は
大
き
く
変
化

す
る
こ
と
が
想

定
さ
れ

ま
す
。

現
行

の
被

保
険

者
証
の

新
規

発
行

に
つ
い

て
は

、
令
和

６
年

1
2
月

２
日

よ
り

終
了
す

る
こ
と

と
な

り
、

市
町
村

が
実

施
す
る

国
保
事

務
は
大

き
く

変
化

す
る

こ
と
が

想
定

さ
れ

ま
す
。

3
　
事

務
処

理
シ
ス

テ
ム

の
標

準
化

に
つ
い

て
、

現
在

稼
働
中

の
共

同
利

用
の
ク
ラ
ウ
ド

環
境
（

県
ク

ラ
ウ
ド

）
の

方
針

・
方

向
性
に

つ
い

て
の

記
載
が

必
要

で
は

な
い
か
。

意
見
に

対
す

る
考
え

方
・

対
応

第
２

期
島

根
県

国
民

健
康

保
険
運

営
方

針
に

関
す

る
パ

ブ
リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
等

に
対

す
る

県
の

考
え
方

　
全
市
町
村
に

共
通
す
る
内

容
（

標
準
準
拠

シ
ス
テ

ム
へ

の
切
替

と
ガ

バ
メ
ン

ト
ク

ラ
ウ

ド
へ
の

移
行
）

を
記
載
し
て
い

ま
す
。

　
県
ク
ラ
ウ
ド

の
取
り
扱
い

に
つ

い
て
は
、

引
き
続

き
関

係
市
町

と
協

議
し
て

い
き

ま
す

。

2

第
７

章
　

事
務
の

広
域

的
及

び
効

率
的
な

運
営

の
推

進
（
２

）
具

体
的
な

取
組

　
①

被
保

険
者
証

、
短

期
保

険
者
証

及
び

被
保

険
者
資
格
証
明

書
の
取

扱

　
「

令
和

6
年

度
秋

に
被

保
険
者

証
等

が
廃

止
」
と

あ
る

が
、

保
険
証

の
廃

止
時
期
が
決
定

し
た

の
で

、
文
言

を
修

正
し

た
方

が
い
い

。

　
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
法
改
正
法

の
施

行
期
日
を

令
和
6
年
1
2
月

2
日

と
す

る
政

令
が

公
布
さ

れ
ま
し

た
の
で

、
以
下
の
と
お
り

記
載
を
修
正

し
ま

す
。
（
P
2
3
）

1

第
２

章
　

国
民
健

康
保

険
の

医
療

に
要
す

る
費

用
及

び
財
政

の
見

通
し

（
２

）
島

根
県
の

医
療

費
の

動
向

と
将
来

の
見

通
し

　
表
７

　
説

明
文

「
医
療

費
は

減
少

し
て

い
き
ま

す
。

」
と

あ
る
が

、
グ

ラ
フ

で
は
令
和
1
1
年

度
は
増

加
し

て
い
る

。
説

明
文

と
矛

盾
し
て

い
る

よ
う

に
読
み

取
れ

る
の

で
、
増
加
す
る

理
由
が

あ
っ

た
方
が

い
い

。

　
令
和
1
1
年
度

に
微
増
す
る

理
由

に
つ
い
て

は
、
団

塊
の

世
代
が

後
期

高
齢
者

に
移

行
し

終
わ
っ

た
後
、

人
口
規
模
の
大

き
い
第
二
次

ベ
ビ

ー
ブ
ー
ム

世
代
が

高
齢

化
す
る

こ
と

に
伴
い

、
医

療
費

が
増
加

す
る
こ

と
に
よ
る
も
の

と
分
析
し
て

い
ま

す
。

　
全
体
の
傾
向

と
し
て
は
、

被
保

険
者
数
の

減
に
よ

る
医

療
費
減

は
続

く
と
考

え
て

い
ま

す
。

推
定
的
な
表
現

と
な
る
よ
う

、
以

下
の
と
お

り
記
載

を
修

正
し
ま

す
。

（
P
6
）
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第４期島根県がん対策推進計画（案）について 

１．計画の概要 

 (1) 位置付け 
  ・がん対策基本法（平成18年法律第98条）第12条第１項で策定するものとされている 

都道府県がん対策推進計画 

 (2) 改定の趣旨 

  ・現計画が令和５年度までの計画期間となっており、現計画の実績を評価するとともに、 

令和５年３月に閣議決定された国のがん対策推進基本計画を踏まえて新たな計画を策定 

 (3) 計画期間 

  ・令和６年度～令和11年度（６年間） 

２．主な内容 

 (1) 主な数値目標 
がんの年齢調整死亡率の減少（75歳未満人口10万対） 
 

   当初計画策定時① 

平成17年 

現状値 

令和３年 
（※令和４年速報値） 

目標値② 

令和９年 

当初計画策定時 

からの減少率 

（①-②/①）% 

参考値 

令和11年 

男性 131.5 91.6（※82.6） 81.1 38.3% 79.0 

女性 60.6 51.5（※51.7） 50.3 17.0% 49.6 

  

(2) 対策の方向性 

 基本理念：誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての県民とがんの克服を目指す 

  ●科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

   ・がんの１次予防（発生リスクの低減） 

喫煙や多量飲酒などの生活習慣の改善、ＨＰＶワクチンの接種促進等の感染症対策 

   ・がんの２次予防（早期発見・早期受診）（がん検診） 

がん検診・精密検査の受診促進、二重読影体制の構築による胃内視鏡検査の導入促進 

●患者本位で将来にわたって持続可能なしまねらしいがん医療の実現 

   ・県内どこに住んでいても安心してがん医療が受けられる体制の構築 

    拠点病院体制の維持、感染症発生・まん延時や災害時等における診療体制の維持 

   ・診断時からの切れ目のない緩和ケアの提供 

    医療・介護従事者の人材育成、苦痛のスクリーニングの推進、在宅緩和ケア提供体制の強化 

 ●尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築 

  ・患者・家族の治療や療養生活の悩みが軽減するための支援 

    アピアランス（外見）ケアの推進、がん患者の自死対策、高齢がん患者と家族の意思決定支援 

 ・がんを正しく理解し、がんに向き合うためのがん教育 

子ども・大人へのがん教育、患者や家族が必要とする情報へのアクセシビリティの向上 

３．素案に対する意見照会（パブリックコメント） 

実施期間  令和５年12月 18日から令和６年１月17日まで 
実施方法  県ホームページ・県政情報センター等での閲覧 

郵送・ファックス・電子メールによる受付 
意 見 数  12件のご意見があり、うち１件について意見を反映して文言を追記（№７） 

４．スケジュール 

令和６年２月  第３回がん対策推進協議会（パブリックコメントの報告・計画案の審議） 

     ３月  環境厚生委員会に報告、策定・公表 

令和６年３月７日・８日 

環境厚生委員会資料 

健康福祉部健康推進課 
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島根県がん対策推進計画（素案）に関するパブリックコメントに対する県の考え方 

 

№ 分野 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

１ 

 

 

計画の基本

的な考え方 

計画全体として、「これ

までの取り組み」の自己評

価を踏まえた取り組みが実

施されることが望ましいと

考える。 

これまでの取り組みの評価については、計画本文

14～15ページの第３期計画の総括に記載しており、

次期計画の具体的施策については、ご意見のとおり

これまでの取り組みも踏まえて実施していきます。 

２ 計画の基本

的な考え方 

島根県は出雲地区と石見

地区では医療環境が大きく

異なっている。そのため、

現場を見て、患者自身の声

を直接聞いて計画を作成し

て欲しい。 

ご意見のとおり、国が指定する県内５つのがん診

療連携拠点病院のうち、４病院が県東部に所在し、

がん医療の地域偏在があります。そのため県では、

拠点病院の補完的な役割を担うがん診療連携推進病

院を西部に１病院、がん診療連携拠点病院に準じる

病院を東部、西部に各１病院（うち１病院は推進病

院と重複指定）、さらに拠点病院等がない圏域も含

め、がん情報提供促進病院を21病院（うち１病院は

準じる病院と重複指定）指定し、がん医療の均てん

化を図っています。 

 なお、計画策定にあたっては、がん対策推進協議

会や患者家族支援部会など各部会の構成員として県

西部にお住まいの患者さんにも参画いただき、ご意

見を頂戴しているところです。 

３ 基本理念 基本理念「誰一人取り残

さないがん対策を推進し、

全ての県民とがんの克服を

目指す」が漠然としている

ため、身近に少し頑張れば

達成できるものや、希望の

持てる基本理念にしてはど

うか。 

基本理念は国の計画を参考に、全ての県民ががん

に関する正しい知識を持ち、避けることができるが

んを防ぐことや、誰もが、いつでもどこに居ても、

様々ながんの病態に応じた、安心かつ納得できるが

ん医療や支援を受け、尊厳を持って暮らしていくこ

とができるがん対策を全ての県民と進めていくこと

が重要であるとの考えの下、設定したものです。 

 なお、基本理念の下に、「がん予防」、「がん医

療」、「がんとの共生」といった分野別目標を定め、

これら３本柱に沿った具体的ながん対策を推進して

いきます。 

４ 具体的施策 「全ての県民とがんの克

服を目指す」という大きな

基本理念を掲げるのも良い

と思うが、患者によって病

状や環境、家庭等事情は異

なるため、患者が安心して

治療し暮らしていけるよう

な、一人一人に合った細や

かながん対策の施策を積み

上げ、より良いがんの克服

を目指して欲しいと思う。 

ご意見のとおり、患者によって病状や環境等は異

なっており、個別の状況を細かく把握し、一人一人

に合った支援を行うことが重要と考えています。次

期計画では、セカンドオピニオン等の意思決定支援

や、生殖機能の温存等に関する支援、アピアランス

（外見）ケアに関する支援等、個々のニーズに応じ

たきめ細やかな具体的施策を実施することにしてい

ます。 
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№ 分野 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

５ 

 

 

具体的施策 全体目標Ⅲの中間アウト

カム達成に向けた具体的施

策が、もう少し「具体的」

に記載してあると分かりや

すいと思う。 

ご意見のとおり、中間アウトカムに紐づける「具

体的施策」については、より具体的に分かりやすく

記載するべきではありますが、自死対策、高齢がん

患者の意思決定支援、デジタル化の推進などの新規

施策も多くあるため、今後協議会や各がん部会等に

おいて具体的な内容を検討し、施策を実施していき

ます。 

６ がんの２次

予防（がん

検診） 

島根県が市町村に推奨す

る子宮頸がん検診は細胞診

検査とHPV検査の併用検診

であり、国の指針にある細

胞診単独法とは異なってい

る。今後どのように整理さ

れるのか。 

本県では、細胞診検査とHPV検査を併用すること

で、子宮温存が可能な段階での発見率の向上や両検

査が陰性での受診間隔の延長により、費用対効果が

高い検診となると考え、全県で併用検診を推奨して

きました。 

一方、併用検診には有効性や精度管理に課題もあ

るため、近年、併用検診のあり方について検討して

いるところです。 

 今般、市町村で行うがん検診にHPV検査単独法を

導入する方針が国から示されたため、本県において

もHPV検査単独法の導入も含めた子宮頸がん検診の

あり方の検討を進めていきます。 

７ がんの２次

予防（がん

検診） 

P41において、HPV単独

検診について全く触れられ

ていない。国の指針で示さ

れた上は「検討する」程度

の記載が必要ではないかと

思う。 

P41図表4-4は、令和５年６月23日付けで改正さ

れた「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のた

めの指針（以下、指針という）」を基に作成していま

す。 

 一方、HPV検査単独法を導入する方針が国から示さ

れたため、国が示す指針の改正等も踏まえて検討し

ていく旨を本文44ページ施策９に追記しました。 

８ がんの２次

予防（がん

検診） 

がん患者が減らないの

は、今までのがん検診や健

康診断ではがんを見つける

ことができないからではな

いか。 

がん検診の目的は、がんを早期に発見し、適切な

治療を行うことでがんによる死亡を減少させること

であり、単に多くのがんを見つけることではありま

せん。 

がん検診には、早期発見により死亡リスクを下げ

る「利益」がある一方、誤ってがん疑いなしと判定

されたり、死亡につながらない、治療する必要もな

いがんを見つけて不要な治療につながるなどの「不

利益」もあります。 

このため国は、５つのがん（胃がん、肺がん、大

腸がん、子宮頸がん、乳がん）について、死亡を減

少させる効果が科学的に証明されているがん検診を

「対策型検診」として指針で公表し、市町村が行う

住民健診で実施することを推奨しています。 

ご提案の腫瘍マーカー検査については、国の指針

にない「任意型検診」であるため、県として推奨す

ることは考えていません。 

まずは対策型検診を確実に実施し、がん検診及び

精密検査の受診率向上に向けた施策を実施していき

ます。 

９ がんの２次

予防（がん

検診） 

本当に全ての県民とがん

の克服を目指すのであれ

ば、血液検査に腫瘍マーカ

ーの検査を追加してはどう

か。実際に９月の健康診断

で健康と言われた方が、11

月にステージ３の大腸がん

と言われたケースもあり、

毎年行っている健康診断は

役立っていたのか疑いたく

なる。誰一人取り残さない

がん対策と明言するのであ

れば、より確実にがんを発

見できるがん検診を実施す

る必要があるのではない

か。 

 

 

 

120



№ 分野 ご意見の要旨 ご意見に対する県の考え方 

10 

 

 

患者家族支援 告知時は、精神的な不

安があり、冷静な判断が

つきにくくなる。しか

し、これからの治療方針

等を次々と決断しなくて

はならないにも関わら

ず、冷静な判断ができ

ず、気が付くとすべてが

決まっていたということ

があると思う。病気の前

のように元気に生活する

ことはできなくても、QOL

をできる範囲で維持し生

活することを誰もが望ん

でいると思うので、自分

の生活のことも考えてあ

えて治療しない選択をす

る方もいるのではない

か。 

ご意見のとおり、がん告知時の精神的動揺は誰に

でも起こりうることであり、ご自身やご家族の状況

から積極的な治療を望まれない方もおられると認識

しています。そのため、がん患者及びご家族と医療

関係者が納得いくまで丁寧に話し合いを重ねること

が重要です。 

がん診療連携拠点病院等には、当該病院にかかっ

ているか否かに関わらず、専門のがん相談員が医

師、看護師及び関係機関等と連携し、がんに関する

様々な質問や相談に対応する「がん相談支援センタ

ー」が設置されています。 

また、拠点病院では、がん診療に携わるすべての

医療従事者等が患者の痛みやつらさといった身体的

問題を和らげることに加え、その家族も含めた精神

心理的な痛みや、社会・経済的な問題について、が

んの診断時から切れ目なく対応できるよう、専門的

な研修を実施しています。 

 今後も、拠点病院等と連携し、がん診療に携わる

者の人材育成と資質向上に努めていきます。 

11 患者家族支援 自分の生死に関わるこ

とであるため、自分一人

の決断では進められない

こともあると思うが、急

いで決断するのではな

く、納得いくまで話し合

ってくれる医療関係者の

方が必要だと考えてい

る。どうかそのようなス

タンスで患者に向き合っ

てくれる医療関係者が島

根県にたくさんいて欲し

いと願っている。 

12 患者家族支援 自分だけでなく、家族

もがんになり、病気と共

に心の痛みも分かる様な

気がしている。サロンで

も体験談を聞き、初心に

戻ってがんのつらさを思

い出したりしている。こ

れからもがんと向き合っ

て行こうと思う。 

ご自身やご家族ががんに罹患され、身体的にも精

神的にもつらい思いをされていると拝察いたしま

す。 

 県では、がん患者やご家族が、同じ経験を共有し

た者同士で支え合うがんサロンや、ピア・サポート

活動等が充実するよう、関係者と協力しながら取組

を進めていきます。 
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適用者数（人） 減免額（円）

松江市 59,393 877 1.48% 9 0 0 1

出雲市 52,094 385 0.74% 3 0 0 0

益田市 17,206 215 1.25% 1 0 0 0

大田市 13,287 199 1.50% 0 0 0 0

安来市 13,586 242 1.78% 0 0 0 0

津和野町 3,403 51 1.50% 0 0 0 0

吉賀町 2,578 43 1.67% 0 0 0 0

邑智郡総合事務組合 7,638 96 1.26% 0 0 0 0

浜田地区広域行政組合 27,697 237 0.86% 6 0 0 0

雲南広域連合 21,476 246 1.15% 0 0 0 0

隠岐広域連合 7,972 109 1.37% 1 0 0 0

県　計 226,330 2,700 1.19% 20 0 0 1

令和４年県計（令和４.12月末） 227,547 2,821 1.24% 44 21 1,249,707 10

令和３年県計（令和３.12月末） 228,982 3,097 1.35% 167 76 5,018,243 13

令和２年県計（令和２.12月末） 229,121 3,244 1.42% 305 258 20,393,228 15

令和元年県計（令和元.12月末） 228,954 3,598 1.57% 208 66

平成30年県計（平成30.12月末） 228,549 3,720 1.63% 270 67

※保険者へ照会

※第１号被保険者数は、介護保険事業状況報告（月報）より

保険料減免
適用者数（人）

うちコロナ保険料減免関係
利用料減免

適用者数（人）

介護保険料の滞納状況及び保険料・利用料の減免状況について

保険料滞納状況 保険料・利用料減免状況

第１号被保険者数
（R5.12月末時点）

保険料滞納者数
（R5.12月末時点）

滞納割合
（R5.12月末時点）

令和５年１２月末状況（R５.４～R５.１２月）

令和６年３月７日・８日
環 境 厚 生 委 員 会 資 料
健康福祉部高齢者福祉課
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第９期島根県老人福祉計画・島根県介護保険事業支援計画（案）について 

１ 計画の概要 
（１）位置付け 

・老人福祉法に基づく老人福祉計画と、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画を一体的に定め、県の

高齢者の福祉、介護に関する施策を総合的に推進させるための計画 
 ・保険者で策定する介護保険事業計画が実現するよう、保険者・市町村を支援していくもの 
（２）計画期間 

・令和６年度～令和８年度（３年間） 
 

２ 素案に対する意見照会（パブリックコメント） 
（１）時   期：令和６年１月１５日（月）～２月１４日（水） 

（２）方   法：県ホームページ、保健所、県政情報センター等での閲覧、郵送、ファックス、 

電子メールによる意見申出 

（３）意見の件数：１件（No.2,3 については、島根県保健医療計画（素案）への意見として提出された

が、関連する計画として介護計画についても参考に計画を修正するもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後のスケジュール 
  令和６年 ３月１５日   第４回計画策定委員会 
       ３月末     公表 
       ４月 １日～  第９期計画期間開始 

令和６年３月７日・８日 
環境厚生委員会資料 
健康福祉部高齢者福祉課 

ご意見の趣旨 ご意見に対する考え方・対応

No.1

第５章　介護予防の推進と高齢者の社
会参加

前述されている通り、くにびき学園は
令和2年9月から新カリキュラムで実施
しており、修了生としては令和4年
度・5年度の2カ年分73人しか出ていな
い。
一方で個別の活動を見ると、一人で複
数の活動に積極的に参加している実態
もあることから、該当箇所の記載につ
いて配慮をいただきたい。

ご指摘のとおり、個別での活動を見ると、一人で複数の活動に積極的
に参加されている実態もあることから、下記のとおり記載を修正いた
します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（P5-21）

No.2

第９章　医療との連携

関係者間での情報の共有について、お
互いの機関のニーズにマッチした情報
が標準化された形で共有される必要が
あります。今般のトリプル改定におい
ても、今後はその「標準化」を進めて
いくことが必須とされているためこの
文言が必要であると思われます。

情報共有が重要である旨記載しておりましたが、標準化された形での
情報共有が必要となることから、記載を標準化された情報として修正
いたします。

                                         　　　　　　  (P9-5)

No.3

第９章　医療との連携

令和６年１月現在、県内の訪問看護ス
テーションには12施設12名の作業療法
士が従事しています。
日常の療養支援に関する機能として、
訪問看護ステーションに従事する療法
士（数）の存在についても掲載を検討
ください。作業療法士・理学療法士も
訪問看護ステーションというサービス
形態の中より日常の療養支援の一翼を
担っております。

現在、訪問看護ステーションでは作業療法士・理学療法士の皆様にも
療養支援を担っていただいており、記載に療法士の参画についても追
記いたします。

                                     　　　　　      (P9-16)

※( )は、別冊資料6の該当ページです

変更前 変更後

くにびき学園の修了生が、担い手
を求める地域で継続して活動して
いる事例がまだ少ない。

くにびき学園の修了生が、地域課
題の解決に向けて地域活動に取り
組む事例が徐々に増えている一
方、地域活動への参加につながっ
ていない場合がある。

変更前 変更後

入院中から、退院後のサービスや
ケアプランを意識しながら関係者
が　　　　　　情報　共有してい
くことが重要となっている。

入院中から、退院後のサービスや
ケアプランを意識しながら関係者
が標準化された情報を共有してい
くことが重要となっている。

変更前 変更後

緩和ケアや医療依存度の高い利用
者への対応も求められており、訪
問看護師の人材確保にあわせ、質
の向上　　  　　　が重要となっ
ている。

緩和ケアや医療依存度の高い利用
者への対応も求められており、訪
問看護師の人材確保や資質の向
上、各療法士の参画が重要となっ
ている。
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島根県母子父子寡婦福祉資金の貸付金に係る債権の放棄について 

 

１ 債権の名称 

 島根県母子父子寡婦福祉資金貸付金 

 

２ 放棄する権利の内容 

 ひとり親家庭の生活や子の修学等に充てる額を低利子・無利子で貸し付ける母子父

子寡婦福祉資金について、県が定める「権利放棄の提案基準」を満たし弁済の見込み

のない債権を放棄する。 

 

３ 債権放棄の理由 

 下記４件については、債務者が破産免責となったため、令和６年１月 12 日付け知事

専決処分（１件あたりの放棄額が 100 万円以下のもの）により債権を放棄する。 

 

（放棄する債権一覧） 

 債権発生の概要 放棄する債権の内容 

1 平成６年に修学資金として 288,000 円を 

貸し付け。 

元金 56,400 円及び 

違約金 110,600 円 

2 平成 24 年に修業資金として 259,200 円を 

貸し付け。 

元金 241,200 円及び 

違約金 39,400 円 

3 平成 24年に就学支度資金として90,000円を 

貸し付け。 

元金 55,500 円及び 

違約金 1,500 円 

4 昭和 63 年に修業資金として 220,000 円を 

貸し付け。 

元利金 233,331 円及び 

違約金 695,500 円 

 

令 和 ６年 ３月 ７日 ・８日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部青少年家庭課 
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島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する 

基本的な計画（案）について 

 

１．計画の概要 

 (1) 位置付け 
  ・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(令和４年法律第52号。以下「法」という。)

第８条に基づき、都道府県に策定が義務付けられている基本的計画 

 (2) 策定の趣旨 

  ・法第７条に基づき定められた国の基本的な方針(令和５年３月29日公示)に即し、県が困難な問

題を抱える女性への支援の中核的な役割を果たし、市町村・民間団体等と連携して、女性の人

権尊重、女性が相談しやすい環境づくり、切れ目ない支援等のための対策を総合的かつ計画的

に推進し、女性が安心して、かつ自立して暮らせる地域社会の実現を目指すもの 

 (3) 法に基づく女性支援事業の対象 

・性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は地域生活

を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性を含む。） 

 (4) 計画の期間 

・令和６年度～令和10年度（５年間）計画期間 

 

２．主な内容 ○別添「案」 

 (1) 基本理念（目指す方向） 
○困難な問題を抱える女性一人ひとりの人権が尊重され、女性であるがゆえの生きづらさを抱え

ない社会を目指す。 

○困難な問題を抱える女性に寄り添った支援、本人の自己決定や自己選択を尊重した支援を通し

て、女性のエンパワーメントの実現を目指す。 

○県や市町村、民間団体等の連携により、全ての女性が安心して、かつ、自立して暮らせるため

の支援体制を充実する取組を進める。 

 (2) 施策体系 

   基本目標Ⅰ  女性の人権が尊重される社会づくり 

   基本目標Ⅱ  困難な問題を抱える女性が相談しやすい環境づくりと切れ目ない支援 

   基本目標Ⅲ  県、市町村、関係機関・団体等の連携による包括的な支援体制の充実・強化 

 

３．素案に対する意見照会（パブリックコメント） 

 (1) 実施期間  令和６年１月８日から令和６年２月７日まで 

 (2) 実施方法  県ホームページ・県政情報センター等での閲覧 

         ファックス・メールによる回答 

 

４．スケジュール 

令和６年３月 環境厚生委員会に報告、策定・公表 

  第４回計画策定委員会書面会議（パブリックコメントの報告・計画案の審議） 

令和６年３月７日・８日 

環境厚生委員会資料 

健康福祉部青少年家庭課 
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島
根
県
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
 

に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
県
の
考
え
方
 

１
．
素
案
の
修
正
意
見
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
注
）
共
通
す
る
ご
意
見
は
集
約
し
て
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

No
 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

１
 

第
１

章
 
２
 
計

画
に
お
け
る

施
策
の
対

象
者
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
対

象
者
と
し
て

性
的
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の

方
々
も

該
当
す

る
よ

う
に
思
う

が
、
そ

れ
は
県

独
自
の

判
断

と
な
る
の

で
、
支

援
者
が

確
信
を

持
っ

て
安
心
し

て
支
援

を
行
え

る
よ
う

に
、

ど
こ
ま
で

の
支
援

が
対
象

と
な
る

の
か

、
明
示
が

必
要
と

考
え
る
。
 

              

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

国
基
本
方
針
の
規
定
を
元
に
、
施
策
の
対
象
者
で
あ
る
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
」
に
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

方
に
つ
い
て
追
記
し
ま
し
た
。
 

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
を
支
援
の
対
象
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
ご
相
談
い
た
だ
く
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る

と
思
い
ま
す
の
で
明
示
は
困
難
で
す
が
、
ご
意
見
は
、
今
後
の
施
策
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（

P.
2）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
 

 

２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
（
脚
注
）
 

●
 
国
の
基
本
方
針
に
は
、「

性
自
認
が
女
性
で
あ
る

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
者
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ

ン
ス

ジ
ェ

ン
ダ

ー
で

あ
る

こ
と

に
起

因
す

る
人

権
侵

害
・

差
別

に
よ

り
直

面
す

る
困

難
に

配
慮

し
、
そ
の
状
況
や
相
談
内
容
を
踏
ま
え
、
他
の
支

援
対
象
者
に
も
配
慮
し
つ
つ
、
関
係
機
関
等
と
も

連
携
し
て
、
可
能
な
支
援
を
検
討
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。」

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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No
 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

2 

第
１

章
 
２
 
計

画
に
お
け
る

施
策
の
対

象
者
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
外

国
人
女
性
の

中
に
は
Ｄ
Ｖ

な
ど
の
諸

事
情
で

在
留
資

格
が

失
効
し
て

し
ま
っ

て
い
る

場
合
や

、
技

能
実
習
生

な
ど
実

質
的
に

保
護
の

対
象

か
ら
漏
れ

る
場
合

も
少
な

く
な
い

。
国

籍
や
在
留

資
格
の

有
無
・
種
別
に
関
わ
ら
ず
、
困
難
な
問
題

を
抱
え

る
女
性

で
あ

れ
ば
全
て

支
援
の

対
象
と

な
る
こ

と
を

明
ら
か
に

し
、
こ

れ
を
多

言
語
で

周
知

し
て
い
た

だ
き
た

い
。
 

      

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

施
策
の
対
象
者
に
「
法
が
定
義
す
る
状
況
に
当
て
は
ま
る
女
性
で
あ
れ
ば
、
年
齢
、
障
が
い
の
有
無
、
国
籍
等
を
問
わ

ず
、
必
要
に
応
じ
て
法
に
よ
る
支
援
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。」

こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
 

な
お
、
多
言
語
で
の
周
知
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
施
策
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（

P.
2）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
 

●
 
困
難
女
性
支
援
法
第
２
条
に
規
定
さ
れ
る
「
性

的
な
被
害
、
家
庭
の
状
況
、
地
域
社
会
と
の
関

係
性
そ
の
他
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
日
常
生
活

又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
（
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
女
性

を
含
む
。）
」（

以
下
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
 」

と
い
う
。）

を
対
象
と
し
ま
す
。
 

 

２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
 

●
 
困
難
女
性
支
援
法
第
２
条
に
規
定
さ
れ
る
「
性
的

な
被
害
、
家
庭
の
状
況
、
地
域
社
会
と
の
関
係
性

そ
の

他
の

様
々

な
事

情
に

よ
り

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
円

滑
に

営
む

上
で

困
難

な
問

題
を

抱
え

る
女

性
（

そ
の

お
そ

れ
の

あ
る

女
性

を
含

む
。）
」（

以
下
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
 」

と
い
う
。）

を
対
象
と
し
ま
す
。
 

 
困

難
女

性
支

援
法
が

定
義
す

る
状

況
に
当

て
は

ま
る
女
性
で
あ
れ
ば
、
年
齢
、
障
が
い
の
有
無
、

国
籍
等
を
問
わ
ず
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
の
対
象

と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

 
 

3 

第
１

章
 
２
 
計

画
に
お
け
る

施
策
の
対

象
者
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
困

難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性

の
概
念
を

よ
り
明

確
に
す

る
た

め
に
、
部

落
女
性

を
は
じ

め
マ
イ

ノ
リ

テ
ィ
女
性

を
含
む

よ
う
明
記
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

   

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

施
策
の
対
象
者
と
し
て
例
示
す
る
女
性
の
困
難
に
「
差
別
な
ど
の
被
害
を
受
け
て
い
る
女
性
」
を
追
記
し
ま
し
た
。（

P.
2）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
の
例
示
 

●
 
・
性
暴
力
、
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
虐

待
、
い
じ
め
な
ど
、
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被

害
を
受
け
て
い
る
女
性
 

２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
 

●
 
性
暴
力
、
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
虐
待
、

い
じ
め
、
差
別
な
ど
、
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

被
害
を
受
け
て
い
る
女
性
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No
 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

4 

第
３
章
 
２
 
課
題
 
 

（
２

）
支
援
対
象

者
に
寄
り
添

っ
た
包
括

的
か

つ
切
れ
目
の

な
い
支
援
を

行
う
た
め

の
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
部

落
問
題
を
は

じ
め
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
女

性
が
抱

え
る
差

別
や

複
合
差
別

に
対
す

る
正
し

い
理
解

が
な

い
と
適
切

な
相
談

支
援
が

で
き
な

い
ば

か
り
か
二

次
被
害

を
も
た

ら
す
こ

と
も

危
惧
さ
れ

る
。
相

談
に
関

わ
る
担

当
者

へ
の
人
権

研
修
を

行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

                  

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

第
３
章
 
２
 
課
題
（
２
）
と
、
第
４
章
 
基
本
目
標
Ⅱ
に
、
生
活
や
心
理
面
で
多
く
の
不
安
を
感
じ
な
が
ら
相
談
し
て

い
る
支
援
対
象
者
へ
の
不
適
切
な
対
応
に
よ
っ
て
二
次
被
害
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
人
権
を
尊
重
し
た
支
援
を
行
う

た
め
の
研
修
等
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
を
追
記
し
ま
し
た
。
（
P.
14
、
P.
25
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

（
２
）
支
援
対
象
者
に
寄
り
添
っ
た
包
括
的
か
つ
切
れ

目
の

な
い
支

援
を

行
う
た

め
の

支
援
体

制
の

充

実
・
強
化
 

●
 
困
難

な
問
題

を
抱
え

る
女
性

が
置
か

れ
て
い
る

状
況
は
多
様
で
あ
り
、
抱
え
て
い
る
課
題
は
複
雑

に
絡
み
あ
っ
て
い
る
た
め
、
課
題
を
解
決
し
、
支

援
対

象
者
が

自
分

ら
し
い

人
生

を
送
る

た
め

に

は
、
本
人
の
意
思
に
寄
り
添
っ
た
中
長
期
的
な
支

援
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 【
基
本
目
標
Ⅱ
】
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
相
談

し
や

す
い

環
境

づ
く

り
と

切
れ

目

な
い
支
援
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
２
）
支
援
対
象
者
に
寄
り
添
っ
た
包
括
的
か
つ
切
れ

目
の

な
い

支
援

を
行

う
た

め
の

支
援

体
制

の

充
実
・
強
化
 

●
 

困
難
な

問
題

を
抱
え
る
女
性

が
置
か
れ
て
い
る

状
況
は
多
様
で
あ
り
、
抱
え
て
い
る
課
題
は
複
雑

に
絡
み
あ
っ
て
い
る
た
め
、
課
題
を
解
決
し
、
自

分
ら

し
い
人

生
を

送
れ
る

よ
う

に
す
る
た

め
に

は
、
本
人
の
意
思
に
寄
り
添
っ
た
中
長
期
的
な
支

援
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
 

支
援
者
が
、
支
援
対
象
者
に
寄
り
添
っ
た
包
括
的

か
つ
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
行
う
た
め
に
は
、
支

援
対

象
者

が
生

活
や
心

理
面
で

多
く
の

不
安
を

感
じ
な
が
ら
相
談
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
相

談
窓

口
に

お
け

る
不
適

切
な
対

応
に
よ

っ
て
さ

ら
な
る
被
害
（
二
次
被
害
等
）
が
生
じ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
支
援
対
象
者
が
置
か
れ
て
い
る
環
境

や
心
身
の
状
況
に
配
慮
し
、
人
権
を
尊
重
し
た
支

援
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 【
基
本
目
標
Ⅱ
】
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
相
談

し
や

す
い

環
境

づ
く

り
と

切
れ

目

な
い
支
援
 

●
 
ま
た
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
置
か
れ
て

い
る
状
況
は
多
様
で
あ
り
、
生
活
や
心
理
面
で
多

128



         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

く
の

不
安

を
感

じ
な

が
ら

相
談

し
て
い

る
こ

と

か
ら
、
い
ず
れ
の
相
談
窓
口
に
お
い
て
も
、
不
適

切
な
対
応
に
よ
っ
て
よ
り
さ
ら
な
る
被
害
（
二
次

被
害
）
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
支
援
対
象

者
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

や
心

身
の
状

況
を

理

解
し
、
人
権
を
尊
重
し
た
支
援
を
行
う
た
め
の
研

修
等
の
取
組
を
進
め
ま
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

5 

第
３
章
 
２
 
課
題
 
 

（
４
）
県
・
市
町
村
の
女
性
相
談
支
援
の
充

実
・
強
化
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・「
専
門
性
向
上
」、
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談

支
援
機
能
の
強
化
」、
「
支
援
対
象
者
に
寄

り
添
い
続
け
る
支
援
体
制
構
築
」
の
た
め

に
は
、
相
談
員
は
、
短
い
年
数
で
交
代
す

る
の
で
は
な
く
、
専
門
性
や
経
験
の
蓄
積

に
よ
っ
て
よ
り
多
様
な
観
点
を
持
ち
、
相

談
者

に
寄

り
添

っ
た

対
応

が
可

能
に

な

る
よ
う
、
正
規
の
専
門
職
員
と
し
て
配
置

し
て
ほ
し
い
。
 

 
ま
た
、
市
町
村
へ
の
予
算
配
分
も
含
め
・

て
予
算
措
置
を
お
願
い
し
た
い
。
あ
わ
せ

て
、
専
門
性
向
上
の
た
め
の
研
修
を
受
講

で
き
る
よ
う
、
体
制
を
整
え
て
ほ
し
い
。
 

             

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

ご
意
見
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
女
性
相
談
支
援
員
の
人
材
確
保
・
定
着
に
つ
い
て
は
課
題
が
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
引

き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。
 

な
お
、
市
町
村
の
女
性
相
談
支
援
員
の
配
置
等
体
制
整
備
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
の
ご
判
断
に
よ
る
も
の
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
 

県
と
し
て
は
、
市
町
村
に
対
し
、
法
で
明
記
さ
れ
た
女
性
相
談
支
援
員
配
置
の
努
力
義
務
や
組
織
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
必
要

性
な
ど
に
つ
い
て
丁
寧
に
説
明
し
、
理
解
を
得
る
よ
う
働
き
か
け
る
と
と
も
に
、
女
性
相
談
支
援
員
に
対
す
る
組
織
的
な
サ

ポ
ー
ト
体
制
の
確
保
や
、
専
門
性
向
上
の
充
実
等
も
含
め
た
処
遇
改
善
・
や
人
材
育
成
に
向
け
た
、
環
境
整
備
に
つ
い
て
引

き
続
き
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
(P
.1
7)
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④
女
性
相
談
支
援
員
の
任
用
・
人
材
育
成
・
確
保
 に

向
け
た
環
境
整
備
を
追
記
 

●
 
≪
人
材
の
確
保
・
育
成
≫
 

女
性
相
談
支
援
員
は
、
支
援
対
象
者
と
継
続
的
な

信
頼

関
係

を
構

築
す

る
こ

と
が

極
め

て
重

要
で

あ
り
、
長
期
的
な
支
援
が
必
要
な
ケ
ー
ス
も
多
数

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
材
確
保
に
努
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
相
談
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
上
、
支
援
対

象
者
が
適
切
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
丁
寧

な
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
、
意
思

決
定
の
支
援
、
必
要
に
応
じ
た
関
係
機
関
と
の
連

絡
調
整
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

任
用
後
も
研
修
や
勉
強
会
等
を
通
じ
て
、
継
続
的

に
資
質
向
上
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
 

一
方
、
女
性
相
談
支
援
員
に
つ
い
て
は
、
雇
用
の

不
安
定
さ
か
ら
人
材
が
定
着
し
づ
ら
い
こ
と
、
安

心
し

て
窓

口
業

務
を

行
う

た
め

の
安

全
確

保
の

体
制
づ
く
り
、
女
性
相
談
支
援
員
が
孤
立
し
な
い
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よ
う
な
組
織
的
サ
ポ
ー
ト

体
制
、「

代
理
受
傷
」

や
「
バ
ー
ン
ア
ウ
ト
（
燃
え
尽
き
）」

に
対
す
る
ケ

ア
が
課
題
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

県
・
市
町
村
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
課

題
を
認
識
し
、
女
性
相
談
支
援
員
に
対
す
る
組
織

的
な
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
確
保
や
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
ケ
ア
、
専
門
性
向
上
の
た
め
の
研
修
の
充
実
等

も
含

め
た

処
遇

改
善

や
人

材
育

成
に

向
け

た
環

境
整

備
に

つ
い

て
引

き
続

き
検

討
を

行
っ

て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

6 

≪
参

考
≫

支
援

調
整

会
議

の
設

置
の

目

的
、
設
置
の
主
体
、
検
討
内
容
、
構
成
等
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
関
係
機
関
・
支
援
調
整
会
議
構
成
機
関

の
例
示
に
、
出
入
国
在
留
管
理
庁
、
同

関
連
機
関
、
そ
の
他
の
外
国
人
支
援
に

関
す
る
機
関
を
追
加
し
て
は
ど
う
か
。
 

関
係
機
関
の
「
等
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い

る
と
は
思
う
が
、外

国
人
支
援
は
第

1
章

２
に
お

い
て
項

目
立

て
て
言
及

さ
れ
る

重
要
な

対
象
者

で
あ

り
、
そ
の

支
援
に

必
要
な

機
関
は

明
示

さ
れ
た
ほ

う
が
よ

い
と
思
う
。
 

  

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

支
援
調
整
会
議
構
成
機
関
の
例
示
に
外
国
人
支
援
団
体
で
あ
る
し
ま
ね
国
際
セ
ン
タ
ー
を
記
載
し
て
お
り
ま
す
。
 

な
お
、
支
援
調
整
会
議
に
参
画
い
た
だ
く
構
成
機
関
は
、
個
別
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
異
な
り
ま
す
が
、
そ
の
都
度
、
必
要
に

応
じ
て
参
画
い
た
だ
く
よ
う
努
め
ま
す
。
(P
.2
0
) 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

○
支
援
調
整
会
議
構
成
機
関
の
例
示
 

●
 
県
・
市
町
村
の
女
性
支
援
担
当
部
局
、
他
の
関
連

部
局
、
福
祉
事
務
所
、
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
、
都

道
府

県
警

察
、

配
偶

者
暴

力
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
、
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
都
道
府

県
や

市
町

村
に

配
置

さ
れ

て
い

る
女

性
相

談
支

援
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
生
活
困
窮
者
自
立
相

談
支

援
機

関
、

支
援

に
関

係
す

る
福

祉
関

係
機

関
、
就
労
支
援
機
関
、
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

一
時
保
護
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
、
女
性
自
立

支
援
施
設
、
医
療
機
関
、
そ
の
他
社
会
福
祉
サ
ー

ビ
ス
関
係
者
等
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障

が
い
に
係
る
相
談
支
援
事
業
所
等
）、

民
間
団
体

（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
関
し
、
訪
問
や

巡
回
、
居
場
所
の
提
供
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た

相
談
支
援
や
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
、
関
係
機
関
へ
の
同

行
等
の
支
援
を
実
施
し
て
い
る
団
体
）
等
 

○
 
支
援
調
整
会
議
構
成
機
関
の
例
示
 

●
 
県
・
市
町
村
の
女
性
支
援
担
当
部
局
、
他
の
関
連

部
局
、
福
祉
事
務
所
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、

都
道
府
県
警
察
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
、
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
の
た
め
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
都
道
府

県
や

市
町
村

に
配
置

さ
れ
て

い
る

女
性
相

談
支

援
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
生
活
困
窮
者
自
立
相

談
支

援
機
関

、
支
援

に
関
係

す
る

福
祉
関

係
機

関
、
就
労
支
援
機
関
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

か
ら
一
時
保
護
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
、
女
性

自
立
支
援
施
設
、
医
療
機
関
、
そ
の
他
社
会
福
祉

サ
ー

ビ
ス
関

係
者
等

（
地
域

包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
、
障
が
い
に
係
る
相
談
支
援
事
業
所
等
）、

困

難
な

問
題
を

抱
え
る

女
性
へ

の
支

援
を
実

施
し

て
い
る
民
間
団
体
、
外
国
人
支
援
団
体
 
等
 

   
 

7 

≪
参

考
≫

支
援

調
整

会
議

の
設

置
の

目

的
、
設
置
の
主
体
、
検
討
内
容
、
構
成
等
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
支
援
調
整
会
議
の
構
成
員
と
し
て
 、

外
国
人
女
性
を
支
援
す
る
民
間
団
体
、

外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
加
え
て
ほ
し

い
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

8 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基

本
目
標
Ⅰ
】

女
性
の
人
権

が
尊
重
さ

れ
る
社
会
づ
く
り
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
女

性
の
人
権
を

尊
重
す
る
県

民
意
識
の

醸
成
の
（
３
）
女
性
の
人
権
・
生
と
性
を

守
る
た
め
の
予
防
教
育
・
啓
発
に
、
女
性

の
心
と

体
を
守

る
た

め
、
男
女

の
体
の

仕
組
み

の
違
い

、
性

行
為
に
よ

る
妊
娠

と
リ
ス

ク
、
同

意
の

な
い
性
行

為
の
犯

罪
性
等

に
関
す

る
教

育
の
推
進

を
ぜ
ひ

掲
げ
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
性
教
育
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ

人
間
の

性
行
動

に
つ

い
て
学
ぶ

こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。
 

身
体

の
部
位

の
名

称
や

働
き
と

い
っ

た
基
本

的
な
学

び
、

自
分
だ
け

が
自
分

の
身
体

の
こ
と

を
決

め
ら
れ
る

と
い
う

「
身
体
の
権
利
」
や
、
性
暴
力
は
人
権
侵

害
で
あ

り
犯
罪

で
あ

る
こ
と
を

幼
児
期

か
ら
学

び
、
性

を
科

学
的
に
知

っ
て
お

く
こ
と

が
自
分

の
身

を
守
る
事

に
繋
が

る
。
避
妊
や
性
的
同
意
も
、
女
性
と
パ
ー

ト
ナ
ー

が
知
っ

て
い

な
け
れ
ば

予
防
教

育
に
は
な
ら
な
い
。
 

若
年

層
の
望

ま
な
い
妊
娠

や
中

絶
を

な

く
す

た
め
に

は
教
員
へ
の

研
修

の
充

実

も
必
要
。教

員
の
児
童
生
徒
に
対
す
る
性

暴
力
の
根
絶
も
期
待
す
る
。
 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

女
性
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
女
性
が
自
分
自
身
の
心
と
体
、
妊
娠
等
に
つ
い
て
正
し
い
知
識

を
得
て
、
自
由
に
決
定
で
き
る
た
め
の
「
性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康
と
権
利
（
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ
ツ
）
」

の
視
点
を
持
っ
た
取
組
を
若
年
層
か
ら
進
め
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
き
、

基
本
目
標
Ⅰ
に
追
記
し
ま
し

た
。
 

な
お
、
教
員
へ
の
研
修
の
充
実
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
部
局
等
と
共
有
し
、
今
後
の
取
組
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。（

P.
24
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
基
本
目
標
Ⅰ
】
 

●
 
女
性
が
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

肯
定
感
や
自
己
決
定
権
が
失
わ
れ
や
す
い
状
況

に
お
か
れ
る
背
景
に
は
、
女
性
を
取
り
巻
く
社

会
の
構
造
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

女
性
で
あ
る
こ
と
を
「
生
き
に
く
さ
」
と
し
な

い
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
を

進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

女
性
が
自
分
の
た
め
に
生
き
る
力
を
取
り
戻
せ

る
よ
う
、
成
長
段
階
に
応
じ
た
エ
ン
パ
ワ
ー
メ

ン
ト
教
育
や
啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。
 

【
基
本
目
標
Ⅰ
】
 

●
 
女
性
が
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
肯

定
感

や
自
己
決

定
権

が
失
わ

れ
や

す
い
状

況
に

お
か
れ
る
背
景
に
は
、
女
性
を
取
り
巻
く
社
会
の

構
造
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
女
性
で

あ
る
こ
と
を
「
生
き
に
く
さ
」
と
し
な
い
人
権
尊

重
の

社
会
づ
く

り
に

向
け
た

取
組

を
進
め

る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

女
性

が
自
分
の

た
め

に
生
き

る
力

を
取
り

戻
せ

る
よ
う
、
成
長
段
階
に
応
じ
た
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
教
育
や
啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。
 

ま
た
、
女
性
が
、
思
春
期
の
心
と
体
、
妊
娠
に
適

し
た

年
齢
な
ど

に
つ

い
て
正

し
い

情
報
を

入
手

し
、
妊
娠
や
出
産
に
つ
い
て
自
由
に
決
定
で
き
る

た
め
に
、
若
年
層
か
ら
の
「
性
と
生
殖
に
関
す
る

健
康
と
権
利
（
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／

ラ
イ
ツ
 ）
」
の
視
点
に
基
づ
き
、
命
の
大
切
さ
や

正
し
い
性
知
識
の
教
育
・
意
識
啓
発
な
ど
の
取
組

を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

9 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基

本
目
標
Ⅰ
】

女
性
の
人
権

が
尊
重
さ

れ
る
社
会
づ
く
り
 

第
５

章
 
２
 
施

策
の
推
進
に

あ
た
っ
て

の
目
標
指
標
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
県
内
の
中
学
校
、
高
等
学
校
、
特
別
支
援

学
校
に
お
い
て
、
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
・
性
被
害

予
防

等
の

性
に

関
す

る
指

導
を

実
施

し

て
い
る
学
校
数
の
割
合
の
現
状
値
（
 

７
０
．
８
％
）
は
、
女
性
の
人
権
と
い
う

意
味
全
く
不
足
し
て
い
る
と
思
う
。
 

性
被
害
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
男
女

の
身
体
の
し
く
み
の
違
い
か
ら
、
妊
娠

す
る
理
由
、
妊
娠
・
出
産
に
と
も
な
う

リ
ス
ク
な
ど
を
き
ち
ん
と
学
ぶ
成
長
段

階
で
の
性
教
育
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
内
容
の
目
標
も
掲
げ
て
い
た
だ

き
た
い
。
 

           

女
性
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
女
性
が
自
分
自
身
の
心
と
体
、
妊
娠
等
に
つ
い
て
正
し
い
知

識
を
得
て
、
自
由
に
決
定
で
き
る
た
め
の
「
性
と
生
殖
に
関
す
る
健
康
と
権
利
（
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ

ツ
）」

の
視
点
を
持
っ
た
取
組
を
若
年
層
か
ら
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
の
考
え
に
基
づ
き
、
基
本
目
標
Ⅰ
に
追
記
し

ま
し
た
。
 

ご
意
見
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
の
施
策
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

（
P.
24
）（

P.
29
）
 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
基
本
目
標
Ⅰ
】
 

●
 
女
性
が
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

肯
定
感
や
自
己
決
定
権
が
失
わ
れ
や
す
い
状
況

に
お
か
れ
る
背
景
に
は
、
女
性
を
取
り
巻
く
社

会
の
構
造
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、

女
性
で
あ
る
こ
と
を
「
生
き
に
く
さ
」
と
し
な

い
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
に
向
け
た
取
組
を

進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

女
性
が
自
分
の
た
め
に
生
き
る
力
を
取
り
戻
せ

る
よ
う
、
成
長
段
階
に
応
じ
た
エ
ン
パ
ワ
ー
メ

ン
ト
教
育
や
啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。
 

【
基
本
目
標
Ⅰ
】
 

●
 
女
性
が
困
難
を
抱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
肯

定
感

や
自
己
決

定
権

が
失
わ

れ
や

す
い
状

況
に

お
か
れ
る
背
景
に
は
、
女
性
を
取
り
巻
く
社
会
の

構
造
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
女
性
で

あ
る
こ
と
を
「
生
き
に
く
さ
」
と
し
な
い
人
権
尊

重
の

社
会
づ
く

り
に

向
け
た

取
組

を
進
め

る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
 

女
性

が
自
分
の

た
め

に
生
き

る
力

を
取
り

戻
せ

る
よ
う
、
成
長
段
階
に
応
じ
た
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
教
育
や
啓
発
に
取
り
組
み
ま
す
。
 

ま
た
、
女
性
が
、
思
春
期
の
心
と
体
、
妊
娠
に
適

し
た

年
齢
な
ど

に
つ

い
て
正

し
い

情
報
を

入
手

し
、
妊
娠
や
出
産
に
つ
い
て
自
由
に
決
定
で
き
る

た
め
に
、
若
年
層
か
ら
の
「
性
と
生
殖
に
関
す
る

健
康
と
権
利
（
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
／

ラ
イ
ツ
 ）
」
の
視
点
に
基
づ
き
、
命
の
大
切
さ
や

正
し
い
性
知
識
の
教
育
・
意
識
啓
発
な
ど
の
取
組

を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

10
 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅲ
】
県
、
市
町
村
、
関
係
機
関
・

団
体

等
の
連
携
に

よ
る
包
括
的

な
支
援
体

制
の
充
実
・
強
化
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
民

間
団
体
の
エ

ン
パ
ワ
ー
メ

ン
ト
の
た

め
に
も

、
当
事

者
の

相
談
員
と

し
て
の

能
力
育
成
が
重
要
だ
と
考
え
る
。
 

                      

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

基
本
目
標
Ⅲ
に
、
県
、
市
町
村
、
民
間
団
体
等
の
相
談
員
や
ス
タ
ッ
フ
の
資
質
向
上
に
つ
い
て
追
記
し
ま
し
た
。（

P.
27
） 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

【
基
本
目
標
Ⅲ
】
 

●
 
多
様
化
、
複
合
化
、
複
雑
化
す
る
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
あ
た
っ
て
は
、
中
核
的

な
役
割
を
担
う
県
・
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
と
、
支

援
対

象
で

あ
る

女
性

に
と

っ
て

最
も

身
近

な
保

健
・
医
療
・
福
祉
等
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
主
体
で
あ

る
市
町
村
が
中
心
と
な
り
、
幅
広
い
関
係
機
関
が

そ
れ
ぞ
れ
に
主
体
性
を
発
揮
し
、
相
互
に
連
携
し
、

早
期
か
ら
切
れ
目
な
い
支
援
を
包
括
的
に
行
う
た

め
の
体
制
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
 

【
基
本
目
標
Ⅲ
】
 

●
 
多
様
化
、
複
合
化
、
複
雑
化
す
る
困
難
な
問
題
を

抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
あ
た
っ
て
は
、
中
核
的

な
役
割
を
担
う
県
・
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
と
、
支

援
対

象
で

あ
る

女
性

に
と

っ
て

最
も

身
近

な
保

健
・
医
療
・
福
祉
等
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
主
体
で
あ

る
市
町
村
が
中
心
と
な
り
、
幅
広
い
関
係
機
関
が

そ
れ
ぞ
れ
に
主
体
性
を
発
揮
し
、
相
互
に
連
携
し
、

早
期
か
ら
切
れ
目
な
い
支
援
を
包
括
的
に
行
う
た

め
の
体
制
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
 

（
略
）
 

県
は
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
困
難
な
問
題

を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
中
核
と
な
る
機
関
と

し
て
機
能
強
化
を
図
り
、
市
町
村
や
関
係
機
関
、

民
間
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
相
談
支
援
の
充
実

を
図
る
た
め
の
取
組
を
進
め
ま
す
。
 

ま
た
、
市
町
村
、
民
間
団
体
等
の
相
談
員
や
ス
タ

ッ
フ
の
資
質
向
上
を
図
る
た
め
に
、
県
が
開
催
す

る
研
修
会
や
事
例
検
討
会
へ
の
参
加
を
積
極
的
に

呼
び
か
け
た
り
、
日
ご
ろ
か
ら
支
援
者
か
ら
の
相

談
を
受
け
、
助
言
で
き
る
関
係
づ
く
り
を
進
め
ま

す
。
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２
．
素
案
の
修
正
は
行
わ
な
い
が
、
今
後
の
施
策
の
参
考
と
す
る
意
見
 

N
o 

意
見
の
概
要
 

意
見
に
対
す
る
考
え
方
・
対
応
 

11
 

第
１
章
 
２
 
計
画
に
お
け
る
施
策
の
対
象
者
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
知
的
障
が
い
の
あ
る
女
性
の
性
被
害
が
多
い
。
被
害
を
受
け
る
と
い
う
こ

と
は
、
加
害
者
に
正
し
い
認
識
・
知
識
が
無
い
こ
と
が
大
き
な
原
因
だ
と

思
う
。
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
困
難
を
抱
え
る
女
性
の
例
示
に
知
的

障
が
い
の
あ
る
女
性
を
書
き
込
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

施
策
の
対
象
者
と
な
る
女
性
の
例
示
は
参
考
例
と
し
て
お
示
し
し
て
お
り
、
知

的
障
が
い
の
あ
る
女
性
も
「
障
が
い
」
に
含
め
て
い
ま
す
。
 

な
お
、
ご
意
見
は
、
今
後
の
相
談
支
援
の
充
実
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
と
ら
え

た
周
知
・
啓
発
に
向
け
て
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

12
 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅰ
】
女
性
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
づ
く
り
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
中
卒
、
高
卒
で
就
職
す
る
若
者
が
、
仕
事
や
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
る
前
に

労
働
者
の
権
利
（
労
働
基
本
権
）
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
保
障
す
る
取
組

が
必
要
。
労
働
基
準
監
督
署
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
福
祉
事
務
所
な
ど
の
出

前
授
業
も
有
効
だ
と
思
う
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

ご
意
見
は
、
関
係
部
局
等
と
共
有
し
、
今
後
の
相
談
支
援
の
充
実
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
機
会
を
と
ら
え
た
周
知
・
啓
発
に
向
け
て
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 

13
 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅱ
】
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
相
談
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
と
切
れ
目
な
い
支
援
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
自
ら
相
談
に
行
く
女
性
は
と
て
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
人
が
認
識
し

た
り
、
困
っ
て
い
る
こ
と
を
相
談
し
た
い
と
思
う
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
第

三
者
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
必
要
。
 

保
育
所
や
学
校
、
病
院
、
職
場
な
ど
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
の
気
づ
き
を
促

す
た
め
の
研
修
な
ど
が
必
要
だ
と
思
う
。
一
部
の
意
識
啓
発
な
ど
で
は
な

く
、
あ
ら
ゆ
る
場
で
の
啓
発
・
研
修
を
進
め
て
ほ
し
い
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

ご
意
見
は
、
今
後
の
相
談
支
援
の
充
実
・
強
化
に
向
け
、
関
係
機
関
・
民
間
団
体

等
と
共
有
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
取
組
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅱ
】
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
相
談
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
と
切
れ
目
な
い
支
援
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
は
、
平
均
収
入
が
低
い
上
に
子
の
看
護
、
育
児
、
家

事
に
追
わ
れ
思
う
よ
う
に
職
に
就
け
ず
、
身
体
・
精
神
的
疲
労
の
蓄
積
か

ら
ギ
リ
ギ
リ
の
生
活
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
悪
循
環
に
あ
る
。
こ
う
し
た

負
の
ル
ー
プ
を
断
ち
、
ひ
と
り
親
家
庭
が
社
会
の
中
で
取
り
残
さ
れ
ず
生

活
を
送
れ
る
よ
う
、
例
え
ば
、
生
活
の
基
盤
と
な
る
住
居
問
題
の
実
状
を

早
期
に
把
握
し
、
他
自
治
体
の
よ
う
に
、
家
賃
補
助
や
住
宅
費
助
成
、
或

い
は
公
費
で
新
た
に
ひ
と
り
親
に
対
す
る
住
居
施
設
を
建
設
す
る
等
の
支

援
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

ひ
と
り
親
家
庭
の
女
性
は
、
経
済
的
な
困
難
を
抱
え
や
す
い
と
受
け
と
め
て
お

り
、
住
ま
い
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
自
立
に
向
け
て
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認

識
し
て
お
り
ま
す
。
 

ご
意
見
は
、
今
後
、
市
町
村
や
関
係
団
体
と
共
有
し
、
今
後
の
取
組
の
参
考
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

  

15
 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅱ
】
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
相
談
し
や
す
い
環
境
づ
く

り
と
切
れ
目
な
い
支
援
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
被
差
別
当
事
者
の
相
談
員
を
配
置
す
る
こ
と
は
、
部
落
女
性
を
は
じ
め
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
女
性
が
安
心
し
て
相
談
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
被
差
別
当
事
者
に
よ
る
相
談
・
支
援
が

で
き
る
よ
う
、
そ
の
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
 

        

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

 
ご
意
見
に
あ
る
よ
う
に
、
相
談
員
の
選
定
に
あ
た
り
、
被
差
別
当
事
者
に
限
定
す

る
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
、
支
援
対
象
者
で
あ
る
女
性
が
、
生
活
や
心
理
面
で
多
く

の
不
安
を
感
じ
な
が
ら
相
談
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
不
適
切
な
対
応
に
よ
っ

て
二
次
被
害
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
人
権
を
尊
重
し
た
支
援
を
行
う
た
め
の

研
修
等
、
人
材
育
成
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅲ
】
県
、
市
町
村
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
連
携
に
よ
る
包
括
的

な
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
 

６
 
民
間
団
体
と
の
連
携
・
協
働
の
推
進
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
困
難
を
抱
え
る
女
性
た
ち
に
と
っ
て
公
的
機
関
の
支
援
窓
口
を
訪
ね
る
の

は
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
存
在
を
知
ら
な
い
こ
と
も
支
援
に
繋

が
り
に
く
い
要
因
と
考
え
る
。
 

家
族
関
係
悪
化
に
よ
っ
て
家
に
帰
り
た
が
ら
な
い
少
女
た
ち
が
被
害
に
遭

わ
な
い
た
め
に
も
支
援
者
に
よ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
は
欠
か
せ
な
い
。
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
を
重
要
な
支
援
手
法
と
し
て
位
置
づ
け
て
ほ
し
い
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

公
的

機
関
に

相
談
す

る
の

は
ハ
ー

ド
ル
が
高

い
と

感
じ
る

女
性

が
気
軽

に
繋
が

る
居
場
所
や
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
等
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
支
援
な
ど
、
民
間
団
体
と
の
連

携
や
協
働
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
今
後
、
検
討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
 

17
 

第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅲ
】
県
、
市
町
村
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
連
携
に
よ
る
包
括

的
な
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
 

６
 
民
間
団
体
と
の
連
携
・
協
働
の
推
進
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
女
性
に
関
わ
ら
ず
、
子
ど
も
、
大
人
、
外
国
籍
の
方
な
ど
、
多
様
な
生
き

づ
ら
さ
を
抱
え
る
人
々
が
、
気
軽
に
相
談
し
た
り
、
互
い
を
支
え
合
う
居

場
所
を
提
供
し
て
い
る
既
存
の
市
民
活
動
団
体
等
や
、
新
規
に
居
場
所
開

設
の
志
の
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
民
間
団
体
に
積
極
的
な
支
援
を
し
て
ほ
し

い
。
民
間
団
体
は
資
金
不
足
が
一
番
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
財
政
支
援
を

す
る
事
で
支
え
て
く
だ
さ
い
。
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
外
国
人
女
性
を
支
援
す
る
民
間
団
体
、
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
連
携
協

力
し
、
必
要
に
応
じ
て
活
動
資
金
を
拠
出
し
て
ほ
し
い
。
 

  

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

民
間
団
体
の
支
援
活
動
の
持
続
可
能
性
を
高
め
る
た
め
の
連
携
・
協
働
の
在
り
方

等
に
つ
い
て
、
今
後
、
検
討
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。
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第
４
章
 
３
 
基
本
目
標
 

【
基
本
目
標
Ⅲ
】
県
、
市
町
村
、
関
係
機
関
・
団
体
等
の
連
携
に
よ
る
包
括

的
な
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
 

６
 
民
間
団
体
と
の
連
携
・
協
働
の
推
進
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
多
様
な
民
間
団
体
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
支
援
対
象
者
へ
の
支
援
と
し
て

連
携
す
べ
き
で
な
い
、
あ
る
い
は
連
携
で
き
る
か
ど
う
か
不
明
な
団
体
が

あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

県
及
び
市
町
村
に
は
、
一
部
団
体
や
被
支
援
者
に
限
る
こ
と
な
く
、
注

意
深
く
そ
し
て
広
く
市
民
か
ら
の
情
報
収
集
に
努
め
る
こ
と
を
望
む
。
 

 

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
民
間
団
体
と
の
連
携
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
令
和
５
年
３
月
２
４
日

に
出
し
た
、
モ
デ
ル
事
業
で
あ
る
若
年
被
害
女
性
支
援
事
業
に
携
わ
る
民

間
団
体
の
適
格
性
に
関
す
る
通
知
（
Ｑ
＆
Ａ
）
を
本
事
業
で
も
遵
守
し
、

透
明
性
の
高
い
支
援
活
動
と
な
る
こ
と
を
望
む
。
 

ま
た
、
県
・
市
町
村
に
は
、
把
握
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
民
間
支
援
団
体
の

情
報
を
極
力
公
に
す
る
こ
と
、
ま
た
、
市
民
等
の
求
め
に
応
じ
て
極
力
開

示
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
 

           

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

民
間
団
体
と
の
連
携
・
協
働
に
あ
た
っ
て
は
、
透
明
性
の
高
い
支
援
活
動
と
な
る

よ
う
、
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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第
５
章
 
２
 
施
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て
の
目
標
指
標
 

【
基
本
目
標
Ⅰ
】
固
定
的
な
性
別
役
割
分
担
意
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
の
割

合
 

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
固
定
的
な
性
別
に
よ
る
役
割
分
担
意
識
の
考
え
方
は
、
一
般
的
な
問
い
の

結
果
で
あ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
と
い
う
目
的
に
は

足
ら
な
い
調
査
結
果
だ
と
思
う
。
令
和

4
年
就
業
構
造
基
本
調
査
で
は
、

25
～
54

歳
の
女
性
の
有
業
者
割
合
は

85
％
前
後
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
女
性
が
働
く
の
は
当
た
り
前
と
考
え
て
い
る
割
合
は
高
く
、
県
の
現

状
値

73
.9
％
は
逆
に
低
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
早
急
に
は
難
し

い
と
思
う
が
、
計
画
策
定
の
た
め
に
改
め
て
調
査
を
す
れ
ば
、
よ
り
良
い

計
画
と
実
効
性
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

改
め
て
調
査
を
行
う
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
ご
意
見
は
関
係
部

局
等
と
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

20
 

第
５
章
 
２
 
施
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て
の
目
標
指
標
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
計
画
素
案
で
指
標
と
し
て
い
る
の
は
、
支
援
体
制
の
整
備
、
支
援
の
認
知

度
、
背
景
と
な
る
搾
取
構
造
へ
の
理
解
で
あ
っ
て
支
援
の
手
段
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
自
立
に
つ
な
げ
る
人
数
や
一
時
保
護
す
る
人
数

な
ど
、
支
援
そ
の
も
の
の
成
果
を
指
標
な
い
し
参
考
指
標
と
し
て
挙
げ
ら

れ
な
い
か
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

ご
意
見
に
あ
る
自
立
に
つ
な
げ
る
人
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
機
関
等
の
支
援

に
よ
り
自
立
に
至
っ
た
と
端
的
に
判
断
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
継
続
支
援
が
必

要
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
 

ま
た
、
一
時
保
護
は
支
援
対
象
者
の
置
か
れ
た
状
況
等
に
応
じ
て
行
う
支
援
策
の

一
つ
に
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
支
援
の
成
果
を
図
る
指
標
と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。
 

 

 

21
 

第
５
章
 
２
 
施
策
の
推
進
に
あ
た
っ
て
の
目
標
指
標
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
本
事
業
は
広
範
な
取
り
組
み
で
あ
り
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
し
っ
か
り
回
す
た

め
、
極
力
個
別
事
業
ご
と
に
評
価
を
行
っ
て
は
い
か
が
か
。
 

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
（
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ベ
ー
ス
ト
・
ポ
リ
シ
ー
・
メ
イ
キ
ン
グ
：
根

拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
）
の
視
点
か
ら
、
極
力
評
価
は
定
量
的
、
客
観
的

に
行
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

ご
意
見
の
と
お
り
、
定
量
的
、
客
観
的
な
評
価
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
個

別
事
業
ご
と
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
県
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支

援
調
整
会
議
代
表
者
会
議
（
仮
称
）
等
で
共
有
の
上
、
課
題
を
整
理
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ

を
行
い
ま
す
。
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第
５
章
 
３
 
進
行
管
理
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
評
価
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
を
元
に
、
公
論
に
よ
っ
て
本
支
援
事
業
の
改

善
を
図
る
た
め
、「

結
果
の
公
表
は
次
期
計
画
案
の
策
定
よ
り
前
に
行
う
」

と
記
載
し
て
は
ど
う
か
。
 

 

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

各
機
関
等
の
支
援
内
容
や
取
組
状
況
は
、
適
宜
、
県
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
へ
の
支
援
調
整
会
議
代
表
者
会
議
（
仮
称
）
等
で
共
有
の
う
え
、
課
題
を
整
理

し
ま
す
が
、
次
期
計
画
策
定
に
向
け
て
の
公
表
時
期
に
つ
い
て
の
ご
意
見
は
、
今

後
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 

23
 

第
５
章
 
３
 
進
行
管
理
 

 （
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

・
本
支
援
事
業
は
新
た
な
試
み
で
あ
り
、
毎
年
度
ご
と
に
、
支
援
調
整
会
議

の
代
表
者
会
議
等
で
、
支
援
事
業
の
評
価
を
行
い
、
結
果
を
公
表
し
て
は

ど
う
か
。
 

  

（
青
少
年
家
庭
課
）
 

県
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
調
整
会
議
代
表
者
会
議
（
仮
称
）
の

機
会
を
通
じ
て
、
県
の
取
組
状
況
や
目
標
指
標
の
進
捗
状
況
や
課
題
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

ご
意
見
は
、
今
後
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

 

  ３
．
そ
の
他
 

・
誤
字
脱
字
等
指
摘
箇
所
に
つ
い
て
、
字
句
を
訂
正
し
ま
す
。
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島根県障がい者基本計画（案）について 

 
１．計画の概要  
⑴ 位置づけ 
・障害者基本法第 11 条第２項で策定が義務づけられている都道府県障害者計画 

 
 ⑵ 改定の趣旨 
  ・ 現計画が令和５年度で期間満了するため、この間の国の障がい者施策の改革等に対

応しつつ、現状と課題を踏まえて新しい計画を策定 
  ・ 障がい者施策の総合的な推進を図るため、中期的な障がい者施策の基本的方向等を

定めるもので、障がい福祉計画・障がい児福祉計画を本計画の実施計画とするもの 
 
 ⑶ 計画期間 
  ・令和６年度～令和 11 年度 （６年間） 
 
２．主な内容  
見直しのポイント 
① 「改正障害者差別解消法」、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に

係る施策の推進に関する法律」、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する

法律」の制定等に伴う関係施策を反映 

  ② 平成 30 年に公布、施行された「障害者文化芸術活動推進法」（第 8条）に基づく

「障害者による文化芸術活動に関する推進計画」、「視覚障害者等の読書環境の整備

の推進に関する法律」に基づく「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計

画」としての内容を併せ持つものとする。 

③ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、今後の障害福祉サービス事業所で

の感染症対策を追加 
 
３．素案に対する意見照会 
⑴ パブリックコメント 
①実施期間 令和 5年 12 月 15 日から令和 6年 1月 14 日まで 
②実施方法 県ホームページ、県政情報センター等での閲覧 

ファックス又はメールによる回答 
 
⑵ 障がい者団体及び市町村への意見照会 
①実施期間 令和 5年 12 月 15 日から令和 6年 1月 14 日まで（※上記⑴と同時実施） 
②実施方法 郵送による意見照会 

 
⑶ 意見への対応 
・47 件の意見（うち素案の修正に関する意見 10 件、施策に関する意見 37 件）が提出さ
れ、8件について意見を反映し、素案を修正 

 
４．スケジュール 
  令和６年２月  障がい者施策審議会（計画最終案の審議） 

３月中 策定・公表 

令和 6 年 3 月 7 日・8 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部障がい福祉課 
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１
．

素
案

の
修

正
意

見

ご
意

見
の

要
旨

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

1

計
画
の
基

本
理
念

に
つ
い

て

第
1
編
-
2
の
第
1
段

落
中
、

「
障

が
い
の

あ
る
人

が
、
基

本
的
人

権
を
享

有
・
・
・

」
を
、

「
障
が

い
の

あ
る
人

が
、
 
障

害
者

で
な
い

者
と
等

し
く

、
 
基

本
的
人

権
を
享

有
・
・

・
」
と

修
正
し

て
い

た
だ
き

た
い
。

　
第
1
編
 
2
の

第
1
段

落
を

以
下
の

と
お

り
修

正
し
ま

し
た
。
(
P
1
)

2

社
会
的
障

壁
に
つ

い
て

 
P
2
 
欄
外

の
注
「

※
社
会

的
障

壁
：
障

が
い
が

あ
る
者

に
と
っ

て
・
・

・
」

は
、
障
害

者
の
「

障
害
」

を
従

来
の
「

障
害
の

医
学
（

個
人
）

モ
デ
ル

」
と

誤
認
さ
せ

て
し
ま

う
た
め

、
「

※
社
会

的
障
壁

：
 
心

身
の
機

能
に
 
障

が
い

が
あ
る
者

に
と
っ

て
・
・

・
」

と
修
正

を
検
討

願
い
ま

す
。

　
第
1
編
 
5
の

欄
外
を

以
下
の

と
お

り
修

正
し
ま

し
た
。
(
P
2
)

3

「
障
害
を

理
由
と

す
る
差

別
の

解
消
の

推
進
に

関
す
る

法
律
」

の
一
部

改
正

に
つ
い
て

②
障
害
を

理
由
と

す
る
「

不
当

な
差
別

的
取
扱

い
」
の

禁
止
は

、
元
々

の
根

本
原
則
で

、
改
正

さ
れ
て

出
て

き
た
も

の
で
は

な
く
、

誤
認
で

は
な
い

か
。

「
②
必
要

な
施
策

の
効
率

的
・

効
果
的

実
施
が

促
進
さ

れ
る
よ

う
、
国

及
び

地
方
公
共

団
体
の

適
切
な

役
割

分
担
と

相
互
連

携
・
協

力
」
と

修
正
を

ご
検

討
く
だ
さ

い
。

　
第
2
編
 
2
（

1
）

国
内
の

制
度
改

正
等

の
令

和
3
年
6
月

の
欄
を
以

下
の

と
お
り

修
正
し

ま
し

た
(
P
1
0
)

島
根

県
障

が
い

者
基

本
計

画
に

関
す
る

パ
ブ
リ

ッ
ク

コ
メ

ン
ト

等
に

対
す

る
県

の
考

え
方

変
更

前
変

更
後

　
障

が
い

の
あ

る
人

が
、

基
本

的
人

権
を

享
有

す
る

個
人

と
し

て
の

尊
厳

に
ふ

さ
わ

し
い

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

、
障

が
い

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
、

支
え

合
い

な
が

ら
、

地
域

の
中

で
共

に
生

き
る

社
会

（
共

生
社

会
）

の
実

現
を

目
指

す
こ

と
を

基
本

理
念

と
し

ま
す

。

　
障

が
い

の
あ

る
人

が
、

障
が

い
の

な
い

人
と

等
し

く
、

基
本

的
人

権
を

享
有

す
る

個
人

と
し

て
の

尊
厳

に
ふ

さ
わ

し
い

日
常

生
活

又
は

社
会

生
活

を
営

む
こ

と
が

で
き

、
障

が
い

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
分

け
隔

て
ら

れ
る

こ
と

な
く

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
、

支
え

合
い

な
が

ら
、

地
域

の
中

で
共

に
生

き
る

社
会

（
共

生
社

会
）

の
実

現
を

目
指

す
こ

と
を

基
本

理
念

と
し

ま
す

。

変
更

前
変

更
後

※
　

社
会

的
障

壁
：

障
が

い
が

あ
る

者
に

と
っ

て
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

上
で

障
壁

と
な

る
よ

う
な

社
会

に
お

け
る

事
物

、
制

度
、

慣
行

、
観

念
そ

の
他

一
切

の
も

の

※
　

社
会

的
障

壁
：

心
身

の
機

能
に

障
が

い
が

あ
る

者
に

と
っ

て
日

常
生

活
又

は
社

会
生

活
を

営
む

上
で

障
壁

と
な

る
よ

う
な

社
会

に
お

け
る

事
物

、
制

度
、

慣
行

、
観

念
そ

の
他

一
切

の
も

の

変
更

前
変

更
後

「
障

害
を

理
由
と

す
る

差
別

の
解
消

の
推
進

に
関

す
る

法
律

」
の

一
部
改

正
①

全
て
の

事
業
者

に
お

け
る

合
理
的

配
慮
の

義
務

化
（

民
間
事

業
者
は

R
6
.
4
よ

り
）

②
障

害
を

理
由
と

す
る

「
不

当
な
差

別
的

取
扱
い

」
の

禁
止

　
 
　

　
等

「
障

害
を

理
由

と
す

る
差

別
の

解
消

の
推

進
に

関
す

る
法

律
」

の
一
部

改
正

①
全

て
の

事
業

者
に

お
け

る
合

理
的

配
慮

の
義

務
化

（
民

間
事

業
者

は
R
6
.
4
よ

り
）

②
国

及
び

地
方

公
共

団
体

の
適

切
な

役
割

分
担

と
相

互
連

携
・

協
力
　

 
　

　
等
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ご
意

見
の

要
旨

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

4

障
が
い
者

差
別
の

解
消
の

推
進

に
つ
い

て

第
3
編
 
1
(
1
)
現
状

と
課
題

の
文

中
「
障

が
い
の

あ
る
人

に
対
し

て
も
、

合
理

的
配
慮
の

提
供
や

環
境
の

整
備

な
ど
に

よ
っ
て

社
会
的

障
壁
を

取
り
除

い
て

い
く
・
・

・
」
は

「
障
が

い
の

あ
る
人

に
対
し

て
も
、

 
制
度

や
環
境

の
整

備
、
合
理

的
配
慮

の
提
供

 
な
ど

に
よ
っ

て
社
会

的
障

壁
を
取

り
除
い

て
い

く
・
・
・

」
の
順

序
と
し

て
は

こ
う
な

る
の
で

は
な
い

で
し
ょ

う
か
。

ま
た

、
環
境

と
い
う

だ
け
で

は
狭

す
ぎ
る

の
で
は

な
い
で

し
ょ
う

か
。

　
第
3
編
 
1
(
1
)
現

状
と
課

題
の
文

中
を

以
下

の
と
お

り
修
正
し
ま

し
た

。
(
P
1
4
)

5

障
が
い
の

程
度
の

に
つ
い

て

「
個
々
の

障
が
い

の
 
程

度
に
応

じ
て
 
、
・
・

・
」
を

「
個
々

の
障
が

い
の

様
態
に
即

し
て
・

・
・
」

と
し

て
は
ど

う
か
。

障
害
の
程

度
と
い

う
表
現

は
障

害
者
手

帳
の
等

級
を
連

想
し
て

し
ま
い

ま
す

。
権
利

条
約
に

基
づ
く

な
ら

、
必
要

な
の
は

、
個
々

に
ど
う

い
う
困

難
さ

が
あ
り
、

そ
れ
を

ど
う
埋

め
て

（
補
完

し
て
）

い
く
か

と
い
う

観
点
で

、
そ

う
い
う
意

味
合
い

を
表
現

す
べ

き
で
は

な
い
か

と
思
い

ま
す
。

ご
検
討

く
だ

さ
い
。

　
第
3
編
 
2
(
1
)
現

状
と
課

題
の
文

中
を

以
下

の
と
お

り
修
正
し
ま

し
た

。
(
P
2
2
)

な
お
、

「
様
態

」
は

他
の

文
章
に

合
わ

せ
「

状
態
」

と
し
ま
し
た

。

6

情
報
ア
ク

セ
シ
ビ

リ
テ
ィ

の
向

上
及
び

意
思
疎

通
支
援

の
充
実

に
つ
い

て

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
手

段
に

「
点
訳

・
音
訳

者
、
代

読
・
代

筆
者
」

の
補

筆
の
う
え

、
 
視

覚
障
害

者
へ
の

意
思
疎

通
支
援

の
必

要
を
明

記
し
て

い
た

だ
け
れ
ば

と
思
い

ま
す
。

　
第
3
編
 
2
(
2
)
現

状
と
課

題
の
文

中
を

以
下

の
と
お

り
修
正
し
ま

し
た

。
(
P
2
4
)

変
更

前
変

更
後

　
障

が
い

の
あ

る
人

に
対

し
て

も
、

合
理

的
配

慮
の

提
供

や
環

境
の

整
備

な
ど

に
よ

っ
て

社
会

的
障

壁
を

取
り

除
い

て
い

く
こ

と
に

よ
り

、
相

互
に

人
格

と
個

性
を

尊
重

し
合

い
な

が
ら

共
に

生
き

る
社

会
の

実
現

が
可

能
と

な
り

ま
す

。

　
障

が
い

の
あ

る
人

に
対

し
て

も
、

制
度

や
環

境
の

整
備

、
合

理
的

配
慮

の
提

供
な

ど
に

よ
っ

て
社

会
的

障
壁

を
取

り
除

い
て

い
く

こ
と

に
よ

り
、

相
互

に
人

格
と

個
性

を
尊

重
し

合
い

な
が

ら
共

に
生

き
る

社
会

の
実

現
が

可
能

と
な

り
ま

す
。

変
更

前
変

更
後

視
覚

障
が

い
者

や
聴

覚
障

が
い

者
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
を

確
保

す
る

た
め

に
は

、
手

話
通

訳
者

や
要

約
筆

記
者

等
の

果
た

す
役

割
が

大
き

い
た

め
、

そ
の

養
成

・
派

遣
体

制
の

充
実

を
図

っ
て

い
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
ロ

ー
ビ

ジ
ョ

ン
な

ど
障

が
い

の
程

度
に

応
じ

た
支

援
や

配
慮

等
も

必
要

で
す

。

視
覚

障
が

い
者

や
聴

覚
障

が
い

者
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
手

段
を

確
保

す
る

た
め

に
は

、
手

話
通

訳
者

や
要

約
筆

記
者

、
点

訳
・

音
訳

者
、

代
読

・
代

筆
者

等
の

果
た

す
役

割
が

大
き

い
た

め
、

そ
の

養
成

・
派

遣
体

制
の

充
実

を
図

っ
て

い
く

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
ロ

ー
ビ

ジ
ョ

ン
な

ど
障

が
い

の
程

度
に

応
じ

た
支

援
や

配
慮

等
も

必
要

で
す

。

変
更

前
変

更
後

視
覚

障
が

い
者

が
、

社
会

参
加

し
自

立
し

た
生

活
を

送
る

た
め

に
は

、
個

々
の

障
が

い
の

程
度

に
応

じ
て

、
日

常
生

活
や

歩
行

な
ど

の
訓

練
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
体

制
の

整
備

が
必

要
で

す
。

視
覚

障
が

い
者

が
、

社
会

参
加

し
自

立
し

た
生

活
を

送
る

た
め

に
は

、
個

々
の

障
が

い
の

状
態

に
即

し
て

、
日

常
生

活
や

歩
行

な
ど

の
訓

練
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
体

制
の

整
備

が
必

要
で

す
。
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ご
意

見
の

要
旨

ご
意

見
に

対
す

る
県

の
考

え
方

7

ス
ポ
ー
ツ

・
レ
ク

リ
エ
ー

シ
ョ

ン
へ
の

支
援
に

つ
い
て

第
３
編
 
2
-
(
5
)
の

①
ス
ポ

ー
ツ

・
レ
ク

リ
エ
ー

シ
ョ
ン

へ
の
支

援
」
の

５
つ

目
の
○
の

「
障
が

い
者
の

ス
ポ

ー
ツ
活

動
を
推

進
す
る

た
め
、

（
公
財

）
島

根
県
障
害

者
ス
ポ

ー
ツ
協

会
」

の
後
に

「
市
町

村
行
政

」
の
加

筆
を
お

願
い

し
ま
す
。

　
第
３

編
 
2
-
(
5
)
の

文
中

を
以
下

の
と

お
り

修
正
し

ま
し
た
。
(
P
3
4
)

　
な
お

、
「
市

町
村

行
政

」
は
「

市
町

村
」

と
し
ま

し
た
。

8

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活

動
に
つ

い
て

 
Ｎ

Ｐ
Ｏ

活
動
に

つ
い
て

は
「
し

ま
ね
県

民
活
動

支
援

セ
ン
タ

ー
」
が

紹
介

さ
れ
て
い

ま
す
が

、
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
活

動
に
つ

い
て
も

、
県
社

協
に
「

島
根

県
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア

活
動
振

興
セ

ン
タ
ー

」
、
各

市
町
村

社
協
に

「
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
セ

ン
タ
ー

」
が
あ

り
ま

す
。
是

非
、
こ

れ
ら
の

機
能
も

紹
介
い

た
だ

け
れ
ば
と

思
い
ま

す
。

　
第
３

編
 
2
-
(
6
)
の

文
中

を
以
下

の
と

お
り

追
加
し

ま
し
た
。
(
P
3
7
)

9

就
労
支
援

に
つ
い

て

中
途
障
害

に
起
因

す
る
離

職
を

で
き
る

だ
け
防

ぐ
 
こ

と
に
焦

点
を
当

て
た

取
り
組
み

を
盛
り

込
め
な

い
も

の
で
し

ょ
う
か

。
現
業

を
続
け

ら
れ
な

か
っ

た
と
し
て

も
、
転

職
に
生

か
さ

れ
る
取

り
組
み

に
な
り

ま
す
。

　
「
中

途
障
害

に
起

因
す

る
離
職

を
で

き
る

だ
け
防

ぐ
 
こ

と
」
を
含
め

、
障

が
い

者
の
就

労
や

定
着

を
見
据

え
た

就
業

面
・

生
活
面

か
ら
の

総
合

的
支

援
を
行

う
と

い
う

趣
旨
で

記
載
し
て
お

り
ま

す
。
(
P
3
8
)

1
0

防
災
・
防

犯
に
つ

い
て

障
害
特
性

に
応
じ

た
必
要

な
連

携
支
援

が
速
や

か
に
行

わ
れ
る

よ
う
、

自
主

防
災
組
織

に
、
障

害
当
事

者
団

体
や
支

援
施
設

を
中
心

と
し
た

縦
の
支

援
連

絡
網
づ
く

り
を
盛

り
込
ん

で
い

た
だ
け

な
い
で

し
ょ
う

か
。

本
計
画

に
お
い

て
、

地
域

防
災
計

画
等

に
基

づ
き
、

県
、
市
町
村

等
そ

れ
ぞ
れ

の
役
割

に
応

じ
て

、
防
災

対
策

の
充

実
を

図
る

こ
と
と

し
て
い

ま
す

。
（

P
5
7
）

要
配
慮

者
へ
の

対
応

に
つ

い
て
は

、
地

域
の

実
情
に

応
じ
て
、
各

市
町

村
の
策

定
す
る

地
域

防
災

計
画
に

て
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
た
か

ら
、
ご

提
案

の
内

容
は
、

地
域

防
災

を
進
め

る
た
め
、
各

市
町

村
へ
情

報
提
供

を
行

っ
て

ま
い
り

ま
す

。

２
．

施
策

に
対

す
る

意
見

（
主

な
意

見
）

・
島

根
県

に
お

け
る

障
が

い
者

差
別

解
消

条
例

を
早

期
制

定
・

障
が

い
に

対
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
、

行
政

職
初

任
者

研
修
等

の
研

修
内

容
に

当
事

者
・

家
族

会
の

訴
え

を
導

入
・

同
行

援
護

事
業

所
な

ど
は

賃
金

が
安

く
職

員
が

集
ま

ら
な

い
と
聞

い
て

お
り

、
国

や
県

の
ほ

う
で

賃
金

を
上

げ
る

対
策

が
必

要
で

す
。

・
日

常
生

活
用

具
や

補
装

具
な

ど
が

価
格

高
騰

の
た

め
、

助
成

基
準

額
を

引
き

上
げ

に
つ

い
て

、
各

市
町

村
に

働
き

か
け

て
く

だ
さ

い
。

・
路

線
バ

ス
の

減
便

に
よ

る
、

旧
郡

部
の

利
用

者
は

移
動

の
手

段
に

困
っ

て
お

り
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

導
入

や
増

便
な

ど
の

対
策

が
必

要
。

・
訪

問
看

護
ス

タ
ッ

フ
の

充
実

・
歩

行
空

間
の

安
全

確
保

に
つ

い
て

、
音

響
信

号
の

標
準

化
と

自
転

車
の

運
転

マ
ナ

ー
の

向
上

変
更

前
変

更
後

障
が

い
者

の
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

推
進

す
る

た
め

、
（

公
財

）
島

根
県

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
協

会
と

連
携

を
図

り
、

島
根

県
障

が
い

者
ス

ポ
ー

ツ
大

会
の

開
催

や
全

国
障

害
者

ス
ポ

ー
ツ

大
会

等
へ

の
選

手
派

遣
及

び
各

地
域

で
の

ス
ポ

ー
ツ

教
室

等
の

開
催

に
取

り
組

み
ま

す
。

障
が

い
者

の
ス

ポ
ー

ツ
活

動
を

推
進

す
る

た
め

、
（

公
財

）
島

根
県

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
協

会
や

市
町

村
と

連
携

を
図

り
、

島
根

県
障

が
い

者
ス

ポ
ー

ツ
大

会
の

開
催

や
全

国
障

害
者

ス
ポ

ー
ツ

大
会

等
へ

の
選

手
派

遣
及

び
各

地
域

で
の

ス
ポ

ー
ツ

教
室

等
の

開
催

に
取

り
組

み
ま

す
。

変
更

前
変

更
後

(
記

述
な

し
)

　
ま

た
、

県
内

に
お

け
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

の
推

進
を

図
る

た
め

、
島

根
県

社
会

福
祉

協
議

会
内

に
設

置
さ

れ
た

「
島

根
県

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

振
興

セ
ン

タ
ー

」
と

の
連

携
等

を
通

じ
て

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
に

参
加

す
る

た
め

の
体

制
整

備
な

ど
、

地
域

に
お

け
る

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
形

成
を

図
る

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
き

ま
す

。
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島
根

県
障

が
い
者
基

本
計
画

に
関

す
る
修

正
表

 

修
正
後
（
最

終
案
）
 

修
正
前

（
パ

ブ
リ
ッ
ク

コ
メ

ン
ト

素
案
）
 

[
そ
の
他

の
修
正
] 

第
2
編
 第

1
章

1-
(4
)-
①
医
療
機
関
の
利
用
状
況
か
ら
見
た
精
神
障
が
い
者
数
 
(P
7)
 

 医
療
機
関
の
利

用
状
況
か
ら
見

た
精
神
障
が
い
者
数
は
令
和

4
年

6
月
末
現
在
で

2
4
,
4
9
0
人
で
あ
り
、

入
院
患
者
は

1
,
8
3
4
人
、
通
院
患
者
は

2
2
,
65
6
人
と
な
っ

て
い
ま

す
。

 

5
年
前
と
の
比

較
で
は
、
全
体

で
1
,
0
59

人
、

4.
1
％
の
小
幅
な
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
入
院
患
者
数
に
つ
い
て
は

1
2
4
人
、
6
.
3％

、
通
院

患
者
数
は

9
3
5
人

、
4
.
0％

の

減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

 

 第
2
編
 第

1
章

1-
(4
)-
①
医
療
機
関
の
利
用
状
況
か
ら
見
た
精
神
障
が
い
者
数
 
(P
7)
 

 医
療
機

関
の
利

用
状
況

か
ら
見

た
精
神
障
が
い
者

数
は
令
和

4
年

6
月
末

現
在

で

2
4
,
4
9
0
人
で

あ
り
、

入
院
患

者
は

1
,8
3
4
人
、
通

院
患
者

は
2
3
,
65
6
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。
 

5
年

前
と
の

比
較
で
は

、
全
体
で

1
,
0
59

人
、

4.
1
％

の
小
幅
な

減
少

と
な
っ

て
い
ま

す
。
ま
た
、
入
院
患
者
数
に
つ
い

て
は

1
2
4
人
、

6
.
3
％
、

通
院
患
者
数

は
9
3
5
人
、

4
.
0
％
の

減
少
と

な
っ
て

い
ま

す
。

 

 

146



修
正
後
（
最

終
案
）
 

修
正
前

（
パ

ブ
リ
ッ
ク

コ
メ

ン
ト

素
案
）
 

第
2
章

1-
(1
)自

立
し
た
地
域
生
活
の
実
現
 
(P
12
) 

 障
が
い
の
あ
る
人
が
、
障
が
い
の
種
別
や
状
態
に
関
わ
ら
ず
、
住
み
た
い

地
域

で
自
立
し

た

生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
居
住
の
場
や

日
中
活
動
の
確
保
・
充
実
、
生
活

介
護
、

就
労

支
援

、
自

立
訓

練
な

ど
日

中
活

動
の

障
害

福
祉

サ
ー
ビ

ス
基

盤
や

提
供

体
制

の
整
備

を
図
る
と
と
も
に
、
継
続
し
て
働

く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
就
労
支
援
を

強
化
し

ま
す
。
 

  第
3
編
 1
-(
2)
①
啓
発
・
広
報
活
動
の
推
進
 
(P
16
) 

 ○
「
あ

い
サ
ポ
ー
ト
運
動

」
を
推

進
し
、
県
民
一
人
ひ
と
り
が
障
が
い
の
特
性
や
必
要
な
配

慮
へ

の
理

解
を
深

め
る

こ
と

に
よ

り
、

具
体
的

な
行

動
に
つ

な
が

る
よ

う
取

り
組

み
ま

す
。
（

再
掲
）
 

 1-
(3
）
①
権
利
擁
護
の
推
進
 
(P
19
) 

 〇
障
が
い
者

に
よ
る
情
報
の
取

得
利
用
や
意

思
疎
通
を
進
め
る

た
め
に

は
、
障
が
い

の
種
類

や
程
度

に
応
じ
た
情
報
取
得
の
手
段
の
選

択
や
、
住
ん
で
い

る
地
域
に
か

か
わ
ら

ず
情
報

取
得
が

で
き
る
よ
う
体
制
の
整
備
が
必
要

で
す
。
 

 2-
(3
）
②
人
材
の
確
保
・
定
着
 
(P
29
) 

 〇
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
必

要
な

人
材

が
確

保
で

き
る

よ
う

福
祉

関
係

人
材

の
養

成
機

関
や

関
係
団

体
等
と
密
接
に
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
多
様
な
人
材
の

障
が
い
福

祉
職
場

へ
の
就

労
を
促

進
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に
、
障
が

い
福
祉
人
材
の
職
場
へ
の
定
着

を
図
り

ま
す
。
 

 

 

第
2
章

1-
(1
)自

立
し
た
地
域
生
活
の
実
現
 
(P
12
) 

 障
が
い
の

あ
る
人

が
、
障

が
い
の
種

別
や
状

態
に
関
わ

ら
ず

、
住

み
た
い

地
域
で
自
立
し

た
生
活
を

営
む
こ

と
が
で

き
る
よ
う

に
居
住

の
場
や
日

中
活

動
の

確
保
・

充
実
、
生
活
介

護
、
就
労

支
援
、

自
立
訓

練
な
ど
日

中
活
動

の
障
害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
基
盤

の
整
備
、
の
提

供
体
制
の

整
備
を

図
る
と

と
も
に
、

継
続
し

て
働
く
こ

と
が

で
き

る
よ
う

就
労
支
援
を
強

化
し
ま
す
。
 

 第
3
編
 1
-(
2)
①
啓
発
・
広
報
活
動
の
推
進
 
(P
16
) 

 ○
「
あ
い

サ
ポ
ー

ト
運
動

」
を
推
進

し
、
県

民
一
人
ひ

と
り

が
障

が
い
の

特
性
や
必
要
な

配
慮
へ

の
理
解

を
深
め
る
こ
と
に

よ
り
に
、
具
体

的
な
行
動
に

つ
な
が
る
よ
う

取
り

組

み
ま
す

。
（
再

掲
）
 

 1-
(3
）
①
権
利
擁
護
の
推
進
 
(P
19
) 

 〇
障

が
い
者
に

よ
る

情
報

の
取
得

利
用
や

意
思
疎

通
を

進
め

る
た
め
は

、
障
が
い

の
種
類

や
程

度
に
応

じ
た

情
報

取
得
の

手
段
の

選
択
や

、
住

ん
で

い
る
地
域

に
か
か
わ

ら
ず
情

報
取

得
が
で

き
る
よ

う
体
制
の

整
備
が
必

要
で
す

。
 

 2-
(3
）
②
人
材
の
確
保
・
定
着
 
(P
29
) 

 〇
サ
ー
ビ

ス
の
提

供
に
必

要
な
人
材

が
確
保

で
き
る
よ

う
福

祉
関

係
人
材

の
養
成
機
関
や

関
係
団
体

等
と
密

接
に
連

携
を
図
り

な
が
ら

、
多
様
な

人
材

の
障

が
い
福

祉
職
場
へ
の
就

労
の
促
進
さ
せ
て
い
く
と
と
も
に

、
障
が

い
福
祉
人

材
の
職
場

へ
の
定
着
を
図
り

ま
す
。
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修
正
後
（
最

終
案
）
 

修
正
前

（
パ

ブ
リ
ッ
ク

コ
メ

ン
ト

素
案
）
 

3-
(1
）
一
人
ひ
と
り
の
障
が
い
特
性
や
能
力
を
活
か
し
た
多
様
な
就
労
の
促
進
 
(P
38
) 

 

こ
れ
ら
の

こ
と
か

ら
、
障

が
い

者
雇

用
率
制
度

、
改
正

障
害

者
雇

用
促

進
法

の
障
が

い

を
理
由
と

す
る
差
別

的
取
扱
い

の
禁

止
、
合
理
的

配
慮
の
提

供
義
務

等
を

さ
ら

に
周
知

・

啓
発
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
障
が

い
者

の
雇
用
の
場

を
拡
大
す

る
と
と

も
に

、
障

が
い
特

性

や
能
力
を

活
か
し
た

職
域
の
拡

大
や

、
個
々
の
能

力
を
発
揮

し
て
活

き
活

き
と

活
躍
し

続

け
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
づ
く
り

を
一
層
進
め
る

こ
と
が
必
要
で

す
。
 

 

3-
(1
）
一
人
ひ
と
り
の
障
が
い
特
性
や
能
力
を
活
か
し
た
多
様
な
就
労
の
促
進
 
(P
38
) 

 こ
れ
ら
の

こ
と
か

ら
、
障

が
い
者
雇

用
率
制

度
、
改
正

障
害

者
雇

用
促
進

法
の
障
が
い
を

理
由
と
す

る
差
別

的
取
扱

い
の
禁
止

、
合
理

的
配
慮
の

提
供

義
務

等
を
さ

ら
に
周
知
・
啓

発
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
障

が
い
者
の

雇
用
の

場
を
拡
大

す
る

と
と

も
に
、

障
が
い
特
性
や

能
力
を
活

か
し
た

職
域
の

拡
大
や
、

個
々
の

能
力
を
発

揮
し

て
活

き
活
き

と
活
躍
し
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

一
層
進

め
る
こ
と

が
が
必
要

で
す
。
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第７期島根県障がい福祉計画・第３期島根県障がい児福祉計画 
(案)について 

１．計画の概要  
⑴ 位置づけ 

・ 障害者総合支援法に規定する「障害福祉計画」、児童福祉法で規定する「障害児福祉計画」
を一体的に策定 

  ・ 国の基本指針に基づき、障がい者の地域生活移行や一般就労移行、障がい児支援体制の整備
に関する成果目標やサービスの見込量、確保の方策を定めるもの 

 ⑵ 計画期間 
  ・ 令和６年度～令和８年度（３年間） 

２．主な内容  

成果目標を定め、達成に向けた取組を実施  

項目 主な取組 主な目標値 

①福祉施設の入所者の地域

生活への移行 

・相談支援体制の充実 

・グループホーム等の住まいの場の整備 

地域生活移行者数 

【R8 年度までの累計 67人 

(R4 施設入所者数の 5.4％）】 

②精神障がいにも対応した

地域包括ケアシステムの構

築 

・精神疾患に対する正しい知識の普及・関係機関の連携

による包括的な支援体制の構築 

・精神障がい者本人の意思を尊重した地域移行の促進 

精神障がい者の精神病床からの退院後

１年以内の地域における平均生活日数 

【R8 年度 325.3 日以上】 

③地域生活支援の充実【項

目見直し】 

・地域の実情を踏まえた地域生活支援拠点の整備及び機

能の充実を促進 

地域生活支援拠点数 

【R8 年度 37 箇所】 

④福祉施設から一般就労へ

の移行等【項目見直し】 

・障害者就業・生活支援センターを中心とした支援体制

の強化 

・障がい者の能力・適性・雇用ニーズに対応した職業訓

練の推進 

一般就労移行者数 

【R8 年度 145 人(R3 年度実績の 1.51

倍)】 

⑤障がい児支援の提供体制

の整備等【項目見直し】 

・医療的ケア児支援に係るコーディネーターの養成研修 

を実施し、市町村へのコーディネーターの配置を促進 

・難聴児支援のための中核的機能を含めた支援体制の 

構築 

県、圏域、市町村ごとの関係機関によ

る協議の場の設置 

【R8 年度 県、6圏域、15市町村】 

⑥相談支援体制の充実・強

化等 

・地域の実情を踏まえた相談支援体制の充実・強化に向

けた取組の促進 

基幹相談支援センターの設置 

【R8 年度 12 市町村】 

⑦障害福祉サービス等の質

の向上【項目見直し】 

・障害福祉サービス事業所等への指導監査結果を 

関係市町村と共有 

取組に係る体制の構築 

【R8 年度 県、17市町村】 

３．素案に対する意見照会 

⑴ パブリックコメント 

① 実施期間 令和５年 12月 15 日から令和６年 1月 14 日まで 

② 実施方法 県ホームページ・県政情報センター等での閲覧、ファックス又はメールによる回答 
 

⑵ 障がい者団体及び市町村への意見照会 

① 実施期間 令和５年 12月 15 日から令和６年 1月 14 日まで（※上記⑴と同時実施） 

② 実施方法 郵送による意見照会 
 

⑶ 意見への対応 

  ・７件の意見のうち、２件について意見を反映し、素案を修正（その他、本計画での記載を予定

していない障がい福祉施策全般に関する事項についても意見あり） 

４．スケジュール 

令和６年２月  障がい者施策審議会（計画最終案の審議） 

３月中 策定・公表 

令和６年３月７日・８日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部障がい福祉課 
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№
ご

意
見

の
要

旨
ご

意
見

に
対

す
る

県
の

考
え

方

1
行

動
援

護
（

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
）

に
つ

い
て

、
課

題
で

指
摘

さ
れ

て
い

る
通

り
地

域
間

格
差

が
あ

る
よ

う
に

感
じ

る
。

新
た

な
事

業
所

の
参

入
や

従
事

者
の

養
成

に
つ

い
て

、
は

た
ら

き
か

け
を

。

行
動

援
護

従
事

者
養

成
研

修
は

、
強

度
行

動
障

害
支

援
者

養
成

研
修

（
実

践
研

修
）

と
併

せ
て

開
催

し
て

お
り

、
充

実
し

た
研

修
体

制
に

よ
り

行
動

援
護

従
事

者
の

養
成

と
質

の
向

上
を

図
っ

て
い

ま
す

。
新

た
な

事
業

所
の

参
入

に
つ

き
ま

し
て

は
、

地
域

ニ
ー

ズ
に

つ
い

て
市

町
村

と
情

報
共

有
し

な
が

ら
、

第
７

期
障

が
い

福
祉

計
画

・
第

３
期

障
が

い
児

福
祉

計
画

に
基

づ
き

、
機

会
を

捉
え

て
事

業
者

に
働

き
か

け
て

ま
い

り
ま

す
。

2
地

域
生

活
支

援
拠

点
の

整
備

に
つ

い
て

、
数

字
だ

け
で

は
な

く
、

県
内

の
現

状
が

具
体

的
に

わ
か

る
よ

う
に

記
載

を
。

（
P
1
0
）

計
画

に
は

記
載

し
ま

せ
ん

が
、

各
圏

域
の

整
備

状
況

（
R
2
～

4
年

度
）

に
つ

い
て

、
「

島
根

県
障

が
い

者
施

策
審

議
会

」
の

資
料

（
公

表
済

）
を

元
に

参
考

資
料

を
作

成
し

、
計

画
策

定
時

に
あ

わ
せ

て
公

表
す

る
こ

と
を

検
討

し
て

い
ま

す
。

3
保

護
者

や
養

護
学

校
教

員
の

負
担

軽
減

に
つ

な
が

る
「

電
子

媒
体

の
連

絡
帳

」
の

導
入

を
進

め
て

ほ
し

い
。

医
療

・
福

祉
・

保
護

者
の

メ
デ

ィ
カ

ル
ケ

ア
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
（

M
C
S
）

を
利

用
し

て
い

る
方

が
あ

る
が

、
教

育
と

の
連

携
が

出
来

て
い

な
い

。

ご
意

見
の

趣
旨

は
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

見
込

量
等

を
定

め
る

本
計

画
で

取
り

上
げ

る
こ

と
は

な
じ

ま
な

い
と

考
え

て
い

ま
す

が
、

ご
提

案
の

内
容

に
つ

い
て

、
関

係
部

局
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
今

後
施

策
を

推
進

す
る

う
え

で
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

4
計

画
に

あ
る

数
値

目
標

の
達

成
に

向
け

、
保

健
所

が
イ

ニ
シ

ア
チ

ブ
を

と
り

、
当

事
者

、
家

族
会

も
入

れ
た

検
討

や
総

括
行

う
場

を
設

け
て

ほ
し

い
。

ご
提

案
の

内
容

は
、

具
体

的
な

施
策

実
施

の
参

考
と

し
ま

す
。

5
P
 
．

３
　

 
[
 
コ

ラ
ム

　
あ

い
サ

ポ
ー

ト
運

動
 
]

「
障

が
い

の
あ

る
 
方

 」
と

い
う

表
現

に
つ

い
て

、
「

障
が

い
の

あ
る

 
人

 
」

と
い

う
表

現
に

修
正

し
た

方
が

適
切

で
は

な
い

か
。

　
「

障
が

い
の

あ
る

方
」

と
い

う
表

記
を

「
障

が
い

の
あ

る
人

」
と

い
う

表
記

に
修

正
し

ま
し

た
（

P
3
）

。

第
７

期
障

が
い

福
祉

計
画

・
第

３
期

障
が

い
児

福
祉

計
画

に
関

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
等

に
対

す
る

県
の

考
え

方
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№
ご

意
見

の
要

旨
ご

意
見

に
対

す
る

県
の

考
え

方

第
７

期
障

が
い

福
祉

計
画

・
第

３
期

障
が

い
児

福
祉

計
画

に
関

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
等

に
対

す
る

県
の

考
え

方

6

P
.
2
1
 
【

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
の

サ
ー

ビ
ス

見
込

量
】

中
、

同
行

援
護

サ
ー

ビ
ス

見
込

み
量

の
月

間
利

用
人

数
が

実
績

の
８

１
％

と
大

き
く

減
っ

て
る

一
方

で
、

月
の

時
間

数
見

込
み

は
実

績
の

１
２

６
％

と
な

っ
て

い
る

。

P
.
2
4
 
の

「
積

算
表

」
を

見
る

と
、

松
江

圏
域

で
同

行
援

護
が

激
減

し
、

行
動

援
護

が
ほ

ぼ
そ

の
人

数
増

え
て

い
る

が
。

こ
れ

は
、

こ
の

よ
う

な
異

動
が

起
き

る
と

い
う

理
解

で
間

違
い

な
い

か
。

松
江

圏
域

の
自

治
体

へ
確

認
し

た
と

こ
ろ

、
同

行
援

護
サ

ー
ビ

ス
見

込
み

量
と

行
動

援
護

サ
ー

ビ
ス

見
込

み
量

が
逆

に
記

載
さ

れ
て

い
ま

し
た

の
で

、
修

正
し

ま
し

た
（

P
2
1
、

P
2
4
）

。

変
更

前
　P

21
変

更
後

　P
21

サ
ー

ビ
ス

単
位

R6
年

度
R7

年
度

R8
年

度
[参

考
]R
5.
7月

サ
ー

ビ
ス

単
位

R6
年

度
R7

年
度

R8
年

度
[参

考
]R
5.
7月

人
78

79
82

96
人

11
1

11
3

11
5

96
時

間
1,

05
6

1,
07

4
1,

09
5

83
5

時
間

89
8

91
5

93
6

83
5

人
87

88
88

48
人

52
52

53
48

時
間

1,
24

3
1,

25
5

1,
26

8
1,

14
3

時
間

1,
09

6
1,

10
9

1,
12

2
1,

14
3

人
1,

64
2

1,
66

9
1,

69
6

1,
46

3
人

1,
65

9
1,

68
8

1,
71

5
1,

46
3

時
間

26
,2

18
26

,8
54

27
,5

12
24

,3
03

時
間

25
,6

70
26

,3
06

26
,9

64
24

,3
03

変
更

前
　P

24
　③

同
行

援
護

変
更

後
　P

24
　③

同
行

援
護

圏
域

単
位

R6
年

度
R7

年
度

R8
年

度
[参

考
]R
5.
7月

圏
域

単
位

R6
年

度
R7

年
度

R8
年

度
[参

考
]R
5.
7月

人
27

27
28

59
人

61
62

62
59

時
間

61
4

62
3

63
5

63
7

時
間

59
5

60
3

61
5

63
7

人
78

79
82

96
人

11
1

11
3

11
5

96
時

間
1,

05
6

1,
07

4
1,

09
5

83
5

時
間

89
8

91
5

93
6

83
5

変
更

前
　P

24
　④

行
動

援
護

変
更

後
　P

24
　④

行
動

援
護

圏
域

単
位

R6
年

度
R7

年
度

R8
年

度
[参

考
]R
5.
7月

圏
域

単
位

R6
年

度
R7

年
度

R8
年

度
[参

考
]R
5.
7月

人
61

62
62

32
人

27
27

28
32

時
間

59
2

60
3

61
5

70
7

時
間

61
1

62
3

63
5

70
7

人
87

88
88

48
人

52
52

53
48

時
間

1,
24

3
1,

25
5

1,
26

8
1,

14
3

時
間

1,
09

6
1,

10
9

1,
12

2
1,

14
3

松
江

障
が

い
保

健
福

祉
圏

域

全
県

松
江

障
が

い
保

健
福

祉
圏

域

全
県

松
江

障
が

い
保

健
福

祉
圏

域

全
県

松
江

障
が

い
保

健
福

祉
圏

域

全
県

同
行

援
護

行
動

援
護

全
県

同
行

援
護

行
動

援
護

全
県
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№
ご

意
見

の
要

旨
ご

意
見

に
対

す
る

県
の

考
え

方

第
７

期
障

が
い

福
祉

計
画

・
第

３
期

障
が

い
児

福
祉

計
画

に
関

す
る

パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
等

に
対

す
る

県
の

考
え

方

7

①
　

P
.
4
8
 
　

第
５

章
の

「
 
(
 
１

 
)
 
サ

ー
ビ

ス
提

供
に

係
る

人
材

の
研

修
」

第
２

段
落

中
に

、
養

成
研

修
へ

の
積

極
的

な
応

募
を

事
業

所
に

働
き

か
け

る
旨

の
補

筆
、

ま
た

は
、

「
・

・
・

人
材

の
養

成
と

確
保

」
の

文
言

の
前

に
「

積
極

的
な

」
と

追
加

で
記

載
で

き
な

い
か

。

②
　

同
行

援
護

は
事

業
所

が
無

い
な

ど
地

域
間

格
差

が
大

き
く

、
市

部
で

も
早

朝
や

土
日

、
急

な
対

応
は

受
け

て
も

ら
え

な
い

場
合

が
多

い
。

そ
う

い
っ

た
状

況
を

改
善

す
る

た
め

、
国

に
対

し
て

同
行

援
護

の
単

価
引

き
上

げ
等

を
働

き
か

け
て

い
る

が
県

内
事

業
所

内
で

そ
う

い
っ

た
ス

キ
ル

を
持

っ
た

従
事

者
が

一
人

で
も

多
く

な
れ

ば
、

改
善

に
つ

な
が

る
の

で
は

な
い

か
。

③
　

研
修

の
定

数
を

コ
ロ

ナ
禍

以
前

に
戻

す
こ

と
、

事
業

所
へ

の
積

極
的

な
応

募
呼

び
か

け
を

お
願

い
し

た
い

。

①
　

計
画

書
へ

の
補

筆
、

追
加

記
載

は
し

ま
せ

ん
が

、
各

種
養

成
研

修
の

参
加

に
つ

い
て

、
今

後
も

積
極

的
に

事
業

者
へ

働
き

か
け

て
ま

い
り

ま
す

。

②
　

県
内

で
は

、
令

和
５

年
1
1
月

１
日

現
在

、
3
8
の

同
行

援
護

事
業

所
（

３
事

業
所

休
止

中
）

が
あ

り
ま

す
が

、
事

業
所

の
な

い
市

町
村

も
あ

る
こ

と
か

ら
、

市
町

村
と

も
連

携
し

な
が

ら
、

訪
問

系
の

事
業

者
等

に
対

し
て

参
入

の
働

き
か

け
を

行
っ

て
ま

い
り

ま
す

。
　

ま
た

、
県

で
は

、
平

成
2
3
年

度
か

ら
同

行
援

護
従

事
者

養
成

研
修

（
一

般
研

修
課

程
・

応
用

研
修

課
程

）
を

実
施

し
、
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①
②
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引
き
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市
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村
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携
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事
業

者
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対
し

研
修

へ
の

積
極

的
な

参
加

を
働

き
か

け
て

ま
い

り
ま

す
。
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島根県アルコール健康障がい対策推進計画（第２期）（案）について 

 
１．計画の概要  

⑴ 位置づけ 

・アルコール健康障害対策基本法（平成25年法律第109号）第14条第１項で策定の努力義務が

課されている都道府県アルコール健康障害対策推進計画 

 ⑵ 改定の趣旨 

  ・現計画が令和５年度までの計画期間となっており、令和３年３月に閣議決定された「アルコール

健康障害対策推進基本計画（第２期）」や本県の状況を踏まえ計画を策定 

 ⑶ 計画期間 

  ・令和６年度～令和11年度（６年間） 
 
２．主な内容  

⑴ 取り組むべき重点課題及び達成目標 

① 飲酒に伴うリスクに関する知識の普及と不適切な飲酒を防止する社会づくりを通じて将来に

わたるアルコール健康障がいの発生を予防 

② アルコール健康障がいの当事者やその家族がより円滑に適切な支援に結びつくようにアルコ

ール健康障がいに関する予防及び相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支援体制の整備 

【主な達成目標】 

・生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合 

（R4：男性17.1％・女性9.5％→ R11：男性14.9％・女性9.1％(暫定)） 

・アルコール健康障がい対策連絡協議会を定期的に開催し、関係機関で連携した対策の推進 

⑵ 基本的施策 

 
３．素案に対する意見照会（パブリックコメント） 

   実施期間 令和５年11月 20日から令和５年12月19日まで 

   実施方法 県ホームページ、県政情報センター等での閲覧 

ファックス又はメールによる回答 

   意見への対応 意見なし 

 

４．スケジュール 

令和６年１月  第２回島根県アルコール健康障がい対策連絡協議会（計画案の審議） 

３月  環境厚生委員会に計画案報告 

   策定・公表 

項 目 主な内容 

１．教育の振興等 
学校・家庭における啓発、職場教育の推進、女性・若年層・高齢者等の対象

者に応じた正しい知識の普及・啓発 

２．不適切な飲酒を防止する

社会環境の整備 

20 歳未満の者の不適切な飲酒を誘発しない適切な広告・表示・販売、20 歳

未満の者への酒類提供の禁止、少年補導の強化 

３．健康診断及び保健指導 医療機関への受診勧奨など早期介入の推進、職域における対応の促進 

４．医療の充実等 
一般診療科と精神科医療機関、専門医療機関、相談拠点等の関係機関の連携

体制の確保、医療の質の向上 

５．飲酒運転等をした者に対

する指導等 

飲酒運転をした者や暴力・虐待・自死未遂等をした者のうちアルコール依存

症等が疑われる場合の指導・支援等 

６．相談支援等 地域における相談支援体制の充実、医療機関・自助グループ等との連携 

７．社会復帰の支援 就労及び復職の支援、アルコール依存症からの回復支援 

８．民間団体の活動に対する

支援 
自助グループ及び民間団体と連携した普及啓発、活動に対する支援 

９．人材の育成 
アルコール健康障がい対策及びアルコール関連問題の対応に必要な人材の

育成、青少年の規範意識の醸成 

10．調査研究の推進等 治療拠点機関における専門治療プログラムの実施 

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日 ・ ８ 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健 康 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 
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島根県障がい者就労継続支援事業所 

工賃向上計画 (骨子)について 
 

１．計画の概要  

⑴ 趣旨 

就労継続支援 B 型事業所で就労する障がいのある人が、住みたい地域で自立した生

活を営むことができるよう、就労継続支援事業所における工賃向上の取組を引き続き

推進するために策定 

⑵ 計画の位置づけ 

令和５年度末までに国から示される『「工賃向上計画」を推進するための基本的な

指針』を参照し策定 

⑶ 計画の対象期間 

令和６年度から令和８年度の期間 

なお、次期計画が策定されるまでの間は、現計画を延長し、工賃向上のための施策

を継続して実施 

⑷ 計画の対象事業所 

県内で指定を受けている全ての就労継続支援Ｂ型事業所 

⑸ 目標設定の考え方 

県内の就労継続支援Ｂ型事業所から提出された工賃向上計画における目標工賃を参

考にして、県の目標値を設定 

 

２．次期工賃向上計画の主な項目と内容（案）  

 

３．スケジュール  

令和６年３月 『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針』国送付 

    ４月 令和５年度 工賃実績調査（６月中確定） 

    ６月 パブリックコメント実施 

       計画案に対する関係機関による検討会議 

 環境厚生委員会に報告 

    ７月 策定・公表 

項 目 内 容 

１．計画策定の趣旨 計画の位置づけ、対象期間等 

２．令和３年～令和５年度 

工賃向上計画の評価 
工賃実績、工賃支払い総額等 

３．具体的な取組状況 工賃向上の各種施策の実施状況 

４．工賃向上に向けた主な課題 各事業所の意見と取組方法 

５．県の目標工賃 令和６年度から令和８年度までの目標工賃 

６．具体的な施策 工賃向上に向けた具体的な施策 

令和６年３月７日・８日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部障がい福祉課 
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